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1

草
創
期

我
が
国
の
有
料
道
路
制
度
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る

の
が
明
治
四
年
に
発
せ
ら
れ
た
太
政
官
布
告
第
六
四
八
号

｢修
路
架
橋
運
輸
ノ
便
ヲ
興
ス
者
二
入
費
税
金
徴
収
許
可

方
｣
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
治
水
修
路
、
特
に
交
通
の
縊

路
解
消
の
た
め
の
橋
梁
や
道
路
等
に
つ
い
て
私
費
を
投
じ

て
こ
れ
ら
の
事
業
を
経
営
す
る
場
合
に
賃
銭
を
徴
収
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
通
行
税
的
な

発
想
で
は
な
く
、
必
要
な
コ
ス
ト
を
利
用
者
が
負
担
す
る

と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
道
路
は
そ
の
性
格
上
、
無
償
使
用
を
原
則
と
す

べ
き
と
の
考
え
か
ら
、
明
治
政
府
も
道
路
を
国
の
営
造
物

と
し
て
行
政
庁
が
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
地
方
財
政

事
情
が
こ
れ
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
、
私
費
を
投

じ
前
記
の
事
業
を
経
営
す
る
場
合
は
賃
銭
を
徴
収
す
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

各
所
に
有
料
の
橋
や
渡
船
施
設
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
制
度

は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
正
八
年
に
制
定
さ
れ
た
道
路
法

(旧
道
路

法
)
で
は
、
前
述
の
太
政
官
布
告
の
趣
旨
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
道
路
管
理
者
は
特
別
の
事
由
が
あ
れ
ば
監
督
官
庁
の

許
可
を
受
け
て
、
ま
た
、
道
路
管
理
者
で
な
い
者
は
道
路

管
理
者
の
許
可
、
承
認
を
受
け
て
橋
銭
、
波
銭
を
徴
収
す

る
有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
を
設
置
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た

(旧
道
路
法
第
二
六
条
、
第
二
七
条
、
第
五
二
条
)。

一

有
料
道
路
制
度
の
沿
革

道
路
の
よ
う
な
公
共
施
設
は
税
金
に
よ
り
建
設
･
管
理

す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
借
入
金
は
発
生

し
な
い
。

し
か
し
、
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
、
道
路
整
備
財
源
が

十
分
確
保
で
き
な
い
中
で
早
期
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
借
入
金
を
活
用
し
て
道
路
の
整
備
を
行
い
、
当

該
道
路
の
利
用
者
か
ら
一
定
期
間
料
金
を
徴
収
し
、
そ
の

収
入
に
よ
っ
て
建
設
費
、
管
理
費
、
借
入
金
利
息
等
の
費

用
を
償
還
す
る
と
い
う
有
料
道
路
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

有
料
道
路
制
度
を
活
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
共
事
業

の
み
で
整
備
す
る
よ
り
も
整
備
延
長
が
飛
躍
的
に
伸
び
た

こ
と
か
ら
、
有
料
道
路
制
度
は
道
路
の
早
期
整
備
に
多
大

な
貢
献
を
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

2

旧
道
路
整
備
特
別
措
置
法

旧
道
路
法
は
昭
和
二
七
年
に
全
面
改
正
が
行
わ
れ
る
ま

で
存
続
し
、
有
料
道
路
制
度
に
つ
い
て
も
前
述
以
上
の
別

段
の
定
め
は
さ
れ
ず
、
昭
和
二
七
年
の
旧
道
路
法
の
全
面



改
正
に
よ
り
、
有
料
制
の
規
定
に
つ
い
て
若
干
の
修
正
が

加
え
ら
れ
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
以
外
の
者
の
有
料
橋

等
の
建
設
を
認
め
る
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
道
路
管
理
者
で

あ
る
国
、
地
方
公
共
団
体
の
み
が
有
料
の
橋
、
渡
船
施
設

を
設
置
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

(道
路
法
第
二
五
条
)。

改
正
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
昭
和
二
七
年
に
道
路
整
備

特
別
措
置
法

(以
下

｢旧
特
措
法
｣
と
い
う
。)
が
制
定

さ
れ
、
道
路
法
上
の
道
路
に
関
す
る
全
面
的
な
有
料
制
が

採
用
さ
れ
た
。

こ
の
制
度
は
、
対
象
を
橋
、
渡
船
施
設
に
限
ら
ず
、
一

般
道
路
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
の
建
設
に
必
要
な
資
金
を

資
金
運
用
部
特
別
会
計
か
ら
借
入
れ
、
完
成
さ
れ
た
道
路

の
利
用
者
か
ら
通
行
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
償

還
し
て
い
く
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
た
。

当
時
、
立
ち
遅
れ
た
我
が
国
の
道
路
整
備
を
早
急
に
進

め
る
た
め
に
は
、
限
ら
れ
た
公
共
事
業
費
の
枠
を
活
用
す

る
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、
か
つ
効
率
的
で
な
い
と
の
認

識
か
ら
、
国
の
公
共
事
業
費
、
地
方
費
、
一
般
起
債
に
よ

る
以
外
の
事
業
手
法
と
し
て
有
料
道
路
制
度
を
認
知
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
｢道
路
無
料
公
開
の
原
則
｣

と
の
関
係
で
長
期
間
に
わ
た
り
慎
重
な
審
議
が
な
さ
れ

た
。
ま
た
、
本
法
案
の
国
会
審
議
を
通
じ
、
道
路
整
備
の

財
源
が
十
分
で
な
い
こ
と
も
認
識
さ
れ
、
翌
昭
和
二
八
年

に
は

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
｣

の
制
定
に
よ
る
道
路
特
定
財
源
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
以

後
今
日
ま
で
約
五
〇
年
間
、
有
料
道
路
制
度
と
道
路
特
定

財
源
制
度
は

｢車
の
両
輪
｣
と
し
て
道
路
整
備
の
推
進
に

大
き
く
寄
与
し
た
。

旧
特
措
法
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

有
料
道
路
を
新
設
、改
築
で
き
る
者
は
建
設
大
臣
、

都
道
府
県
知
事
及
び
市
長
で
あ
る
こ
と
。

②

有
料
道
路
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
は
、
通
行

者
が
そ
の
通
用
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
道
路

で
あ
る
こ
と
、
原
則
と
し
て
ほ
か
に
代
替
道
路
が
あ

っ
て
有
料
道
路
の
通
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で

な
い
こ
と
等
一
定
の
要
件
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ

1と
0

③

料
金
の
額
は
、
道
路
の
通
行
者
が
通
常
受
け
る
利

益

(便
益
)
の
範
囲
の
限
度
内
と
す
る
こ
と
。

④

国
は
、
昭
和
二
七
年
か
ら
三
年
間
、
都
道
府
県
又

は
市
に
対
し
て
有
料
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す

る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
~る
こ
と
0

3

現
道
路
整
備
特
別
措
置
法
等

旧
特
措
法
は
有
料
道
路
制
度
を
本
格
的
に
導
入
し
た
点

で
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
次
の
点
か
ら
改
善
が
必
要
と
さ

れ
る
に
至
っ
た
o

①

特
定
道
路
整
備
事
業
特
別
会
計
に
よ
る
有
料
道
路

の
投
資
規
模
は
財
政
事
情
か
ら
毎
年
二
〇
億
円
が
上

限
と
さ
れ
、
資
金
源
の
拡
大
、
特
に
民
間
資
金
の
活

用
が
必
要
で
あ
っ
た
。

②

有
料
道
路
の
建
設
計
画
や
借
入
金
償
還
計
画
は
国

や
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
策
定
し
て
い
た
た
め
、

資
金
の
総
合
的
、
効
率
的
利
用
が
困
難
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和
三
〇
年
一
二

月
、
道
路
審
議
会
は

｢速
や
か
に
日
本
道
路
公
団
(仮
称
)

の
如
き
機
関
を
設
立
し
、
広
く
民
間
資
金
の
導
入
を
図
る

と
と
も
に
、
こ
れ
が
総
合
的
、
効
率
的
運
営
を
図
る
よ
う

措
置
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
答
申
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
道
路
公
団
法
と
同
公
団
の
設
立

を
前
提
と
す
る
現
行
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(以
下

｢特
措
法
｣
と
い
う
。)
が
そ
れ
ぞ
れ
策
定
さ
れ
、
昭
和
三

一
年
三
月
に
公
布
さ
れ
た
。

特
措
法
で
は
、
日
本
道
路
公
団
が
国
に
か
わ
っ
て
有
料

道
路
事
業
の
主
体
と
な
る
た
め
、
一
般
国
道
を
対
象
と
す

る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
全
国
の
有
料

道
路
事
業
を
総
合
的
に
管
理
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
地

方
道
に
つ
い
て
も
国
の
利
害
に
特
に
関
係
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
整
備
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
日
本
道
路
公
団
の
申
請
に
よ
る
個
別
採
算

の
有
料
道
路
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
道
路
は
一

般
有
料
道
路
と
称
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
道
路
公
団
の
事
業
が
全
国
的
に
拡
大
さ
れ

る
に
つ
れ
、
昭
和
四
五
年
五
月
に
地
方
道
路
公
社
法
が
制

定
さ
れ
、
地
方
道
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
地
方
道
路
公



社
が
建
設
等
を
実
施
す
る
よ
う
役
割
が
分
担
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
経
済
規
模
の
拡
大
に
伴

う
自
動
車
交
通
の
激
増
は
、
経
済
活
動
の
効
率
化
の
要
請

と
相
ま
っ
て
、
高
速
交
通
の
た
め
の
高
規
格
の
道
路
を
必

要
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
の
政
治
、

経
済
、
文
化
上
特
に
重
要
な
地
域
を
高
速
自
動
車
国
道
で

連
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和
三
二
年
四
月
に
国
土

開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
が
制
定
さ
れ
、
中
央
自
動
車

道
の
小
牧
市
付
近
か
ら
吹
田
市
付
近
ま
で
の
区
間
が
法
定

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
五
年
七
月
に
東
海
道
幹
線
自

動
車
道
国
道
建
設
法
が
制
定
さ
れ
、
東
名
高
速
道
路
の
建

設
が
法
定
さ
れ
る
な
ど
、
各
路
線
ご
と
に
自
動
車
道
建
設

法
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
道
路
を
道
路
法
上
の
道
路
と
し
て
取
り
扱
う

と
と
も
に
、
そ
の
特
例
措
置
を
定
め
る
た
め
、
高
速
自
動

車
国
道
法
が
昭
和
三
四
年
七
月
に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
と
併

せ
て
改
正
さ
れ
た
特
措
法
に
よ
り
日
本
道
路
公
団
が
高
速

自
動
車
国
道
の
建
設
を
実
施
す
る
と
い
う
仕
組
み
と
な
っ

た
。そ

の
後
、昭
和
三
四
年
四
月
に
首
都
高
速
道
路
公
団
法
、

昭
和
三
七
年
三
月
に
阪
神
高
速
道
路
公
団
法
が
制
定
さ

れ
、
首
都
圏
及
び
大
阪
市
、
神
戸
市
の
大
都
市
部
に
お
い

て
都
市
内
の
自
動
車
専
用
道
路
で
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ

た
も
の
を
整
備
す
る
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道

路
公
団
が
設
立
さ
れ
、
首
都
高
速
道
路
及
び
阪
神
高
速
道

路
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
政
令
で
指
定

す
る
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
み
で
道
路
網
を
構
成
す
る
指

定
都
市
高
速
道
路
は
、
前
述
の
地
方
道
路
公
社
法
に
基
づ

き
設
立
さ
れ
る
指
定
都
市
高
速
道
路
公
社
に
よ
り
整
備
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
高
速
道
路
を
都
市
高
速

道
路
と
い
う
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
五
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
本
州
四
国

連
絡
橋
公
団
法
に
基
づ
き
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
が
設

立
さ
れ
、
本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
道
路
で
あ
る
本
州
四

国
連
絡
道
路
の
整
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二

現
在
の
有
料
道
路
の
概
要

1

事
業
主
体

前
述
の
と
お
り
、各
法
律
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

有
料
道
路
事
業
は
、
整
備
す
る
有
料
道
路
の
機
能
や
性
格

等
に
応
じ
て
、
図
1
の
分
担
の
も
と
に
事
業
が
推
進
さ
れ

て
い
る
。

2

料
金
の
考
え
方

有
料
道
路
の
料
金
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
最
も
基

本
的
な
原
則
は
、
料
金
の
額
は
道
路
の
建
設
費
、
管
理
費

等
を
償
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
償
還
主
義
の
考
え
方

で
あ
り
、
全
て
の
有
料
道
路
に
適
用
さ
れ
る
。
償
還
計
画

は
、
料
金
徴
収
期
間
全
体
を
通
じ
て
総
費
用
と
総
収
入
の

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る

(イ
メ
ー
ジ
は

日 本道路公団- = 臺
、
響 讓

、
軽度‘

" 2
、 鞏 、 , 、 ,

l

公団

阪神高速道路公団 都市高速道路(都道府県道、指定市道)(首都高 ･版高 :特措法第7条の 2
　　　

　 　　 　

　 　 　

、 7 の 1 4
指定都市高速道路公社

I本州四国連絡橋公団 l冊｢ 一般有料道路(一般国道×特 需 7 の 7 l

l曲 奮 道 路 公 許 1一州 一驚右料満酪 (一般匿道、 都道府県逗、 市濡町 ･旭 (特措法第 7 条の 1 2 ) l

- --“凡宏幸 :、 拙友 野 l m 、 8
地 方 公 共 団 体

、: , ,瓣 ′ 言 、 、 翳 舳 、 2 5

図 1 有料道路の事業主体



有
料
道
路
の
種
類
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
整
備
主

体
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
高
速
自
動
車
国
道
、
都

市
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
負
担
等
を
考
慮
す

る
と
い
う
公
正
妥
当
主
義
の
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る

と
と
も
に
、
一
般
有
料
道
路
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
に
つ

い
て
は
、
当
該
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
よ
っ
て
利
用
者

が
通
常
受
け
る
便
益
の
限
度
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
便
益
主
義
の
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
料
金
徴
収
期
間
に
つ
い
て
は
有
料
道
路
の
種
類

に
よ
っ
て
、道
路
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
決
定
し
て
い
る
。

な
お
、
料
金
決
定
原
則
、
償
還
対
象
道
路
の
考
え
方
、

料
金
体
系
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

と る 市 体
と と 高 も 有 要
も い 速 異 料 の
に う 道 な 道 と

お
一 正 に て の り

建設費
+

借入金利息
利用台数

X
通行料金磁費

総 費 用 総 収 入

図 2

表 1

高速自動車国道 都市高速道路 一般有料道路 本州四国連絡道路

料金の額の基準 償還主義
公正妥当主義

償還主義
公正妥当主義

償還主義
便益主義

償還主義
便益主義

償還対象道路の
考え方

全線プール 全線プール (都市

高速ごと)
個別採算 (一部プ
一ルあり)

全線プール

料金体系 対距離料金制 均一料金制 対距離料金制 対距離料金制 ※

※ 陸上部、 海上部でキロ当たり料金は異なる。

表 2 有料道路の供用延長の推移
(単位 :Km)

昭和 3 5年度 昭和 4 5年度 昭和 5 5年度 平成 1 5年度

日本道路公団

I高速自動車国道
I一般有料道路

3 4 5 1 , 3 9 3 3 , 6 2 5 8 , 0 7 8

0 6 4 9 2 , 8 6 0 7 , 1 9 7

3 4 5 7 4 4 7 6 5 8 9 1

首都高速道路 0 9 0 1 3 9 2 8 1

阪神高速道路 0 7 4 1 0 3 2 2 1

指定都市高速道路 0 0 2 1 1 5 3

本州四国連絡道路 0 0 7 1 7 3

地方道路公社 0 0 8 7 0 1 , 1 7 9

地方公共団体 8 5 8 3 7 7 0 3

合 計 3 5 3 2 , l 4 0 5 , 5 3 5 l o , 0 8 8

注 1 数値は年度末値 (平成 1 5年度は平成 1 5年 4月現在)

注2 平成 1 5年度の高速自動車国道及び一般有料道路には湯浅御坊道路(lokm)が

重複して編入

表3 供用延長と走行台キ□

供用延長 走行台キロ分担率
一般都道府県道以上

Iうち有料道路
1 8 1 , 9 5 9 K皿 1 0 0 %

1 0 , 0 8 8 Km (5,5%) 1 6 %

3

有
料
道
路
の
状
況

"

平
成
一
五
年
四
月
現
在
の
有
料
道
路
延
長
は
約
一
万
如

で　

に
達
し
て
お
り
、
一
般
都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
の
約

杁

五
%
の
延
長
で
、
交
通
の
約

一
六
%
を
分
担
し
て
い
る

心

(表
2
.
3
)。

醤

注 1 道路の供用延長‘ま、一般都道府県道以上は平成 1 2年 4月、有料道路 担 の
は平成 1 5年 4月の値 を滋注2 走行キ口分担率は、平成 1 1年度道路交通センサスにより算出

い の注 3 有料道路の供用延長の ( ) は、一般都道府県道以上に占めるシェア る 約



三

有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

た
。

1

道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化

有
料
道
路
制
度
の
見
直
し
を
行
う
に
あ
た
り
、
有
料
道

路
の
事
業
主
体
で
あ
る
道
路
関
係
四
公
団
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
三
年
一
二
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
特
殊
法

人
等
整
理
合
理
化
計
画
で
は
道
路
関
係
四
公
団
を
廃
止

し
、
四
公
団
に
代
わ
る
新
た
な
組
織
及
び
そ
の
採
算
性
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
置
く
第
三
者
機
関
で
検
討

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

平
成
一
四
年
六
月
に
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委

員
会
設
置
法
が
成
立
し
、
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進

委
員
会

(以
下

｢民
営
化
推
進
委
員
会
｣
と
い
う
。
)
が

設
置
さ
れ
、
同
年
=
一月
六
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見

書
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
意
見
書
に
は
、
新
た
な
組
織
の
あ
り
方
と
し
て
、

四
公
団
の
道
路
資
産
の
保
有
及
び
債
務
の
返
済
を
行
う

｢保
有

.
債
務
返
済
機
構
｣
の
設
置
及
び
本
州
四
国
連
絡

橋
公
団
の
債
務
処
理
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
ほ
か
、
通
行
料

金
の
引
下
げ
、
今
後
の
道
路
建
設
の
ス
キ
ー
ム
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
の
改
革
等
を
通
じ
た
管
理
コ
ス
ト
の
削
減
、
改

革
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

民
営
化
推
進
委
員
会
の
意
見
書
の
提
出
を
受
け
、
｢道

路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府
･
与
党
協
議
会
｣

は
、
同
年
三
一月
三
一日
、
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化

に
関
す
る
当
面
の
措
置
に
つ
い
て
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ

申
し
合
わ
せ
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
取
り
組
む
べ
き
事

項
と
し
て

｢建
設
コ
ス
ト
の
削
減
｣
｢
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業

の
抜
本
的
見
直
し
｣
｢公
団
に
お
け
る
民
間
経
営
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
導
入
｣
、
平
成
一
五
年
度
予
算
に
関
連
す
る
事
項

と
し
て

｢本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
処
理
等
｣
｢高

速
自
動
車
国
道
整
備
へ
の
新
直
轄
方
式
の
導
入
｣
等
が
盛

り
込
ま
れ
た
。

同
年
=
一月
一
七
日
に
は
、
道
路
関
係
四
公
団
、
国
際

拠
点
空
港
及
び
政
策
金
融
機
関
の
改
革
に
係
る
今
後
の
対

応
方
針
に
つ
い
て
、
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、

民
営
化
推
進
委
員
会
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
の
方
針
の

下
、
こ
れ
ま
で
の
同
委
員
会
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
審

議
経
過
や
意
見
の
内
容
を
十
分
精
査
し
、
必
要
に
応
じ
与

党
と
も
協
議
し
な
が
ら
、
改
革
の
具
体
化
に
向
け
て
所
要

の
検
討
、
立
案
等
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

2

新
直
轄
方
式
の
導
入
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の

債
務
処
理

前
述
の

｢道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府

･

与
党
協
議
会
｣
の
申
し
合
わ
せ
に
お
い
て
、
平
成
一
五
年

度
予
算
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
国
と
地

方
の
負
担
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
高
速
自
動
車
国
道
の

整
備
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
新
直
轄
方
式
の
導
入
を
内
容
と

す
る
｢高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
が
平
成
一
五
年
四
月
二
五
日

成
立
し
た
。

ま
た
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
有
利
子
債
務
の
う
ち

一
･
三
四
兆
円
を
切
り
離
し
、
国
の
一
般
会
計
に
継
承
す

る
な
ど
の
債
務
処
理
を
内
容
と
す
る
｢本
州
四
国
連
絡
橋

公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
一
五
年

度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
｣
が
同
じ
く
平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
に
成
立
し
た
。

3

多
様
で
弾
力
的
な
料
金
施
策

有
料
道
路
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
四
年
八
月
の

社
会
資
本
整
備
審
議
会
中
間
答
申
に
お
い
て
、
利
用
者
の

様
々
な
二
!
ズ
に
対
応
し
、
沿
道
環
境
の
改
善
や
渋
滞
解

消
な
ど
の
課
題
を
解
決
す
る
と
と
も
に
、
利
用
の
少
な
い

有
料
道
路
の
活
用
を
図
る
た
め
に
、
全
国
一
律
の
料
金
を

見
直
し
、
多
様
で
弾
力
的
な
料
金
施
策
を
導
入
す
べ
き
で

あ
る
と
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
答
申
を
受
け
て
、
こ
の
よ
う
な
料
金
施
策
の
導
入

に
よ
り
採
算
に
与
え
る
影
響
や
利
用
状
況
の
変
化
等
そ
の

効
果
を
測
定
す
る
た
め
、
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
、
料

金
に
係
る
社
会
実
験
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
多
様
で
弾
力
的
な
料
金
施
策
を
実
施
す
る
に
当

た
り
、
簡
易
に
利
用
時
間
や
利
用
経
路
を
把
握
で
き
る
E

T
C
の
活
用
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
な
る
E

T
C
の
普
及
促
進
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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一

は
じ
め
に

過
日
、
本
四
公
団
の
債
務
軽
減
措
置
に
関
わ
る
法
案
と

新
直
轄
方
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
国
費
に
よ
る
高
速
道
路
の

整
備
に
関
わ
る
法
案
を
審
議
中
の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員

会
に
両
法
案
の
参
考
人
と
し
て
拙
見
を
述
べ
る
機
会
が
あ

っ
た
。事
前
に
法
案
を
読
み
考
え
を
ま
と
め
て
い
た
と
き
、

過
去
高
速
道
路
の
整
備
に
当
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題

が
生
じ
、
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
か
を
考

え
た
。

料
金
プ
ー
ル
制
度
、
三
%
路
線
に
対
す
る
国
費
に
よ
る

利
子
補
給
、
国
道
と
の
合
併
施
工
等
は
一
九
五
六
年
日
本

道
路
公
団
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
約
五
〇
年
間
の
高
速
道
路

整
備
の
中
で
直
面
し
た
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
採
用
さ

れ
た
手
法
だ
っ
た
。

現
在
の
高
速
道
路
は
有
料
道
路
制
度
を
採
用
し
て
出
発

し
た
。
名
神
高
速
、
東
名
高
速
を
は
じ
め
と
し
て
高
速
道

路
網
は
拡
大
し
て
き
た
が
、
有
料
道
路
制
度
の
導
入
な
く

し
て
は
、
か
く
も
順
調
な
高
速
道
路
網
の
整
備
は
不
可
能

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
主
要
幹
線
が
完
成
し
、
こ

れ
ら
を
補
完
す
る
高
速
道
路
網
の
綱
目
を
細
か
く
す
る
横

断
道
時
代
に
入
る
と
と
も
に
料
金
収
入
に
の
み
依
存
す
る

従
来
の
整
備
手
法
で
は
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
容
易
で
は

な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
末
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用

道
路
が
導
入
さ
れ
た
。

今
日
、
道
路
四
公
団
の
民
営
化
の
具
体
化
が
検
討
さ
れ

て
い
る
時
期
に
国
費
に
よ
る
高
速
道
路
整
備
l
新
直
轄
方

式
-
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
当
然
の
成
り
行

き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
有
料
道
路
制
度
発
足
時
の
高
速
道
路
整
備

の
基
本
的
な
考
え
方
を
振
り
返
り
、
料
金
プ
ー
ル
な
ど
の

整
備
手
法
の
変
遷
、
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
拙
見
を
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

二

有
料
道
路
に
よ
る
高
速
道
路
の
整
備

第
二
次
大
戦
後
劣
悪
な
道
路
の
整
備
は
緊
急
の
課
題
だ

っ
た
が
、
敗
戦
後
の
疲
弊
し
た
日
本
で
は
、
幹
線
の
国
道

の
整
備
だ
け
で
も
財
源
不
足
の
状
態
だ
っ
た
。
一
九
六
三

年
米
国
留
学
か
ら
帰
国
し
て
国
分
寺
に
住
居
を
構
え
た
筆

者
が
、
国
分
寺
駅
北
口
の
狭
い
道
路
に
歩
道
が
な
い
た
め

当
時
大
蔵
省
主
計
局
に
勤
務
し
て
い
た
友
人
に
交
通
事
故

防
止
と
交
通
の
効
率
化
の
た
め
に
歩
道
を
整
備
す
べ
き
だ

と
い
っ
た
と
き
、
そ
ん
な
金
が
あ
れ
ば
国
道
の
産
業
道
路

の
整
備
に
充
て
る
と
一
笑
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ



ほ
ど
財
源
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
路
整
備
を
促

進
す
る
に
は
財
源
の
拡
大
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
有
料
道
路

制
度
は
借
金
に
よ
っ
て
道
路
を
整
備
し
、
料
金
収
入
で
借

入
金
を
返
済
す
る
方
式
で
道
路
整
備
を
加
速
さ
せ
る
手
法

だ
っ
た
。
名
神
高
速
道
路
の
計
画
は
世
界
銀
行
か
ら
の
借

金
を
資
金
に
進
め
ら
れ
た
。

有
料
で
あ
る
か
ら
に
は
一
般
国
道
を
超
え
る
質
の
高
い

道
路
で
な
け
れ
ば
、
利
用
者
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
し
、

料
金
収
入
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
高
速
道

路
を
有
料
道
路
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
路
整

備
の
ピ
ッ
チ
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
輸
送
の
ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
解
消
に
寄
与
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
九
六
〇
年
以
降

の
高
度
成
長
を
支
え
た
。

道
路
特
定
財
源
を
財
源
と
す
る
無
料
の
一
般
国
道
の
整

備
と
、
借
金
で
道
路
を
建
設
し
完
成
後
の
料
金
収
入
で
借

金
を
返
済
す
る
有
料
道
路
制
度
を
二
本
柱
に
し
て
道
路
整

備
が
進
め
ら
れ
た
。
有
料
道
路
制
度
を
活
用
し
て
整
備
す

る
道
路
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
道
路
整
備
に
投
入
す

る
資
源
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
借
金

を
返
済
で
き
る
こ
と
が
絶
対
的
な
条
件
で
あ
る
。
原
則
的

に
有
料
道
路
と
し
て
整
備
す
る
路
線
は
当
該
道
路
の
用
地

費
を
含
む
建
設
費
を
返
済
す
る
に
十
分
な
料
金
収
入
が
見

込
め
る
こ
と
が
条
件
だ
っ
た
。
高
速
道
路
の
建
設
が
始
ま

っ
た
こ
ろ
は
、
名
神
、
東
名
を
は
じ
め
こ
の
条
件
-

｢採

算
性
｣
-
を
満
た
す
路
線
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
有
料
道

路
制
度
が
導
入
さ
れ
た
当
初
は
、
料
金
収
入
を
も
っ
て
借

入
金
を
一
定
期
間
内
に
返
済
で
き
る
と
い
う
意
味
で

｢採

算
性
｣が
確
保
可
能
な
路
線
は
有
料
道
路
と
し
て
整
備
し
、

｢採
算
性
｣
の
確
保
が
難
し
い
路
線
は
一
般
国
道
と
し
て

整
備
す
る
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
理

屈
と
し
て
は
理
解
し
易
い
し
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
区
間

(起
終
点
)
が
指
定
さ
れ

た
路
線
は
、
隣
接
し
連
続
す
る
区
間
が
指
定
さ
れ
た
別
の

路
線
か
ら
完
全
に
独
立
で
は
な
い
。
路
線
名
は
異
な
っ
て

も
連
続
す
る
道
路
で
両
路
線
に
ま
た
が
っ
て
通
行
す
る
車

が
あ
る
。
一
方
の
路
線
を
有
料
道
路
と
し
て
整
備
し
、
他

方
の
路
線
を
た
ま
た
ま

｢採
算
性
｣
確
保
が
不
確
実
だ
か

ら
と
い
っ
て
無
料
の
国
道
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
は
、
勿

論
不
可
能
で
は
な
い
が
、
接
続
点
の
道
路
上
に
料
金
徴
収

用
の
ゲ
ー
ト
を
設
け
て
料
金
を
徴
収
す
る
必
要
が
あ
り
、

利
用
者
に
と
っ
て
は
時
間
を
と
ら
れ
、
不
便
で
も
あ
る
。

両
方
の
路
線
を
有
料
道
路
と
し
て
整
備
し
て
料
金
プ
ー
ル

を
採
用
し
た
時
に
両
路
線
を
一
体
と
し
た
場
合
に

｢採
算

性
｣
が
確
保
で
き
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
二
つ
の
路
線
に
料
金

プ
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
と
は
い
え
ま
い
。
ま

た
、
所
得
分
配
の
公
平
性
-
高
速
道
路
の
利
用
可
能
性
ー

に
つ
い
て
の
地
域
間
格
差
を
縮
小
さ
せ
る
手
段
と
し
て

｢採
算
性
｣
確
保
が
困
難
な
路
線
と
他
の

｢採
算
性
｣
を

確
実
に
確
保
で
き
る
路
線
の
間
で
料
金
プ
ー
ル
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
は
一
つ
の
政
策
で
あ
り
一
概
に
非
難
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
る
。
必
要
な

こ
と
は
料
金
を
プ
ー
ル
し
て
も
元
々
｢採
算
性
｣
を
確
保
可

能
な
路
線
が
借
金
の
元
利
を
確
実
に
払
え
る
こ
と
で
あ
る
。

料
金
プ
ー
ル
制
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
述
べ
る
が
、

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
道
路

整
備
を
始
め
た
最
初
か
ら
、
無
料
の
道
路
-

一
般
道
ー
と

有
料
の
道
路
事
高
速
道
路
ー
の
二
つ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、国
土
全
体
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
想
が
あ
り
、

無
料
の
国
道
と
有
料
の
高
速
道
路
は
、
無
料
、
有
料
の
差

異
が
あ
っ
て
も
、
一
体
と
な
っ
て
日
本
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
形
成
す
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
無
料
の
国

道
･
地
方
道
と
有
料
の
高
速
道
路
が
併
存
す
る
の
は
、
全

体
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
加
速
す
る
手
段
と
し

て
借
金
に
よ
る
道
路
整
備
の
手
法
が
導
入
さ
れ
た
結
果
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
有
料
の
高
速
道
路
が
借
金
の
返
済

後
の
無
料
開
放
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。

三

｢採
算
性
｣
と
国
民
の
社
会
厚
生

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
の
基
本
的
な
考

え
方
は
、
四
つ
の
公
団
の
民
営
化
を
前
提
に
し
て
い
た
こ

と
も
あ
る
が
、
有
料
道
路
だ
け
が
対
象
で
あ
り
、
公
団
の

事
業
経
営
だ
け
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
公
団
が
か

つ
て
の
国
鉄
の
よ
う
な
自
力
回
復
不
可
能
な
状
態
に
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら

負
債
を
償
還
で
き
る
か
ど
う
か
に
注
目
し
、
道
路
整
備
へ

の
影
響
は
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
事
業
の
採
択
規
準
は

｢路
線
｣
の

｢採
算
性
｣
で
あ
る
。
採
算
が
取
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
収
入
が
経
費
を
上
回
り
、
黒
字
経
営
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
厚
生
経
済
学
で
は
、
国
民
の
社
会



(経
済
)
厚
生
を
消
費
者
余
剰
ー
消
費
者
が
認
め
る

(道

路
)
サ
ー
ビ
ス
の
価
値

(便
益
)
か
ら
負
担
し
た
費
用
を

差
し
引
い
た
残
り

(純
便
益
)
-
と
供
給
者
が
享
受
す
る

生
産
者
余
剰
1
売
上
か
ら
経
費
を
差
し
引
い
た
余
剰
I
す

な
わ
ち
利
潤
ー
と
を
合
計
し
た
も
の
で
測
定
す
る
。
｢採

算
性
｣
は
供
給
者
の
生
産
者
余
剰
ー
利
潤
ー
の
大
き
さ
の

み
に
注
目
し
て
、
消
費
者
(有
料
道
路
の
場
合
は
利
用
者
)

の
純
便
益
ー
消
費
者
余
剰
-
の
有
無
、
大
小
に
は
ま
っ
た

く
注
意
を
払
わ
な
い
。
端
的
に
い
え
ば

｢儲
か
る
か
ど
う

か
｣
だ
け
し
か
注
目
し
な
い
。
民
営
化
さ
れ
れ
ば
、
も
う

一
歩
進
ん
で

｢十
二
分
に
儲
か
る
か
ど
う
か
｣
が
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
有
料
道
路

制
度
の
導
入
の
目
的
は
道
路
事
業
の
利
潤
獲
得
で
は
な

く
、
財
源
不
足
の
中
で
早
急
に
道
路
整
備
に
投
入
で
き
る

資
源
を
よ
り
多
く
し
て
国
民
が
利
用
す
る
道
路
を
よ
り
多

く
整
備
す
る
手
法
と
し
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に

｢採
算
性
｣
が
問
題
に
な
る
の
は
、
借
金

を
で
き
る
だ
け
有
効
に
使
っ
て
道
路
整
備
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し
て
で

あ
っ
た
。
①
借
金
は
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
借

金
は
で
き
る
だ
け
有
効
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
ら
二
つ
を
ク
リ
ア
す
る
に
は
、
｢採
算
性
｣
が
著
し
く

悪
い
路
線
の
整
備
は
借
金
以
外
の
資
金
に
よ
っ
て
実
施

し
、
｢採
算
性
｣
の
良
い
路
線
か
ら
整
備
す
る
、
の
二
点

が
必
要
で
あ
る
。
道
路
公
団
の
高
速
道
路
事
業
で
も
路
線

の

｢採
算
性
｣
の
チ
ェ
ッ
ク
は
行
わ
れ
て
き
た
し
、
重
要

だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
利
潤
の
獲
得
を
目
標
に
す
る
民
間
企

業
に
と
っ
て
の

｢採
算
性
｣
と
は
意
義
が
異
な
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
速
道
路
の
整
備
が
進
む
と
と
も
に
、
幹
線
の
縦
貫
道

の
整
備
が
終
わ
り
、
横
断
道
の
整
備
に
入
っ
た
。
こ
れ
は

ほ
ぼ
、
道
路
審
議
会
が
第
一
〇
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

を
審
議
し
て
い
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
時
期
に
あ
た

る
。
第
一
〇
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
で
、
従
来
の
道
路

公
団
に
よ
る
す
べ
て
の
費
用
を
料
金
収
入
で
回
収
す
る
有

料
の
高
速
道
路
に
加
え
て
、
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道

路

目
専
道
ー
に
よ
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
の
手
法

が
導
入
さ
れ
た
。

｢採
算
性
｣
が
決
し
て
良
く
な
い
路
線
を
従
来
の
道
路

公
団
の
有
料
道
路
の
手
法
で
整
備
す
る
こ
と
は
料
金
プ
ー

ル
制
度
を
も
っ
て
し
て
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
導
入

が
図
ら
れ
た
一
般
国
道
の
目
専
道
は
こ
れ
を
鯛
決
し
て

｢採
算
性
｣
の
良
く
な
い
道
路
を
整
備
す
る
手
法
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
自
由
寸道
は
一
般
国
道
で
無
料
で
あ
り
、
こ

れ
と
道
路
公
団
の
有
料
の
高
速
道
路
を
混
合
し
て
平
均
化

し
た
料
金
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
部
の

高
規
格
道
路
の
路
線
で
有
料
区
間
と
無
料
区
間
が
混
在
す

る
と
批
判
さ
れ
た
例
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
が
管
轄
す
る

無
料
の
国
道
と
道
路
公
団
が
管
轄
す
る
有
料
道
路
の
二
分

法
が
高
速
道
路
網
の
整
備
の
進
捗
と
と
も
に
適
合
し
な
く

な
っ
た
事
実
の
反
映
だ
っ
た
。

す
で
に
道
路
公
団
に
よ
る

｢採
算
性
｣
の
良
く
な
い
道

路
の
整
備
に
つ
い
て
は
三
%
の
資
金
コ
ス
ト
が
認
め
ら

れ
、
標
準
の
資
金
コ
ス
ト
と
の
差
を
出
資
金

･
利
差
補
助

の
形
で
国
が
実
質
的
に
補
助
し
て
い
た
が
、
国
道
の
目
専

道
を
導
入
す
る
代
わ
り
に
、
｢採
算
性
｣
に
問
題
が
あ
る

路
線
に
つ
い
て
は
公
団
に
対
し
て
負
債
の
増
加
を
来
さ
な

い
程
度
に
国
費
の
補
助
-
例
え
ば
地
下
鉄
の
建
設
補
助
の

よ
う
に
-
を
与
え
る
選
択
肢
も
あ
り
得
た
と
思
う
。
道
路

整
備
の
本
来
の
目
標
を
考
え
れ
ば
、
ど
の
組
織
が
事
業
を

ど
の
よ
う
な
条
件
で
担
当
す
る
の
が
最
適
か
と
い
う
考
え

方
こ
そ
必
要
で
あ
る
。

今
回
の
国
費
に
よ
る
高
速
道
路
の
整
備
I
い
わ
ゆ
る
新

直
轄
方
式
ー
は
、
無
料
の
道
路
か
有
料
の
道
路
か
ま
だ
未

決
定
と
聞
い
て
い
る
が
、
用
地
費
ま
で
含
め
た
建
設
費
の

回
収
ま
で
考
慮
し
な
い
に
し
て
も
、
維
持
･
修
繕
費
、
管

理
費
を
カ
バ
ー
す
る
程
度
の
料
金
を
課
し
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

道
路
公
団
が
事
業
を
担
当
す
れ
ば
用
地
費
ま
で
含
め
た

す
べ
て
の
費
用
を
回
収
す
る
料
金
を
課
し
、
国
が
事
業
を

担
当
す
れ
ば
無
料
と
い
う
の
で
は
、
同
じ
よ
う
に
希
少
資

源
を
投
入
し
な
が
ら
資
金
調
達
方
式
の
差
異
ー
財
源
が
税

金
か
、
借
金
か
の
差
異
-
だ
け
で
有
料

･
無
料
に
な
る
の

は
お
か
し
い
と
い
う
批
判
に
対
抗
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
高
速
道
路
の
整
備
が
遅

れ
て
い
る
県
が
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
指
定
を
受
け
る
ま

で
は
一
般
国
道
の
目
専
道
で
も
よ
い
と
言
い
な
が
ら
、
一

度
高
規
格
幹
線
道
路
網
に
組
み
込
ま
れ
る
と
今
度
は
国
幹

道
の
指
定
を
受
け
て
道
路
公
団
の
高
速
道
路
と
し
て
建
設

し
て
欲
し
い
と
陳
情
し
た
例
の
逆
の
ケ
ー
ス
に
な
る
。
こ

れ
は
一
般
国
道
の
目
専
道
で
は
地
方
負
担
が
あ
る
が
、
道



路
公
団
の
高
速
道
路
と
し
て
建
設
さ
れ
れ
ば
地
方
負
担
が

な
い
か
ら
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
無
料
の
道
路
と
有
料
の
道
路
と
い
う
二
分
法
を
改
め
る

べ
き
だ
ろ
う
o

四

料
金
プ
ー
ル
制
度
に
つ
い
て

民
営
化
推
進
委
員
会
で
は
、
料
金
プ
ー
ル
制
度
が
批

判
の
的
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
料
金
プ
ー
ル
制
度
は
、

｢採
算
性
｣
の
良
く
な
い
路
線
を
取
り
込
み
道
路
公
団
の

仕
事
の
量
を
増
や
す
の
を
助
長
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

債
務
の
返
済
を
遅
ら
せ
て
料
金
徴
収
期
間
を
長
く
さ
せ
、

｢採
算
性
｣
の
良
い
路
線
ー
例
え
ば
名
神

･
東
名
な
ど
-

の
無
料
開
放
を
遅
ら
せ
る
と
批
判
す
る
。
プ
ー
ル
制
度
は

い
わ
ゆ
る
内
部
補
助
を
含
む
。
内
部
補
助
が

｢採
算
性
｣

の
良
く
な
い
路
線
を
取
り
込
ま
せ
、
道
路
公
団
の
経
営
状

態
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
道
路
審
議
会
で
つ

と
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
五
0
%
ル
ー
ル
を
設

け
ら
れ

｢採
算
性
｣
が
著
し
く
悪
い
路
線
が
取
り
込
ま
れ

な
い
よ
う
に
し
た
。

料
金
プ
ー
ル
制
度
の
正
式
な
導
入
は
一
九
七
二
年
の
道

路
審
議
会
答
申
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ

れ
よ
り
早
く
一
九
六
九
年
東
名
高
速
道
路
の
全
通
を
控
え

て
キ
ロ
当
た
り
建
設
費
が
名
神
高
速
よ
り
高
い
東
名
高
速

の
料
金
を
ど
う
す
る
か
が
検
討
さ
れ
始
め
た
こ
ろ
、
両
高

速
道
路
の
料
率
を
同
じ
に
し
た
プ
ー
ル
制
が
有
力
な
案
と

し
て
考
え
ら
れ
た
。
名
神
高
速
と
東
名
高
速
は
相
互
に
ま

た
が
る
利
用
が
多
い
こ
と
、
別
料
金
に
す
る
と
両
高
速
道

路
の
境
界
線
の
路
上
に
ゲ
ー
ト
を
設
け
て
料
金
を
徴
収
す

る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
、
両
道
路
の
建
設
費
の
差
の
少
な

く
と
も
一
部
は
建
設
時
期
の
遅
れ
に
よ
る
物
価
上
昇
に
よ

る
こ
と
、
等
を
考
慮
し
て
同
一
の
料
率
に
な
っ
た
。
後
年

料
金
プ
ー
ル
制
は
世
間
で
は

｢不
採
算
｣
路
線
を
建
設
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
最

初
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
名
神
･
東
名
両
高
速
道
路
が
繋

が
っ
た
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
プ
ー
ル
制
度
を
認
め
て
い
る
。
プ
ー
ル
制
度

は
社
会
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
一
九
七

〇
年
代
に
入
っ
て
間
も
な
く
、
当
時
は
第
一
次
石
油
危
機

の
前
だ
っ
た
が
高
度
成
長
が
続
き
、
マ
イ
ル
ド
･
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
用
地
費
、
建
設
費
が

上
昇
し
て
い
た
。
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
単
価
が
上
昇

し
、
新
し
く
開
通
す
る
路
線
の
料
金
を
別
建
て
に
す
れ
ば

料
金
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
料
金
プ
ー

ル
制
に
よ
っ
て
、
全
路
線
の
料
金
を
少
し
上
げ
て
建
設
費

が
高
く
な
っ
た
路
線
の
料
金
の
賃
率
を
既
存
の
路
線
と
同

一
水
準
に
し
た
。
よ
り
積
極
的
な
料
金
プ
ー
ル
制
は
、
す

で
に
述
べ
た

｢採
算
性
｣
が
劣
る
路
線
の
整
備
だ
っ
た
。

料
金
プ
ー
ル
制
度
の
導
入
が
話
題
に
な
っ
た
当
時
の
新
聞

は
プ
ー
ル
制
度
に
好
意
的
で
、
社
説
な
ど
で
も
こ
の
措
置

に
よ
っ
て
地
方
の
人
々
も
高
速
道
路
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ

る
と
評
価
し
て
い
た
。
国
民
も
、
当
時
は
料
金
プ
ー
ル
制

度
に
反
対
で
は
な
か
っ
た
。
先
に
整
備
さ
れ
た
名
神
、
束

名
高
速
道
路
を
利
用
で
き
た
当
時
の
大
都
市
の
住
民
は
、

後
発
の
｢採
算
性
｣
が
確
実
に
は
確
保
で
き
な
い
高
速
道

路
の
整
備
に
プ
ー
ル
制
度
を
通
じ
て
多
少
の
寄
与
を
す
る

こ
と
を
良
し
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
筆
者
は
今
日
で
も
こ

の
よ
う
な
考
え
方
を
持
ち
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

五

終
わ
り
に

日
本
の
有
料
道
路
制
度
に
つ
い
て
拙
見
を
述
べ
た
が
、

最
後
に
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

1

高
速
道
路
も
含
め
て
道
路
の
投
資
規
準
は
費
用
対
利

潤

(生
産
者
余
剰
)
で
は
な
く
、
費
用
対
社
会
的
余
剰

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

1
の
規
準
を
充
た
す
が
採
算
性
が
確
保
で
き
な
い
有

料
道
路
の
建
設
に
(地
下
鉄
の
建
設
補
助
と
同
様
の
)補

助
を
与
え
る
。

3

最
近
、
景
気
対
策
と
し
て
高
速
道
路
の
無
料
化
の
主

張
が
み
ら
れ
る
が
、
大
都
市
圏
で
は
混
雑
が
発
生
し
、

金
銭
的
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
も
時
間
経
費
が
増
加
し
効

果
が
な
い
だ
ろ
う
。
料
金
を
画
一
化
し
な
い
で
弾
力

的
に
運
用
し
、
利
用
を
刺
激
し
か
っ
収
入
が
減
少
し
な

い
場
合
に
は
料
金
を
引
き
下
げ
て
よ
い
。

4

将
来
の
料
金
は
基
礎
的
な
料
金
部
分
と
混
雑
料
金

の
組
み
合
わ
せ
を
指
向
す
べ
き
で
あ
る
。
E
T
C
が
普

及
す
れ
ば
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。



剛
鬮
鬮
鬮
鬮
鬮
膠
特
集
/
有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

週
廳
鬮
鰈
鬮
箋
鬮
◎
罵
轡
化
に
鬮
す
る
最
逓
◎
醐
き

道
路
局
路
政
課

2

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
意
見
書

委
員
会
に
お
い
て
は
平
成
一
四
年
六
月
二
四
日
の
第
一

回
会
合
以
来
、
三
五
回
、
約
一
四
〇
時
間
に
渡
る
議
論
の

結
果
と
し
て
、
同
年
一
二
月
六
日
に
小
泉
首
相
に
意
見
書

を
提
出
し
た
。

扇
国
土
交
通
大
臣
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
す
る
｣
と
の
発

言
が
あ
っ
た
。

一
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
の
経
緯

1

特
殊
法
人
鱈
整
理
合
理
化
計
画

小
泉
改
革
の
大
き
な
柱
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

特
殊
法
人
改
革
は

｢民
間
で
で
き
る
こ
と
は
民
間
に
委
ね

る
｣
と
の
原
則
の
も
と
、
平
成
一
三
年
一
二
月
一
九
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た

｢特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
｣

(以
下
、
整
理
合
理
化
計
画
)
に
基
づ
き
着
実
に
進
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
道
路
関
係
四
公
団

(日
本
道
路

公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
、
本

州
四
国
連
絡
橋
公
団
)
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
整
理
合
理

化
計
画
に
基
づ
き
、
第
三
者
機
関
で
あ
る
道
路
関
係
四
公

団
民
営
化
推
進
委
員
会

(以
下
、
委
員
会
)
に
お
い
て
調

査
審
議
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

3

閣
議
に
お
け
る
総
理
発
言

提
出
さ
れ
た
意
見
書
を
受
け
、
三
一月
一
〇
日
の
閣
議

に
お
い
て
小
泉
首
相
か
ら

｢今
後
、
こ
の
意
見
を
基
本
的

に
尊
重
す
る
と
の
方
針
の
下
、
こ
れ
ま
で
の
同
委
員
会
の

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
審
議
経
過
や
意
見
の
内
容
を
十
分

精
査
し
、
必
要
に
応
じ
与
党
と
も
協
議
し
な
が
ら
、
政
府

と
し
て
改
革
の
具
体
化
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
意
見
を
受
け
て
の
政
府
の
対
処

方
針
の
具
体
的
な
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
と
り
ま
と
め
を

4

政
府
･
与
党
申
し
合
わ
せ

こ
の
総
理
大
臣
発
言
を
受
け
、
道
路
関
係
四
公
団
の
民

営
化
に
関
す
る
措
置
の
う
ち
、
平
成
一
五
年
度
予
算
か
ら

直
ち
に
取
組
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
早
急
に
検
討
し
、

予
算
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
三
一月

三
一日
、
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府

･
与

党
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
｢道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化

に
つ
い
て
｣
が
申
し
合
わ
せ
ら
れ
た
。

具
体
的
に
は
、

①
建
設
コ
ス
ト
の
削
減
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
抜
本

的
見
直
し
、
公
団
に
お
け
る
民
間
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の

導
入
に
つ
い
て
は
直
ち
に
取
組
む
。



②
平
成

一
五
年
度
予
算
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、

①
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
処
理

(有
利
子
債

務
の
一
部
を
切
り
離
し
、
国
の
道
路
特
定
財
源
で
処

理
、
国
･
地
方
の
出
資
の
期
間
を
平
成
三
四
年
度
ま

で
一
0
年
間
延
長
)、
②
新
直
轄
方
式
の
導
入

(国

と
地
方
の
負
担
に
よ
る
新
た
な
直
轄
事
業
の
導
入
)

を
行
う
。

③
今
後
、
新
会
社
に
よ
る
高
速
道
路
等
の
整
備
の
具

体
的
な
仕
組
み
等
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の

意
見
を
基
本
的
に
尊
重
す
る
と
の
方
針
の
下
、
こ
れ

ま
で
の
同
委
員
会
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
審
議
経

過
や
意
見
の
内
容
を
十
分
精
査
し
、
地
方
公
共
団
体

の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
検
討
を
進
め
、
関
係
法

案
の
一
六
年
通
常
国
会
提
出
を
目
指
す
。こ
の
た
め
、

政
府
と
与
党
の
間
で
調
整
の
た
め
の
場
を
設
け
る
こ

と
と
す
る
。

こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

5

道
路
関
係
四
公
団
、
国
際
拠
点
空
港
及
び
政
策
金
融

機
関
の
改
革
に
つ
い
て

以
上
の
流
れ
を
受
け
、
一
二
月
一
七
日
に
は

｢道
路
関

係
四
公
団
、
国
際
拠
古
完
工港
及
び
政
策
金
融
機
関
の
改
革

に
つ
い
て
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
政
府
は
、

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
の
意
見
を
基
本
的

に
尊
重
す
る
と
の
方
針
の
下
、
こ
れ
ま
で
の
同
委
員
会
の

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
審
議
経
過
や
意
見
の
内
容
を
十
分

精
査
し
、
必
要
に
応
じ
与
党
と
も
協
議
し
な
が
ら
、
建
設

コ
ス
ト
の
削
減
等
直
ち
に
取
組
む
べ
き
事
項
、
平
成
一
五

年
度
予
算
に
関
連
す
る
事
項
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
等

を
整
理
し
た
上
で
、
改
革
の
具
体
化
に
向
け
て
、
所
要
の

検
討
、
立
案
等
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

6

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

一
二
月
二
六
日
、
第
二
回
政
府

･
与
党
協
議
会
が
開
催

さ
れ
、
閣
議
決
定
が
報
告
さ
れ
、
政
府
予
算
案
、
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
が
説
明
さ
れ
た
。
こ
こ
で
説
明
さ
れ
た

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
主
な
内
容
が
以
下
の
通
り
。

･
平
成
一
五
年
度
予
算
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
処
理
等
及
び
高
速
自
動

車
国
道
へ
の
新
直
轄
方
式
の
導
入
に
つ
い
て
、
関
係
法

案
を
一
五
年
通
常
国
会
に
提
出
。

･
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
を
六
~
七
月
に
開

催
。

･
新
組
織
の
ス
キ
ー
ム
の
概
要
を
一
一
~

三
一月
に
決

定
。

･
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
法
案
を
一
六
年
通

常
国
会
に
提
出
。

･
平
成
一
七
年
度
中
に
道
路
関
係
四
公
団
を
民
営
化
。

二

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
し
直
ち
に

取
組
心
事
項
に
つ
い
て

政
府

･
与
党
申
し
合
わ
せ
に
お
い
て
直
ち
に
取
組
む
べ

き
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
が
、
平
成
一
五

年
三
月
二
五
日
、
第
三
回
政
府
･
与
党
協
議
会
に
お
い
て

国
土
交
通
大
臣
よ
り
説
明
さ
れ
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

1

コ
ス
ト
削
減
計
画
の
策
定

ゆ

建
設
コ
ス
ト
縮
減

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
に
報
告

(平
成

一
四
年
一
〇
月
二
九
日
)
し
た

｢建
設
中
路
線
の
残
事
業

に
関
す
る
コ
ス
ト
縮
減
額
試
算
｣
を
踏
ま
え
、
四
公
団
総

額
四
兆
円
を
超
え
る
コ
ス
ト
縮
減

(縮
減
率
一
人
%
)
を

図
る
。

[建
設
コ
ス
ト
縮
減
の
メ
ニ
ュ
ー
例
二

･
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
コ
ン
パ

ク
ト
化
及
び
形
状
変
更

･
暫
定
二
車
線

･
暫
定
四
車
線
整
備

･
非
常
電
話
、
照
明
設
備
、
料
金
徴
収
関
係
施
設
、
ト

ン
ネ
ル
整
備
等
の
仕
様

･
基
準
の
見
直
し
や
汎
用
品

の
活
用
等

･
新
技
術
の
活
用
に
よ
る
施
行
方
法
の
見
直
し

さ
ら
に
、
V
E

(
バ
リ
ュ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
)

D
B

(デ
ザ
イ
ン
ビ
ル
ド
)
、
入
札
後
交
渉
方
式
を
活
用

し
た
契
約
手
法
の
採
用
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
進

め
、
建
設
期
間
中
を
通
じ
て
約
五
、
0
0
0
億
円
を
目
標

に
更
な
る
コ
ス
ト
縮
減
を
図
る
。

②

管
理
コ
ス
ト
縮
減



安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
維
持
修
繕
、
料
金
収
受
業
務

つ
い
て
、
早
急
に
売
却
の
手
続
き
を
進
め
、
債
務
償
還
に

城
要
件
は
以
前
か
ら
な
し
)。

等
の
頻
度
、
単
価
等
に
つ
い
て
思
い
切
っ
た
見
直
し
を
行

う
と
と
も
に
、
各
公
団
の
組
織
、
定
員
等
に
つ
い
て
厳
し

く
見
直
し
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
民
営
化
す
る
平
成
一

七
年
度
ま
で
に
、
四
公
団
総
額
約
三
、
一
〇
〇
億
円

(縮

減
率
二
四
･
五
%
)
の
コ
ス
ト
縮
減
を
図
る
。

①
維
持
管
理
費
等
の
縮
減

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
一
定
の
管
理
水
準
を

保
ち
つ
つ
、
主
に
以
下
の
メ
ニ
ュ
ー
に
つ
い
て
縮
減

を
図
る
。

･
料
金
収
受
業
務
等
の
管
理
業
務
の
人
件
費
、
間
接

費
の
カ
ッ
ト

･
路
面
や
各
種
施
設
の
清
掃
頻
度
の
見
直
し

･
事
務
経
費
、
宿
舎
費
、
本
社
倍
上
費
の
カ
ッ
ト

②
総
人
件
費
の
縮
減

組
織
の
一
層
の
ス
リ
ム
化
を
図
る
と
と
も
に
、
業

務
の
合
理
化
、
効
率
化
等
に
よ
る
定
員
の
削
減
及
び

平
成
一
六
年
度
新
規
採
用
の
見
合
わ
せ
を
行
い
、
平

成
一
七
年
度
ま
で
に
定
員
七
二
二
名
、
人
件
費
を
約

一
〇
四
億
円

(八
･
八
%
)
削
減
す
る
。

○
さ
ら
に
、
新
た
な
契
約
方
式
の
採
用
、
新
た
な
技

術
開
発
等
に
よ
り
一
層
の
業
務
の
合
理
化
、
効
率

化
等
を
図
り
、
平
成
一
七
年
度
ま
で
に
合
わ
せ
て

概
ね
三
割
の
コ
ス
ト
縮
減
を
目
指
す
。

③

資
産
の
売
却
処
分

事
業
用
残
地
、
宿
舎
、
保
養
所
等
売
却
可
能
な
試
算
に

充
て
る

(簿
価
総
額
約
三
〇
〇
億
円
)。

2

関
連
法
人
の
抜
本
的
見
直
し

印

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
抜
本
的
見
直
し

道
路
関
係
四
公
団
の
子
会
社
･
関
連
会
社

(以
下

｢
フ

ァ
ミ
リ
ー
企
業
｣
と
い
う
。)
が
維
持
管
理
業
務
の
大
半

を
受
注

･
実
施
し
、
利
益
を
蓄
積
し
て
い
る
と
と
も
に
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
役
員
の
多
く
が
公
団
O
B
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
応
え
る
た
め
、
公
団
と

発
注
元
と
の
関
係
の
透
明
化
、
コ
ス
ト
縮
減
、
利
用
者
還

元
の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
方
策
を
講

ず
る
。

①
入
札
･契
約
方
法
の
見
直
し
(参
入
障
壁
の
撤
廃
等
)

維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
、
平
成
一
五
年
度
発
注

か
ら
、下
記
の
と
お
り
公
募
要
件
を
大
幅
に
緩
和
し
、

新
た
な
企
業
の
参
入
を
容
易
に
し
、
競
争
性
を
高
め

る
。

ア

公
募
要
件
の
見
直
し

(日
本
道
路
公
団
の
例
)

･
維
持
修
繕

高
速
道
路
等
に
お
け
る
業
務
実
績
要
件
を
撤

廃

(
一
般
道
路
に
お
け
る
経
験
で
も
可
)
(地

域
要
件
は
以
前
か
ら
な
し
)。

･
保
全
点
検

高
速
道
路
等
に
お
け
る
業
務
実
績
要
件
を
撤

廃

(
一
般
道
路
に
お
け
る
経
験
で
も
可
)
(地

･料
金
収
受

必
要
最
小
限
の
業
務
経
験
者
を
配
置
す
れ

ば
、
会
社
に
求
め
る
業
務
実
績
要
件
を
撤
廃
。

地
域
要
件
を
撤
廃
。

･
交
通
管
理

地
域
要
件
を
撤
廃

(必
要
最
小
限
の
業
務
経

験
者
を
配
置
す
れ
ば
、
会
社
に
求
め
る
業
務
実

績
要
件
は
以
前
か
ら
な
し
)。

イ

企
業
結
合
関
係
に
係
る
競
争
入
札
参
加
制
限

入
札
参
加
希
望
者
間
に
、
一
0
%
を
超
過
す
る

株
式
の
所
有
関
係
及
び
役
員
の
兼
任
関
係
に
あ
る

会
社
同
士
の
競
争
入
札
参
加
を
認
め
な
い
。

②
発
注
費
の
削
減

･
平
成
一
七
年
度
ま
で
に
委
託
費
を
約
三
割
削
減

す
る
と
と
も
に
、
競
争
性
の
向
上
に
よ
り
新
規

参
入
を
促
進
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ァ
ミ
リ

ー
企
業
に
対
す
る
発
注
額
は
大
幅
に
削
減
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

↓
単
年
度
発
注
額
に
つ
い
て
は
、
一
七
年
度
ま

で
に
一
四
年
度
の
二
、
二
〇
〇
億
円
が
三
割

以
上
削
減
さ
れ
る
見
込
み
。

↓
三
年
間
の
累
積
削
減
額
は
一
、
四
〇
〇
億
円

以
上
と
な
る
見
込
み
。

③
天
下
り
人
事
の
見
直
し

･
公
団
職
員
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
フ
ァ
ミ
リ
ー



企
業
の
役
員
に
就
任
し
な
い
。

身
障
者
の
高
速
道
路
利
用
へ
の
支
援
等
の
公
益
事
業
を
行

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
対
し
、
公
団
O
B
の
社
長

う
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路
利
用
者
に
還
元
す
る
(な
お
、

へ
の
就
任
の
自
粛
及
び
公
団
O
B
社
長
の
退
任

地
方
公
共
団
体
が
出
え
ん
及
び
許
可
団
体
で
あ
る
場
合
に

を
要
請
す
る
。

は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
と
今
後
協
議
)。

な
お
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
対
し
て
は
、
既
に

公
団
O
B
役
員
の
大
幅
削
減
を
要
請
し
て
い
る

3

公
団
に
お
け
る
民
間
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
導
入

と
こ
ろ
。

国

民
間
企
業
経
験
者
の
登
用

④
剰
余
金
の
利
用
者
へ
の
還
元

剰
余
金
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
高
速
道
路
利

用
者
に
還
元
す
る
た
め
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
対
し
、

協
議
会
を
設
立
す
る
な
ど
し
て
具
体
的
な
活
用
方
策

を
検
討
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

(例
)･

E
T
C
車
載
器
の
普
及
促
進

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
調
査
･
研
究

(路
上
作
業
の
効
率
化
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

非
保
有
者
へ
の
新
た
な
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム

等
)

･災
害
等
に
備
え
た
資
機
材
の
確
保
等

②

S
A
･
P
A
事
業
及
び
財
団
の
見
直
し

s
A
･
P
A
事
業
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
を
図
る
た
め
、
民
営
化

(新
会
社
と
一
体
化
)
に
よ

り
、
民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
と

し
、
財
団
法
人
は
S
A
･
P
A
事
業
か
ら
撤
退
す
る
。

財
団
法
人
は
、
保
有
資
産

(推
定
時
価
純
資
産
額
約
三

〇
〇
億
円
)
を
活
用
し
、
E
T
C
を
活
用
し
た
社
会
実
験
、

将
来
の
民
営
化
に
備
え
、
各
公
団
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
民
間
企
業
経
験
者
を
登
用

し
、
検
討
へ
の
参
画
等
を
図
る
。

②

民
間
企
業
の
会
計
原
則
に
基
づ
く
財
務
諸
表
の
作

成
･
公
表

担
当
職
員
の
大
幅
増
員
及
び
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
拡

大
に
よ
る
公
団
の
最
大
限
の
体
制
強
化
、
本
決
算
の
作
業

の
前
倒
し
、
簡
便
な
評
価
手
法
の
採
用
等
に
よ
り
、
民
間

企
業
の
会
計
原
則
に
基
づ
く
財
務
諸
表
を
今
通
常
国
会
会

期
内
に
作
成
･
公
表
す
る
予
定
。

国

民
間
企
業
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
導
入
の
た
め
の
体
制
整

備
民
間
企
業
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
円
滑
か
つ
積
極
的
に
導

入
･
活
用
す
る
た
め
、
各
公
団
に
お
い
て
民
営
化
の
準
備

の
た
め
の
組
織
体
制
を
整
備
す
る
。

z6 道行セ 2003.5



醐
鬮
鬮
鬮
鬮
醐
膨
特
集
/
有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

鼾
踵
榊
漸
飜
◎
導
入
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

道
路
局
高
速
国
道
課

一

制
度
導
入
の
背
景

平
成
一
四
年
度
末
に
提
出
さ
れ
た
道
路
関
係
四
公
団
民

営
化
推
進
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て
は
、政
府
と
し
て
は
、

こ
れ
を
基
本
的
に
尊
重
す
る
と
い
う
方
針
の
下
、
可
能
な

も
の
か
ら
で
き
る
だ
け
早
期
に
具
体
化
に
努
め
る
こ
と
を

基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
し
て
き
た
。

高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
、
日
本

道
路
公
団
に
よ
る
有
料
道
路
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
そ
の
整
備
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
も

引
き
続
き
、
我
が
国
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
対
応

し
て
必
要
な
高
速
自
動
車
国
道
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、

新
た
な
整
備
手
法
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
一
三
年
一
二
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
特
殊

法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
に
お
い
て
は
、
新
た
な
組
織
に

よ
り
建
設
す
る
路
線
は
、
直
近
の
道
路
需
要
、
今
後
の
経

済
情
勢
を
織
り
込
ん
だ
費
用
対
効
果
分
析
を
徹
底
し
て
行

い
、
優
先
順
位
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
路
線

の
建
設
、
例
え
ば
、
直
轄
方
式
に
よ
る
建
設
は
毎
年
度
の

予
算
編
成
で
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
民
営
化

推
進
委
員
会
の
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
新
交
通
量
フ
レ

ー
ム
に
よ
る
最
大
投
資
可
能
額
の
試
算
等
に
よ
り
、
有
料

道
路
事
業
以
外
の
整
備
手
法
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
委
員
会
が
平
成
一
四
年

度
末
に
提
出
し
た
意
見
書
に
お
い
て
は
、
｢国
、
地
方
公

共
団
体
等
の
費
用
負
担
等
を
前
提
と
し
た
新
た
な
制
度

を
、
政
府
に
お
い
て
早
急
に
検
討
す
る
｣
こ
と
と
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
一
五
年
度
よ
り
、

高
速
自
動
車
国
道
の
整
備
に
つ
い
て
新
直
轄
方
式
を
導
入

す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
法

整
備
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二

制
度
導
入
の
経
緯

平
成
一
四
年
三
一月
三
一日
に
行
わ
れ
た

｢道
路
関
係

四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府

･
与
党
協
議
会
｣
申
し
合

わ
せ
に
お
い
て
、
平
成
一
五
年
度
予
算
に
関
連
す
る
事
項

と
し
て
、
｢新
会
社
に
よ
る
整
備
の
補
完
措
置
と
し
て
、

必
要
な
道
路
を
建
設
す
る
た
め
、
国
と
地
方

(国

…
地

方
=
三

二

)
に
よ
る
新
た
な
直
轄
事
業
を
導
入
す
る
｣

こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
平
成
一
五
年
二
月
四
日
に
高
速
自
動
車

国
道
法
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
が
国
会
へ
提
出
さ
れ
、
度
重
な
る
審
議
を
経
て
四



月
二
五
日
に
成
立
、
五
月
一
日
に
公
布
さ
れ
、
同
月
一
二

へ
の
財
源
移
譲
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
自
動
車
重
量
税

年
の
事
業
費
を
約
二
、
0
0
0
億
円
と
想
定
し
て
い
る
o

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六

リ

日

ト

コ

ト

"~-

デ

こ
ご

･

′
、

、

仝

‐

月

、

三

法
律
の
概
要

高
速
自
動
車
国
道
法
の
改
正
で
は
、
現
行
の
高
速
自
動

車
国
道
法
に
お
い
て
国
が
全
額
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
、
改
築
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
国
が
そ
の
3
/
4

(北
海
道
の
区
域
内
に
あ
っ

て
は
範
/
鱒
)
を
都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
そ
の
1
/
4

(北
海
道
に
あ
っ
て
は
第
/
m
)
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
整
備
計
画
の
策
定
や
変
更
に
際

し
て
、
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
取
す
る
規
定
が
設
け

ら
れ
た
。

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
改
正
で
は
、
沖
縄
に
お
け
る

高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
割
合
の
特
例

(%
/
m
)
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
、
国
の
負
担
割
合
3
/
4
に
つ
い
て
は
、
高
速
自

動
車
国
道
が
｢国
の
利
害
に
特
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
｣

道
路
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
規
格
幹
線
道
路
の
改

築
に
係
る
国
の
負
担
割
合

(7
/
め
)
を
上
回
る
水
準
と

し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

四

地
方
負
担
の
軽
減
策
と
し
て
の
財
源
移
譲

措
置
の
内
容
に
つ
い
て

新
直
轄
方
式
の
制
度
導
入
に
伴
い
新
た
に
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
都
道
府
県
の
負
担
を
考
慮
し
て
、
国
か
ら
地
方

の
譲
与
割
合
を
四
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
に
引
き
上
げ

(国
か
ら
地
方
へ
約
九
三
〇
億
円
増
)、
あ
わ
せ
て
、
地
方

道
路
譲
与
税
の
都
道
府
県
と
市
町
村
の
配
分
割
合
を
見
直

す

(現
行
43
/
100
を
班
/
100
に
引
き
上
げ
る
)
こ
と
と
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
移
譲
額

(約
九
三
〇
億
円
)

の
お
お
む
ね
半
分
ず
つ
が
都
道
府
県
と
市
町
村
に
移
譲
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
各
都
道
府
県
へ
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、

の
相
対
的
に
高
速
道
路
整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
方
部

へ
の
譲
渡
額
が
増
加
す
る
よ
う
、
地
方
道
路
譲
与
税

の
都
道
府
県
分
の
配
分
基
準
を
見
直
す

と
と
も
に
、

る
実
際
の
高
速
道
路
整
備
の
需
要
に
応
じ
た
財
源
措

置
を
実
施
す
る
た
め
、
適
切
な
交
付
税
措
置
を
講
じ

る

と
い
う
方
向
で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
措
置
に
よ
り
、
新
直
轄
方
式
に
よ
る
地
方
負
担
分
に
つ

い
て
は
、
実
質
的
に
所
要
財
源
に
十
分
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

五

直
轄
事
業
に
よ
る
高
速
道
路
整
備
の

事
業
費

新
た
な
直
轄
事
業
に
よ
る
高
速
道
路
整
備
の
事
業
は
、

約
三
兆
円
を
現
時
点
で
の
目
安
と
し
て
お
り
、
全
体
と
し

て
の
整
備
期
間
を
一
五
~
二
〇
年
と
し
て
、
平
均
的
な
毎

た
だ
し
、
平
成
一
五
年
度
は
、
国
幹
会
議
の
開
催
等
事
業

実
施
準
備
の
た
め
の
所
要
の
手
続
き
に
時
間
を
要
す
る
た

め
、
一
、
三
二
三
億
円

(国
費
は
一
、
0
0
0
億
円
)
を

計
上
し
て
い
る
。

六

今
後
の
高
速
自
動
車
国
道
の

整
備
に
つ
い
て

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
今
後
の
高
速
自
動
車
国
道
整
備

は
、
国
と
地
方
の
負
担
に
よ
る
直
轄
整
備
と
料
金
収
入
を

活
用
し
た
整
備
の
二
つ
の
ス
キ
ー
ム
で
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

直
轄
方
式
に
よ
る
整
備
対
象
は
、
料
金
収
入
に
よ
り
管

理
費
を
賄
え
な
い
路
線
な
ど
、
新
会
社
に
よ
る
整
備
･
管

理
が
難
し
い
と
見
込
ま
れ
る
路
線
･
区
間
等
が
想
定
さ
れ

て
い
る
が
、
具
体
的
に
直
轄
事
業
に
よ
り
整
備
を
行
う
路

線
･
区
間
に
つ
い
て
は
、
現
行
整
備
計
画
九
三
四
二
蹴
の

中
か
ら
、
今
後
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
整
備
効
果
、

交
通
量
の
見
通
し
、
収
支
見
通
し
等
を
精
査
し
、
厳
格
な

事
業
評
価
を
行
う
と
と
も
に
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
見

も
聴
取
し
、
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
の
議
を

経
て
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

z8 道キテセ 2003.5
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L 料金収入を活用した馨 勉 十 直轄による整備
国と地方の負担による整備
負担割合 国 : 3各 地方 : 1/4

日本道路公団に代わる組織による整
備･管理が難しいと見込まれる路線･
区間の整備

平成倦年度予算 事業費 :約 粥23億円
国 費 : 1P鱒鱸国 ゞ~ 国 費 : 鱒関 西
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2つの離備スキームを活用することで、必瓣な高速
道路を整備することが可能

図 I 高速自動車国道法改正スキーム図
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剛
鬮
鬮
鬮
鬮
醐
膠
特
集
/
有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

躰
鬮
篝
圓
◎
纜
離
鰹
蛔
と

躰
鬮
禦
轌
◎
週
榊
卿
黛
引
き
下
げ
に
つ
い
て

一

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
経
緯

本
州
四
国
間
の
架
橋
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
に
国

鉄
宇
高
連
絡
船

｢紫
雲
丸
｣
が
瀬
戸
内
海
で
｢第
三
字
高

丸
｣
と
衝
突
し
て
沈
没
し
、
中
学
生
を
含
め
て
一
六
人
名

の
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
等
を
受
け
て
、
建
設
省
に
よ
り

昭
和
三
四
年
頃
か
ら
本
格
的
に
そ
の
調
査
が
開
始
さ
れ

た
。
こ
れ
を
受
け
、
昭
和
四
四
年
の

｢新
全
国
総
合
開
発

計
画
｣
に
お
い
て
は
、
中
国
及
び
四
国
を
一
体
化
し
、
近

畿
圏
及
び
九
州
地
方
と
も
結
ぶ
有
機
的
な
交
通
体
系
を
構

築
す
る
た
め
、
本
州
四
国
間
の
三
ル
ー
ト
の
建
設
が
明
記

さ
れ
た
。
翌
昭
和
四
五
年
に
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

法
が
衆
参
両
院
と
も
に
全
回
一
致
で
議
決
さ
れ
、
同
年
本

州
四
国
連
絡
橋
公
団
が
発
足
、
本
四
架
橋
の
建
設
･
管
理

体
制
が
確
立
し
た
。

昭
和
六
三
年
に
は
、
児
島

･
坂
出
ル
ー
ト

が
、平
成
一
〇
年
に
は
神
戸
･
鳴
門
ル
ー
ト
、

平
成
=
年
に
は
、
尾
道
･
今
治
ル
ー
ト
が

完
成
し
て
い
る
。
表
1
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋

公
団
の
主
な
経
緯
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

二

交
通
量
の
状
況

図
1
は
、
本
州
四
国
間
の
県
境
断
面
の
自

動
車
通
行
台
数
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
三

ル
ー
ト
概
成
後
の
本
四
間
県
境
断
面
の
自
動

車
交
通
量

(フ
ェ
リ
ー
を
含
む
)
は
、
大
鳴

門
橋
架
橋

(昭
和
六
○
)
前
の
二
･
五
倍

(昭
和
五
九
…
約
一
七
、
0
0
〇
台
/
日
↓

平
成
一
三

"約
四
一
、
七
〇
〇
台
/
日
)
に

増
加
し
て
い
る
。

1 本四架橋の主な経緯

f954年 (S 29) 9月 o 国鉄青函連絡船洞爺丸事故死者1,155人を出す

-955年 (S 30) 5月 o 国鉄字高連絡線紫雲丸事故死者168人を出す

1959年 (S 34) 4月 o 建設省が調査開始

1969年 (S 44) 5月 o 新全国総合開発計画において、3ルートの
建設を図ることを決定

1970年 (S 45) 4月 o 衆議院全会一致で本四公団法を採決

f970年 (S45) 5月 o 参議院全会一致で本四公園法を採決

l970年 (S45) 7月 o 本州四国連絡橋公団設立

f973年 (S48) 9月 o 建設大臣、運輸大臣が工事に関する基本計画を
本四公団へ指示く3ルート)

1973年 (S 48) 10月 o 本四公団が工事実施計画(3ルート)の認可を申請
建設大臣、運輸大臣が認可

○大三島橋供用開始

o 因島大橋供用開始

○大鳴門橋供用開始

○伯方･大島大橋供用開始

o 児島･坂出ルート供用開始

(神戸岬鼾彬レート開通)

1999年 (H = ) 5月 o 新尾道大橋･多々羅大橋･来島海峡大橋供用開始

道
路
局
路
放
課

道
路
局
有
料
道
路
課



一
方
、
平
成
九
年
の
料
金
認
可
に
お
け
る
計
画
交
通
量

と
実
績
交
通
量
の
対
比
を
み
る
と
、
平
成
一
三
年
度
の
交

通
量
実
績
は
計
画
の
六
八
%
に
止
ま
っ
て
い
る

(表
2
)。

43,323

695

礬　
　　

…
⑨
期
…
…
⑩
㈱
000

000

000

0

幻

術

鱒

鋳

30

25

即

応

10

5

S50 52 54

図 1 本四間自動車通行台数の推移 (県境断面)

交
通
量

(
台
/
日
)

　　
　　

ー
鰄

6260鱒

こ
の
原
因
と
し
て
は
、
フ
ェ
リ
ー
の
料
金
の
値
下
げ
な
ど

に
よ
る
本
四
道
路
の
競
争
力
の
低
下
や
、
右
肩
上
が
り
の

時
代
背
景
の
中
、
交
通
量
算
出
の
基
礎
と
な
る
経
済
成
長

率
が
過
大
に
設
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
結
果
的
に
予
測
さ

れ
た
交
通
量
の
伸
び
も
過
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

(単位:億円)

三

財
務
状
況

表 2 本州四国連絡道路の交通量
(台/日) る

計画
(H9償還計画) 難 実績/計画

H 1 1 46
,
530 彌 鯛

H t 2 50
,
320

鱒 搦
H 1 3 52

,
750 滅 鯛

近
年
の
交
通
量
の
低
迷
等
を
受
け
、
平
成
一
三
年
度
の

本
四
公
団
の
収
支
状
況
は
、管
理
費
二
四
九
億
円
に
対
し
、

こ
れ
を
上
回
る
収
入
八
四
三
億
円
が
あ
る
も
の
の
、
約

三
･
八
兆
円
の
有
利
子
負
債
に
伴
う
利
払
い
が
一
、
三
五

〇
億
円
と
収
入
を
超
え
て
お
り
、
当
期
損
失
金
六
五
五
億

円
が
発
生
し
て
い
る
、
極
め
て
厳
し
い
財
務
状
況
で
あ
る

貸借対照表

分

)

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

賞

(

　
　
　
　
の

の
ト
ー
,ゆの

(単位:億円)
損益計算書

129億円

当期損失金

参議)]鱒徳円の減少

等　
益
芻

収

8
@

注) 下段 ( ) 書 割ま、 平成12年度を示している。

図 2 本州四国連絡橋公団の財務状況 (道路分) 平成13年度

用
霧

　
　
　

　大
橋
橋

一

級
大

門
リ

々
戸
嶋
,ェ

多
瀬
大

フ

目
□

□
図

0%/年

本四間自動車通行台数の推移 (県境断面)
(フェリー+ 大鳴門橋十瀬戸大橋十多々羅大橋)

無利子借入金 出資金
BO0 8,246
鱒) (7,446)
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本
務

箋

債

出
計鬮 債務の切り離し

(うち有利子債務 約2.2兆円)
出資金 約0 .9兆円

円
子
円

兆
利
兆

5

9

と
い
え
る

(図
2
)
。

四

債
務
処
理

こ
の
よ
う
な
交
通
量
の
状
況
及
び
財
務
状
況
に
か
ん
が

み
、
平
成
一
四
年
三
一月
三
一日
に
行
わ
れ
た

｢道
路
関

係
四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府

･
与
党
協
議
会
｣
申
し

合
わ
せ
に
お
い
て
、
平
成
一
五
年
度
予
算
に
関
連
す
る
事

項
と
し
て
、
｢本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
有
利
子
債
務
の

一
部

(約
一
･
三
兆
円
)
を
切
り
離
し
、
国
の
道
路
特
定

財
源
に
よ
り
早
期
に
処
理
す
る
こ
と
｣
等
に
よ
り
、
｢将

来
に
お
け
る
国
民
負
担
の
膨
張
を
避
け
る
と
と
も
に
、
現

行
料
金
の
引
き
上
げ
を
前
提
と
せ
ず
本
四
架
橋
と
し
て
の

自
立
的
経
営
を
可
能
な
も
の
と
す
る
｣
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。こ

れ
を
受
け
、本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
う
ち
、

長
期
借
入
金
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務
の

一
部
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
こ
と
等
を
規
定
す

る

｢本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
｣
が
平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
に

成
立
、
同
年
五
月
三
一日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
平
成
一
四
年
度
末
の
本
州
四
国

連
絡
橋
公
団
の
有
利
子
債
務
約
三
･
五
兆
円
の
う
ち
、
政

府
引
受
債
約
一
･
三

兆
円
、
政
府
借
入
金
約
〇
･
ニ
ニ

兆
円
、
計
約
一
･
三
四
兆
円
が
一
般
会
計
に
承
継
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
一
九
年
度
ま
で
の

五
箇
年
間
を
目
途
に
早
期
に
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
一
･
三
四
兆
円
と
い
う
金
額
は
、
出
資
、
料
金
設
定
、

交
通
量
等
に
よ
る
一
定
の
前
提
条
件
の
も
と
に
算
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

の
有
利
子
債
務
を
平
成
五
七
年
度
ま
で
に
償
還
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
政
府
に
承
継
さ
れ
た
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に

つ
い
て
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
を
通
じ
て
償
還
す

る
こ
と
や
、
事
務
の
取
扱
い
を
日
本
銀
行
に
一
元
化
す
る

こ
と
等
の
国
債
と
同
様
の
扱
い
を
行
う
た
め
、
原
則
と
し

て
国
債
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

五

本
四
架
橋
の
通
行
料
金

1

平
成
九
年
認
可
の
料
金

本
四
架
橋
の
通
行
料
金
に
つ
い
て
は
、
明
石
海
峡
大
橋

供
用
に
伴
い
、
平
成
九
年
三
一月
に
料
金
を
認
可
し
て
い

る

(図
4
)。

そ
の
際
、
早
期
に
一
層
の
利
用
を
促
す
特
別
措
置
と
し

て
、
平
成
一
〇
年
四
月
か
ら
五
年
間
、
全
車
に
つ
い
て
基

本
料
金
の
二
割
引
の
特
別
料
金
を
設
定
し
た
。

2

新
し
い
料
金
設
定

平
成
一
四
年
三
一月
三
一日
に
行
わ
れ
た

｢道
路
関
係

四
公
団
民
営
化
に
関
す
る
政
府
･
与
党
協
議
会
｣
申
し
合

わ
せ
に
お
い
て
、

①

｢国
及
び
地
方
に
よ
る
出
資
の
期
間
を
平
成
三
四
年

{ 難 聴特別会財 ~挫 鞄
"般会計 なお り〆

図 3 本州四国連絡橋公団債務の処理スキーム

全体予算額 轉1.4 7兆円(利払い含む)
H 15年度予算額 2 , Z 4 5億円



(ターミナルチャージ十走行距離X k m 当たり料金) ×消費税率(1.05)
･ ターミナルチャージ : l 2 5円
･キロ当たり料金 (普通車)

陸上部 3 9円 / k m

海峡部※ 3 5 1 円 / k m ※ただし明石海峡大橋は1.6倍

図 4

表 3 現行料金及び平成15年 3月認可料金 (普通車)

全 線 区 間

平成 9年 1 2月認可料金 平成 l 5年 3月認可料金

基本料金 現行
特別料金

【基本料金の凝引き1

H1o. 4.1

H15.3.31

現行
特別料金(継続)

【基本料金の"鰓引き】

H15,4よ

総裁が定める目の前日

新 E T C E T C
特別料金 特別割引 前払併用 (5万円)

【罫料金の凝りl判 【嬰料金の3翻刻 睦群金の4鳶引導
(現行特別料金の雌引き) (現行特別料金の馬鱗引き) (現行特別料金の鯛引き)

総裁ヵ淀める日 同左 同左

E T C
特別割引

【期k料金の解けl判
(現行特別料金の馬鱗引き)

同左

E T C
前払併用 (5万円)

【基本料金の4鳶引導
(現行特別料金の鯛引き)

同左

神戸淡路鳴門
自 動 車 道 神戸西 ~ 鳴門 7 , 6 0 0円 6 , 0 5 0円 同左 5 , 4 5 0円 5 , 1 5 0円 4 , 4 3 9円

瀬 戸 中 央
自 動 車 道 早 島 ~ 坂 出 5 , 7 0 0円 4 , 6 0 0円 同左 4 , 1 0 0円 3 , 8 7 4円 3 , 3 3 9円

西 瀬 戸
自 動 車 道西瀬戸尾道へ今治 ※ 6 , 5 5 0円 5 , 2 5 0円 同左 4 , 7 0 0円 4 , 4 4 0円 3 , 8 2 5円

※西瀬戸尾道~今治間は、生口島及び大島島内の未供用区間を除いた料金

度
ま
で
一
〇
年
間
延
長
す
る
こ
と
｣

②

｢基
本
料
金
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
追

加
出
資

(
一
〇
年
間
延
長
)
に
よ
る
経
営
改
善
効
果

等
の
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
｣

等
の
内
容
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
平
成
一
五
年
三
月
一
八
日
に
以
下
を

内
容
と
す
る
認
可
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(表
3
)。

①

平
成
一
五
年
三
月
を
も
っ
て
終
了
す
る
現
行
特
別

料
金
の
継
続

②

本
四
債
務
負
担
軽
減
法
施
行
日
以
降
で
あ
っ
て
、

公
団
総
裁
が
定
め
る
日
か
ら
は
新
特
別
料
金
を
適
用

③

E
T
C
車
に
つ
い
て
は
E
T
C
特
別
割
引
及
び
E

T
C
前
払
割
引
を
実
施

④

新
特
別
料
金
の
適
用
後
、
料
金
引
き
下
げ
に
伴
う

交
通
量
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
一
年
後
に

直
し



鋼
鬮
鬮
鬮
鬮
醐
膠
特
集
/
有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

有
料
週
離
⑭
多
轢
で
弾
麺
範
檄
鵜
黛
讓
鱸
に

向
け
た
構
袋
稟
飜
事
例
等
に
つ
い
て

道
路
局
高
速
国
道
課

道
路
局
有
料
道
路
課

一

は
じ
め
に

国
民
生
活
の
変
化
に
伴
い
、
有
料
道
路
利
用
者
の
様
々

な
ニ
ー
ズ
や
利
用
実
態
、
地
域
の
事
情
等
に
き
め
細
か
く

対
応
す
る
と
と
も
に
、
環
境
問
題
や
渋
滞
な
ど
の
一
般
道

路
等
の
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
時
間
帯
や
曜
日
、
路

線
等
の
利
用
実
態
に
応
じ
て
多
様
で
弾
力
的
に
料
金
を
設

定
す
る
し
く
み
の
導
入
が
望
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
料
金
施
策
の
効
果
･
影
響
は
、
道
路
の
利

用
実
態
等
に
よ
り
左
右
さ
れ
、
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
た
め
、
社
会
実
験
と
し
て
様
々
な
料
金
施
策

を
試
行
し
、
効
果
･
影
響
を
調
査
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。
そ
こ
で
道
路
局
は
、
平
成
一
五
年
度
に
一
般
道
路
か

ら
交
通
の
転
換
等
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
の
有
効

利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
沿
道
環
境
改
善
や
渋
滞
緩
和
、

交
通
安
全
対
策
な
ど
を
推
進
す
る
た
め
、
料
金
に
係
る
社

る
各
橋
梁
部
に
交
通
が
集
中
し
、
一
般
国
道
七
号

｢新
新

会
実
験
に
関
す
る
施
策
を
創
設
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

バ
イ
パ
ス
｣
な
ど
で
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い

こ
こ
で
は
、
先
進
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
有
料
道
路
の

料
金
設
定
に
係
る
取
組
み
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

り
、
上
記
施
策
の
積
極
的
な
利
活
用
を
促
す
と
と
も
に
、

今
後
の
有
料
道
路
の
多
様
で
弾
力
的
な
料
金
設
定
に
向
け

た
議
論
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

有
料
道
路
の
料
金
設
定
に
係
る
取
組
み
事

例
の
紹
介

1

阿
賀
野
川
ゆ
と
り
通
勤
大
作
戦

鋤

実
施
概
要

新
潟
都
市
圏
は
、
日
本
海
に
沿
っ
て
東
西
に
細
長
く
広

が
っ
て
お
り
、
新
潟
市
を
中
心
と
し
た
通
勤
の
流
れ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
夕
の
通
勤
時
に
河
川
を
渡
河
す

バ
イ
パ
ス
｣
な
ど
で
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
平
成
一
四
年
五
月
に
新
新

バ
イ
パ
ス
と
並
行
す
る
日
本
海
東
北
自
動
車
道

(以
下
、

日
東
道
)
新
潟
空
港
I
C
~
聖
籠
新
発
田
I
C
が
開
通
し

た
。
開
通
後
の
新
新
バ
イ
パ
ス
の
渋
滞
状
況
は
、
開
通
前

と
比
較
し
て
多
少
緩
和
さ
れ
た
も
の
の
、
依
然
深
刻
な
状

況
が
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
に

活
用
し
、
さ
ら
な
る
渋
滞
の
緩
和
を
検
討
す
る
施
策
の
ひ

と
つ
と
し
て

｢阿
賀
野
川
ゆ
と
り
通
勤
大
作
戦
｣
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
実
験
の
内
容
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
道
路
…
日
東
道

(聖
籠
新
発
田
I
C
か
ら
新
潟
西
I

C
間
)

“

実
験
期
間
…
平
成
一
四
年
九
月
三
〇
日

(月
)
か
ら
平

睾

成
一
四
年
一
〇
月
四
日

(金
)
ま
で



前
日開

午
前
六
時
三
〇
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
通

勤
時
間
帯

対
象
車
両

蓋
日通
車
と
軽
自
動
車

(た
だ
し
、
新
発
田
市

11月 28日

最
大
渋
滞
長
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渋
滞
継
続
時
間

(
分
)

料

金

方
面
か
ら
新
潟
市
内
へ
向
か
う
利
用
者
で
、

入
り
口

｢聖
籠
新
発
田
I
C
、
豊
栄
新
潟
東

港
I
C
｣
の
二
箇
所
、
出
口
は
新
潟
市
内
に

あ
る
I
C
の
四
箇
所
の
み
)

通
常
料
金
の

｢半
額
｣
(
一
〇
〇
円
未
満
は

切
り
捨
て
)

実験期間平均

図 2 阿賀野川断面を先頭とした渋滞長及び渋滞継続時間の変化

5月21日 7月9日

②

実
験
結
果

阿
賀
野
川
を
渡
河
す
る
各
路
線
の
阿
賀
野
川
断
面
交
通

量
を
日
東
道
供
用
前
、
実
験
前
、
実
験
中
で
比
較
し
た
の

が
図
1
で
あ
る
。
実
験
中
の
新
新
バ
イ
パ
ス
の
交
通
量
は

約
八
、
七
〇
〇
台
と
実
験
前
と
比
較
し
て
約
五
%
の
減
少

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
実
験
期
間
中
の
日
東
道
の
交
通

量
は
、
実
験
前
交
通
量
の
約
五
〇
〇
台
の
二
倍
以
上
で
約

一
、
一
五
〇
台
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
新
新
バ
イ
パ

ス
の
実
験
期
間
中
で
平
均
し
た
渋
滞
長
は
、
実
験
前
の
約

五
･
二
m
に
対
し
て
約
五
0
%
減
と
な
る
約
二
･
六
蝿
と

大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
渋
滞
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
観
測
さ
れ
て
い
る
。
渋
滞
継
続
時
間
に
お
い
て
も
、
実

験
前
の
約
三
0
%
減
の
平
均
七
二
分
と
い
う
結
果
が
得
ら

れ
た

(図
2
)。

ま
た
、
道
路
利
用
者
の
意
向
調
査

(ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
)

も
合
わ
せ
て
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
か
ら
も
高
速
道

路
の
料
金
に
対
す
る
関
心
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。詳

細
は
新
潟
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　
　
　
　
　
　　　
　　
　
　
　　
　
　
　

□大回費橋 圏癜平編 輯新新バイパス 圏松浜橋 国日東道
-

日東道供用前
(5月2I日)
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表 1 現行料金表

車 種 普通車 中型車 大型車 特大車I 軽自動車 軽車両等

料金の額 200 円 200 円 300 円 550 円 150 円 20 円

2

白
馬
長
野
有
料
道
路

の
実
施
概
要

長
野
県
長
野
市
と
大
町
･
白
馬
村
な
ど
の
大
北
地
域
を

結
ぶ
幹
線
道
路
で
あ
る
主
要
地
方
道
長
野
大
町
線
(旧
道
)

の
う
ち
屈
曲
部
と
人
家
連
坦
部
を
バ
イ
パ
ス
す
る
道
路
と

し
て
、
国
道
一
九
号
長
野
市
安
庭
か
ら
小
川
村
夏
和
ま
で

の
区
間
の
う
ち
、
長
野
市
信
更
町
安
庭
か
ら
上
水
内
郡
中

条
村
大
字
中
条
ま
で
の
約
二
･
0
如

(日
高
ト
ン
ネ
ル
を

含
む
)
が
白
馬
長
野
有
料
道
路
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
白
馬
長
野
有
料
道
路
を
迂
回
す
る
大
型
車

等
に
起
因
す
る
、
長
野
大
町
線
で
の

交
通
安
全
や
騒
音
な
ど
、
沿
道
の
環

境
に
つ
い
て
改
善
を
求
め
る
地
域
住

民
の
要
望
を
踏
ま
え
、
そ
の
対
策
を

検
討
す
る
一
環
と
し
て
、
白
馬
長
野

有
料
道
路
の
夜
間
無
料
化
の
社
会
実

験
を
実
施
し
、
そ
れ
に
よ
る
周
辺
道

路
等
の
交
通
量
、
騒
音
の
変
化
な
ど

検
証
を
実
施
し
て
い
る
。
実
験
内
容

に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
道
路
"白
馬
長
野
有
料
道
路

実
験
期
間
…
平
成
一
四
年
五
月
二
七

日

(月
)
か
ら
六
月
二

四
日

(月
)
の
毎
日
午

後
一
〇
時
か
ら
午
前
六

時
ま
で

対
象
車
両
…全
車
種

料

金
…無
料

②

実
験
結
果

夜
間
無
料
化
実
施
前

(平
成
一
四
年
五
月
二
三
日
か
ら

二
四
日
)
と
実
験
期
間
中

(六
月
二
〇
日
か
ら
六
月
二
一

日
)
に
お
け
る
、
有
料
道
路
及
び
そ
の
周
辺
道
路
で
交
通

量
、
騒
音
調
査
を
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
長
野
大
町
線
の
夜
間
交
通
量
は
実
験
中
二

〇
〇
台
で
、
実
験
実
施
前
の
五
四
〇
台
と
比
べ
て
約
六

0
%
減
少
し
、
特
に
大
型
車
交
通
量
で
は
、
実
験
実
施
前

二
七
八
台
が
実
験
中
は
四
〇
台
と
約
八
五
%
減
少
し
て
い

る
。
ま
た
、
白
馬
長
野
有
料
道
路
に
お
け
る
夜
間
交
通
量

は
、
実
験
実
施
前
と
比
べ
六
七
%
増
加
し
て
お
り
、
夜
間

無
料
化
に
よ
り
長
野
大
町
線
の
交
通
が
白
馬
長
野
有
料
道

路
へ
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

(図
3
･
4
)

2馳 4" 6凹 8“ 1桝 複閲
自動車交通量(台/8H )

図3 夜間交通量の変化 (長野大町線)

l2002閲 400 6"

6

卑

　

　
　

　
　

目議事交通量(台/8H)

図 4 夜間交通量の変化
(白馬長野有料道路)

長
野
大
町
線
の
夜
間
騒
音
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

実
験
期
間
中
は
七
○
塒
か
ら
六
二
塒
に
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
夜
間
無
料
時
間
帯
に
通
行
し

た
ド
ラ
イ
バ
ー

一
、
0
0
0
人
に
配
布
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
よ
る
と
、
六
割
以
上
が
料
金
値
下
げ
に
な
れ
ば
白

馬
長
野
有
料
道
路
を
利
用
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る

(｢料
金
に
よ
っ
て
は
利
用
し
て
も
い
い
｣
を
含
む
)。

3

東
海
四
バ
イ
パ
ス

=

実
施
概
要

静
岡
県
内
の
東
海
四
バ
イ
パ
ス
(藤
枝
、
掛
川
、
磐
田
、

浜
名
バ
イ
パ
ス
の
各
バ
イ
パ
ス
)
は
、
国
道
一
号
の
渋
滞

対
策
と
沿
道
環
境
改
善
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
有
料
道
路

制
度
を
活
用
し
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
バ
イ
パ
ス
の
開

通
に
よ
り
、
現
道
の
国
道
百
万
か
ら
の
交
通
転
換
が
図
ら

れ
た
が
、
そ
の
後
の
周
辺
道
路
の
整
備
が
進
展
し
ネ
ッ
ト



ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
に
伴
い
、
現
道
に
お
け
る
交
通
渋

滞
と
夜
間
沿
道
環
境

(騒
音
)
の
悪
化
が
顕
著
と
な
り
、

早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
藤
枝
バ
イ
パ
ス
、
浜
名
バ
イ
パ

ス
に
お
い
て
夜
間
料
金
割
引
を
試
行
的
に
実
施
し
た
が
、

そ
の
後
の
交
通
量
の
増
加
に
よ
り
、
現
道
に
お
け
る
沿
道

環
境
が
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
現
道
の

交
通
を
さ
ら
に
バ
イ
パ
ス
に
転
換
さ
せ
、
交
通
量
の
減
少

に
よ
る
夜
間
の
環
境
改
善
等
を
目
的
と
し
て
、
平
成
三

年
に
一
般
道
路
事
業
に
よ
る
有
料
バ
イ
パ
ス
の
一
部
買
取

を
実
施
、
有
料
道
路
事
業
の
償
還
対
象
額
を
減
じ
た
う
え

で
午
後
一
0
時
か
ら
翌
朝
六
時
ま
で
の
夜
間
無
料
開
放
が

鰄 .鳰 こ

す-

-=一

一

勿

= 二 =
磐田田 川 藤枝

l 白夜間無料化前 圓夜間無料‘老後 I

図 5 夜間交通量の変化 (国道 1号)

掛

70

60

50

和

知

知

的

o

交
通
量
(百
合
)

実
施
さ
れ
た
。

②

結
果
概
要

平
成
三

年
四
月
か
ら
の
東
海
四
バ
イ
パ
ス
夜
間
無
料

化
実
施
に
伴
い
、
平
行
す
る
現
道
の
夜
間

(午
後
一
〇
時

か
ら
翌
朝
六
時
)
交
通
量
は
、
夜
間
無
料
化
前
と
比
べ
約

五
0
%
か
ら
約
三
0
%

(掛
川
バ
イ
パ
ス
で
三
三
%
)
程

度
に
大
幅
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
東
海
四
バ
イ
パ
ス
で

は
、
夜
間
無
料
化
前
の
約
二
倍
か
ら
四
倍
程
度
に
大
幅
に

増
加
し
て
お
り
、
現
道
の
交
通
が
バ
イ
パ
ス
に
転
換
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
う
ち
、
夜
間
に
通
行
が
多
い
大

型
車
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
、
現
道
の
夜
間
無
料
化
後
の

夜
間
交
通
量
が
約
八
割
程
度
減
少
し
、
東
海
四
バ
イ
パ
ス

鱒

鍵

80

70

卸

斡

和

知

20

10

0

交
通
量
(百
合
)

滉

休講浜名BP 磐田B P 掛川B P 顱狡巳P

I 口夜間無料化前 圏夜間無料‘老後 I

図 6 夜間交通量の変化 (バイパス)
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図7 夜間大型車交通量の変化 (国道 1号)

交
通
量
失
百
合
)

が
約
二
倍
か
ら
五
倍
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
特
に
大
型
車
の
交
通
転
換
が
進
ん
だ
結
果
と
な
っ
て

い
る

(図
5
~
8
)
。

騒
音
値
に
つ
い
て
は
、
現
道
は
夜
間
無
料
化
前
と
比
較

し
て
、
七
踞
~

三
一祗
減
少
し
、
大
幅
な
環
境
改
善
が
図

ら
れ
た
が
、
東
海
4
バ
イ
パ
ス
で
は
、
交
通
量
が
増
加
し

た
た
め
、
沿
道
環
境
が
悪
化
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
バ
イ
パ
ス
部
に
お
い
て
は
、
新
た
に
遮
音
壁

設
置
等
の
対
策
を
順
次
実
施
し
て
い
る
状
況
で
あ
る

(図

9

･
巾
)。



交
通
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図8 夜間大型車交通量の変化 (バイパス)

掛川BP 藤枝B P

4

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン

ゆ
実
施
概
要

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
は
、
半
島
性
の
高
い
千
葉
県
と

神
奈
川
県
を
直
接
的
に
結
び
、
将
来
的
に
は
圏
央
道
等
と

相
ま
っ
て
首
都
圏
の
環
状
道
路
の
一
翼
を
担
う
重
要
な
路

線
で
あ
り
、
新
た
な
地
域
連
携
を
形
成
す
る
た
め
の
基
盤

　

　

騒
音
(盤
)

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
道
路
網

の
拡
大
に
よ
り
、
経
済
、
文
化
面
で
の
関
係
地
域
の
よ
り

一
層
の
交
流
が
大
き
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
の
持
つ
効
果
を
十
分
発
揮

さ
せ
、
地
域
の
活
性
化
と
新
た
な
文
化
圏
の
形
成
を
図
る

た
め
、
学
識
経
験
者
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係

機
関
か
ら
な
る

『東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
利
用
促
進
社
会

実
験
実
行
委
員
会
』
が
組
織
さ
れ
、
利
用
促
進
策
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
つ
と
し
て
、
東
京
湾
ア
ク

ア
ラ
イ
ン
の
料
金
割
引
に
係
る
社
会
実
験
が
実
施
さ
れ
て

掛浜名 磐田 川 l

こ 亘夜間無料化前 圏夜間無料化後 l

図 9 夜間における騒音値 (国道 1号)

藤枝掛

お
り
、
実
験
内
容
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
道
路
"東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン

(浮
島
I
C
か
ら
木

65

0

騒
音
(盤
)

浜名BP 磐田B P 磐田B P 掛川B P 掛川B P 藤核B p

i 口夜間無期ヒ前 師夜間無料化後 I
※浜名BPは、保全対象物件が存在しないため未計測

図10 夜間における騒音値 (バイパス)

更
津
金
田
I
C
ま
で
)

実
験
期
間
…平
成
一
四
年
七
月
一
九
日
か
ら
平
成
一
五

年
七
月
一
人
日
ま
で

※

実
験
開
始
当
初
は
実
験
終
了
を
平
成
一
五
年

三
月
三
一
日
と
し
て
い
た
が
、
季
節
に
よ
る
交

通
量
の
変
動
が
激
し
い
、
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ

ン
に
つ
い
て
は
、
年
間
を
通
じ
た
デ
ー
タ
で
、

料
金
の
引
き
下
げ
に
よ
る
交
通
量
増
加
効
果
及

お

56
境
準

環
基

境
準

環
基



び
採
算
へ
の
影
響
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
期
間
を
延
長
し
社
会
実
験
を
実
施
し

て
い
る
。

表 1 東京湾アクアライン料金表

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

現行料金 2
,
400 円 3

,
000 円 3

,
600 円 4

,
950 円 8

,
250 円

社会実験料金 円釦･上 円202 円即“̂ 円30ば
｢

円806

廟6鼬
鰯
籟

鯛
勧

藏
錫

C

、
′

就
か 円の◆L 円"れ 円の〔乙 円003 円"5

対
象
車
両
"
E
T
C
通
行
車
両
の
全
車
種

料

金
…通
行
料
金
を
約
二
三
%
割
引

(普
通
車
で
通

行
料
金
三
、
0
0
0
円
を
二
、
三
二
〇
円
に
)

※

E
T
C
前
払
割
引

(五
万
円
前
払
い
で
最
大

約
一
三
･
八
%
の
割
引
)
を
利
用
し
た
場
合
、

普
通
車
料
金
で
実
質
二
、
0
0
0
円
相
当

(約

三
三
%
の
引
き
下
げ
)
と
な
る
。

②

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
の
利
用
状
況

E
T
C
利
用
率
に
つ
い
て
は
、
実
験
開
始
前
平
成
一
四

年
六
月
の
約
六
%
か
ら
平
成
一
五
年
二
月
に
は
月
平
均
で

約
一
七
%
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
E
T
C
交
通
量
に

つ
い
て
も
、
実
験
開
始
前
の
約
七
〇
〇
台
/
日
か
ら
平
成

一
五
年
二
月
に
は
月
平
均
で
約
二
、
0
O
0
台
/
日
に
増

加
し
て
い
る

(表
3
)。
こ
の
増
加
交
通
に
は
、
季
節
変

動
、
E
T
C
自
炊
普
及
増
、
既
存
の
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ

ン
利
用
者
の
現
金
等
か
ら
割
安
の
E
T
C
へ
の
支
払
い
手

段
の
変
更
な
ど
の
、
料
金
引
き
下
げ
以
外
の
要
因
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
E
T
C
交
通
量
を
単
純
に
比
較
し

て
料
金
引
き
下
げ
の
効
果
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
の
交
通
量
は
、
観
光
目
的
の
利

用
者
が
多
く
、
季
節
や
天
候
の
変
化
に
大
き
く
影
響
を
受

け
る
こ
と
か
ら
、
利
用
動
向
の
変
化
に
つ
い
て
、
本
年
五

月
以
降
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、平
日
、

休
日
、
車
種
別
、
実
験
前
E
T
C
利
用
者
な
ど
の
詳
細
な

分
析
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

三

平
成
一
五
年
度
に
実
施
す
る
有
料
道
路
の

料
金
に
係
る
社
会
実
験
に
つ
い
て

1

長
距
離
割
引

高
速
自
動
車
国
道
に
お
い
て
は
、料
金
の
割
高
感
か
ら
、

利
用
者
が
高
速
自
動
車
国
道
の
利
用
を
抑
制
し
て
い
る
た

表3 前年同期との月別交通量の比較 (速報値)

項 目 目
〃

J4 月
"

に･〕
日
"

容
〕

目
“

R
U

日
"

Q
J 1 0月 1 1月 1 2月 □月14 日

"
つ“

均

量

朝

評
麹
掻

平成1 3年

13
,
460

鯏勲
15

,
860 12

,
220

彌
13

,
260

劇彌蹴◎ ⑲ ⑩ ⑳ ⑬ ⑳ ⑩ ㈱ ⑯ ⑭
平成 1 4 年 蹴

15
,
040

跡
760鷲 駒纖蹴彌 郷賜 臓⑯ ⑳ ⑩ 卸鱒 ⑳◎⑳㈱ 瑚OY･Tll･ ⑳E T C 利用率 饑 5

.
9% 梛 榔 鵬 鰡 螂 螂 螂 眺対前年比 103% 鯛 螂 脇 螂 鰡 鰡 聯 邸ハU-14 郷

※日平均交通量に示す ( ) 内はE T C無線通行車



め
、
高
速
自
動
車
国
道
の
大
型
車
利
用
が
減
少
し
て
い
る

と
の
論
調
が
み
ら
れ
る
。
実
際

｢高
速
自
動
車
道
路
利
用

実
態
調
査

(平
成

一
四
年

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
調

査
)｣
に
お
い
て
は
、
貨
物
事
業
者
の
八
割
以
上
が
高
速

の
利
用
を
控
え
て
い
る
と
の
結
果
が
で
て
い
る
。そ
こ
で
、

一
般
道
路
の
料
金
節
約
を
理
由
に
高
速
道
路
の
利
用
距
離

を
抑
制
し
て
い
る
長
距
離
交
通
を
高
速
道
路
に
転
換
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
国
道
等
の
幹
線
道
路
沿
道
の
環
境

改
善
等
を
図
る
た
め
、
料
金
割
り
に
係
る
社
会
実
験
を
実

施
す
る
。
実
験
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
弾
力
的
な
料
金

設
定
が
可
能
な
こ
と
等
か
ら
対
象
を
E
T
C
車
に
限
定
し

て
実
施
す
る
。

2

夜
間
割
引

首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
に
お
い
て
は
、
昼
間

の
流
入
交
通
量
と
比
較
し
て
、
夜
間
の
流
入
交
通
量
が
小

さ
く
、
夜
間
時
間
帯
は
比
較
的
交
通
容
量
に
余
裕
が
あ
る

た
め
、
こ
の
時
間
帯
の
高
速
道
路
の
有
効
活
用
を
推
進
す

る
た
め
、
料
金
割
引
に
よ
る
高
速
道
路
へ
の
交
通
の
転
換

に
よ
る
一
般
道
路
の
交
通
量
の
減
少
及
び
高
速
道
路
利
用

の
平
準
化
を
図
り
、
高
速
道
路
及
び
一
般
国
道
等
の
渋
滞

の
緩
和
、
一
般
国
道
等
の
幹
線
道
路
沿
道
の
環
境
改
善
等

を
図
る
た
め
、
夜
間
割
引
の
社
会
実
験
を
実
施
す
る
。
実

験
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
弾
力
的
な
料
金
設
定
が
可
能

な
こ
と
等
か
ら
対
象
を
E
T
C
車
に
限
定
し
て
実
施
す

る
o

3

地
方
か
ら
の
提
案
型
社
会
実
験

上
記
の
他
、
各
地
域
の
固
有
の
問
題
に
応
じ
て
、
一
般

道
路
か
ら
交
通
の
転
換
等
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路

の
有
効
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
沿
道
環
境
改
善
や
渋
滞

緩
和
、
交
通
安
全
対
策
な
ど
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
か

ら
の
提
案
型
社
会
実
験
を
実
施
す
る
。

具
体
的
に
は
、
国
が
社
会
実
験
の
公
募
、
選
定
を
実
施

し
た
後
に
、
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
な
る
協
議
会
が
、
各

地
域
の
固
有
の
問
題
に
対
応
し
た
料
金
設
定
を
行
い
、
そ

の
地
域
に
及
ぼ
す
沿
道
環
境
改
善
等
の
効
果
、
影
響
を
調

査
す
る
も
の
で
あ
る
。

対
象
道
路
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
都
市
高
速
道
路
、

日
本
道
路
公
団
及
び
地
方
道
路
公
社
の
有
料
道
路
を
想
定

し
て
お
り
、
協
議
会
が
実
施
個
所
、
期
間
、
割
引
額
等
を

定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

料
金
に
係
る
社
会
実
験
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方

公
共
団
体
等
か
ら
な
る
協
議
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
有
料

道
路
事
業
者
と
協
力
し
、
実
験
計
画
の
策
定
や
効
果
影
響

の
調
査
分
析
等
、社
会
実
験
の
実
施
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

今
後
、
先
進
的
に
実
施
さ
れ
た
事
例
を
参
考
に
し
つ
つ
、

こ
れ
ら
の
取
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
有
効
利
用
を
図
り
、
道
路
、
地
域
の
課
題
の

解
決
に
役
立
つ
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。



圓
鬮
鬮
鬮
鬮
鬮
夢
特
集
/
有
料
道
路
施
策
の
新
し
い
展
開

鬮
T
C
◎
轡
農
に
関
す
る
臟
組
み
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
は
全
国
で
約
一
万
如
の
有
料

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
社
会
経
済
活

動
、
日
常
生
活
に
お
い
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
交
通
量
の
増
加
に
伴
い
、

有
料
道
路
上
に
お
い
て
も
交
通
渋
滞
が
恒
常
化
し
て
い
る

の
が
実
状
で
す
。
日
本
道
路
公
団
の
調
査
に
よ
る
と
、
高

速
道
路
に
お
い
て
は
渋
滞
発
生
箇
所
の
う
ち
、
全
体
の
約

三
割
が
料
金
所
に
起
因
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

(図

1
)。国

及
び
道
路
四
公
団
等
は
、
料
金
所
渋
滞
の
解
消
･
緩

和
等
の
観
点
か
ら
、
無
線
通
信
技
術
を
利
用
し
て
料
金
の

支
払
い
を
可
能
と
す
る
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
支
払
い

シ
ス
テ
ム

(聖
8
3
日
o
村
o
□
n
o
狩
8
8

資
盟
oB
、
以
下

道
路
局
有
料
道
路
課

｢E
T
C
｣
と
い
う
。)
の
導
入
と
、
そ
の
普
及
促
進
を
図

っ
て
い
ま
す
。

二

E
T
C
の
導
入
経
緯

(表
1
)

E
T
C
は
、
平
成
六
年
度
よ
り
当
時
の
建
設
省
と
道
路

関
係
四
公
団
の
共
同
で
研
究
開
発
を
開
始
し
、
平
成
七
年

に
は
公
募
で
選
定
し
た
民
間
企
業
と
の
共
同
研
究
を
実
施

し
た
ほ
か
、
平
成
九
年
度
よ
り
運
用
の
安
全
性
、
円
滑
性

を
確
認
す
る
た
め
の
試
験
運
用
を
実
施
し
ま
し
た
。

平
成
一
〇
年
度
か
ら
の

｢新
し
い
道
路
整
備
五
箇
年
計

画
｣
に
お
い
て
、
全
国
の
主
要
な
料
金
所
に
E
T
C
を
整

備
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
二
年
度
に
は

千
葉
な
ど
を
中
心
と
し
た
首
都
圏
及
び
沖
縄
地
区
に
て
E

T
C
の
試
行
運
用
を
実
施
し
た
後
、
平
成
一
三
年
三
月
に

六
三
ヵ
所
の
料
金
所
で
一
般
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
　

　
　
　

車
款

(平成 9年 日本道路公団調べ)

図 1 高速道路における渋滞発生箇所



そ
の
後
、
E
T
C
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
料
金
所
を
順
次
拡

大
し
て
い
き
、
平
成
一
五
年
三
月
末
ま
で
に
首
都
高
速
道

路
と
阪
神
高
速
道
路
の
ほ
ぼ
全
て
の
料
金
所
を
含
む
、
全

国
の
主
要
な
八
五
〇
ヵ
所
の
料
金
所
に
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

表 1 E T C の導入経緯

年 度 内 容
平成6年度 旧建設省と道路四公団が共同で研究開発を実施
平成 7 年度 公募で選定した民間10 グループと共同研究を実施
平成8年度 共同研究の結果を取りまとめて公表

平成9年度
蝋

観

糊

乱

鰊
.･
鰍

妙
鍼
糟

る

料

仕

幇鰔鵺朗諦

を
成
(

年
報

舵
寵

縦鰐鷲
肋
小
ル
眸
鱗

漣
鱗
汚職
冗

交
木
ク

E

の
厚

ア

が

線
原
湾

団
施

車
田
京

公
実

C
小
東

四
を

T

･
･

路
譜

E

道
招

平成 10 年度 蝋擶嶽謝弘ス
定ル

柵
糘

肝
繊
許

ね鰤
燃

牝
癪
"

冗
褥
幻

堀
端
舷

省
用
用

設
C
C

建
T
T

旧
E
E

平成 11年度

漱纖蹴銚外
立
"

設
ク物

努
機
行縦

飜
靴
幸

塙
窃

テ
T総議働劇

平成12年度 鱗湖鰍繃始
ゞ
開獣軟締鰡鯛渋と等心

区淋働
を
Q籍

平成 13年度 鍬ト
"と

蝋繊"蹴繃
霊

月
月

7
11

平成 14 年度 全国 850ヵ所の主要な料金所へサービス拡大
。

三

E
T
C
の
普
及
･
利
用
状
況

E
T
C
は
、平
成
一
三
年
三
月
の
一
般
運
用
開
始
以
降
、

着
実
に
普
及
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平

成
一
五
年
四
月
末
に
お
い
て
、
E
T
C
車
載
器
の
セ
ッ
ト

ア
ッ
プ
件
数
の
累
計
は
約
九
0
万
台
に
の
ぼ
っ
て
い
ま

す
。
特
に
、
平
成
一
五
年
に
入
っ
て
か
ら
の
普
及
ペ
ー
ス

が
大
き
く
加
速
し
て
お
り
、
三
月
と
四
月
は
一
ヵ
月
あ
た

り
約
九
~
一
〇
万
台
の
新
た
な
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
を
記
録
し

て
い
ま
す
。
現
在
の
ペ
ー
ス
で
普
及
が
進
め
ば
、
六
月
中

に
も
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
件
数
の
累
計
は
一
〇
〇
万
台
に
達

し
、
更
な
る
普
及
策
に
よ
り
今
年
度
末
に
は
累
計
二
〇
〇

万
台
の
到
達
も
み
え
て
く
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
普
及
ペ
ー
ス
は
、
E
T
C
と
同
じ
く
自
動
車
へ
搭
載
す

る
I
T
S
関
連
機
器
で
あ
り
、
平
成
八
年
か
ら
導
入
し
現

在
は
累
計
五
〇
〇
万
台
を
越
え
る
出
荷
台
数
と
な
っ
て
い

る
V
I
C
s

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
の
導
入

当
初
と
比
較
し
て
も
約
二
倍
の
普
及
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い

ま
す

(図
2
)。

ま
た
、
有
料
道
路
に
お
け
る
E
T
C
の
利
用
台
数
は
一

日
あ
た
り
約
三
七
万
台
で
あ
り
、
E
T
C
を
導
入
し
て
い

る
料
金
所
に
お
け
る
E
T
C
利
用
台
数
の
割
合

(E
T
C

利
用
率
)
は
、
全
国
平
均
で
約
六
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
E
T
C
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
が
先
行
し
た
大
都
市
圏

や
E
T
C
利
用
者
に
有
利
な
料
金
体
系
と
な
っ
て
い
る
料

金
所
を
中
心
に
E
T
C
利
用
率
が
大
き
く
向
上
し
て
お

り
、
例
え
ば
首
都
高
速
道
路
の
湾
岸
浮
島
本
線
料
金
所
で

は
、

一
0
台
の
う
ち
三
台
が
E
T
C
車
両

(E
T
C
利
用

率
…
二
六
%
)
と
い
う
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
3
、

表
2

･
3
)
。

今
後
、
料
金
所
渋
滞
の
緩
和
等
、
E
T
C
の
導
入
効
果

を
大
き
く
発
現
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
更
な
る
普
及
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な
普
及
促
進
策
を
実
施
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

きみ瀞
禰
冊

幇間
川
田

｢
伊

,
.

軸…
-n

こ

甜n
=

一言
月 I0月 1月 4月 7月 lo月 1月

　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 2 E T C 車載器のセットアップ件数

月　　



も
E
T
C
前
払
割
引
が
適
用
と
な
る
予
定
で
す
。

2

E
T
C
路
側
機
器
の
整
備

前
述
の
よ
う
に
、
平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
首
都
高
速

道
路
と
阪
神
高
速
道
路
の
ほ
ぼ
全
て
の
料
金
所
を
含
む
全

国
の
主
要
な
八
五
〇
ヵ
所
の
料
金
所
に
E
T
C
サ
ー
ビ
ス

を
拡
大
し
て
き
て
い
ま
す
。
平
成
一
五
年
度
に
は
さ
ら
に

高
速
自
動
車
国
道
や
本
四
道
路
を
含
め
、
基
本
的
に
全
て

の
料
金
所

(累
計
約
一
、
三
〇
〇
ヵ
所
)
に
E
T
C
の
整

備
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す

(図
4
)。
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Q
u
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表 E T C の利用状況 (公団別)
E T C利用率 (平成 15年4月 18~ 24日平均)

日本道路公団
速

団

高

公

都

路

首
道

総
鯆

榊
繊

全 国

E轡 C利用台数

(4/18 ~ 24)
約 262

,
800台/日 【口ノノnU'

"約 日/′nU'
30約 口

]
/′20337約

E T C利用率

(% ) 聯 郷 爛 郷

四

E
T
C
の
普
及
促
進
に
向
け
た
取
組
み

1

E
T
C
前
払
割
弓

E
T
C
前
払
割
引
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
と
同
等
の

割
引
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路

公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
に
お
い
て
平
成
一
四
年
七
月

主要な料金所におけるE T C 利用率主
嫡　R

一
(平成 15年 3月の日平均)

路線名 料金所名 利用率

東京湾アクアライン 蘂東関東自動車道 習志野本線 郷
纖 弾ん4"

東名高速 線本京東 撫
田跡 獄

山陽自動車道

鯰 縦

首都高速道路

(平成 15年4月 21‐27日)

料金所名 利用率

霞が関 (内) 1 L 8%

幡 蝸用賀本線 梯
川崎浮島本線 製作430

大井本線 麟

よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
万
円
の
前
払
い
に
対

し
五
万
八
千
円
分
の
利
用
が
可
能
(割
引
率
…約
一
四
%
)

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ユ
ー
ザ
!
登
録
や
前
払
金
の
積
み
増

し
は
全
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

(甘
言
"
"
鶏
鴬
.
g
o度
呂
D
･

包
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
利
便
性
の
高
い
仕
組

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
、
本
四
道
路
に
お
い
て

　　 　　　

r 〆テ ー--。日14年廣末の日｢Cサービス実施中料金所 (850料金所)
一一･ Hls年度基質予定区間(概要)

図4 E T C の整備予定



3

E
T
C
利
用
者
に
時
化
し
た
多
様
な
料
金
施
策

E
T
C
は
走
行
の
履
歴
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
首

都
高
速
道
路
四
号
線
な
ど
四
路
線
で
E
T
C
利
用
者
に
限

定
し
た
特
定
料
金
区
間
の
拡
充
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
今
年
度
に
は
料
金
に
係
る
社
会
実
験
と
し
て
、
高
速

自
動
車
国
道
に
お
け
る
長
距
離
割
引
と
、
都
市
高
速
道
路

に
お
け
る
夜
間
割
引
が
E
T
C
利
用
者
に
限
定
し
て
実
施

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
E
T
C
の
機
能

を
活
用
し
た
多
様
な
料
金
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

4

道
路
三
公
団
E
T
C
モ
ニ
タ
ー

国
土
交
通
省
と
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団

及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
は
、
主
に
有
料
道
路
の
多
頻
度

利
用
者
に
対
す
る
E
T
C
の
普
及
の
促
進
を
図
る
E
T
C

モ
ニ
タ
ー
･
リ
ー
ス
等
支
援
制
度
の
枠
組
み
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
平
成
一
五
年
六
月
一
人
日
よ
り
、
新
た
に
E

T
C
車
載
器
を
購
入
さ
れ
る
方
で
E
T
C
モ
ニ
タ
ー
へ
の

ご
協
力
を
い
た
だ
け
る
方
を
対
象
と
し
、
道
路
三
公
団
が

車
載
器
購
入
等
に
係
る
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る

｢道
路

3
公
団
E
T
C
モ
ニ
タ
ー
｣
を
募
集
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

こ
れ
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
有
料
道
路
に
お
け
る
E
T
C

利
用
率
の
早
期
向
上
に
よ
り
、
料
金
所
渋
滞
の
緩
和
、
料

金
所
周
辺
の
環
境
の
改
善
等
、
E
T
C
に
よ
る
様
々
な
効

表4 道路3公団ET Cモニターの基本的枠組み

実施対象 概へ外珍笋に
鳶

物
欲蠕総

時
数
一

込
台
バ

申
定
ン

、
予
ナ

九
誇
黒

沙
蓼
…緑…

ト
順
台
台

ッ
着
万
万

セ
先

35
10

を

、
ね
ね

器
で
概
概

霧
両

C
け
車

T
だ
用
他

E
た
務

の

に
い
業
そ

た
を
、)
、)
′

新
力
1
2

実施時期 平成15年 6月l8日より
、

予定台数に達するまで。
助成金額

瀞髯繊鋭
欺鸚*廉

円
掻

の
本
台

'目
方

り
全
m

た
)
両
辷

あ
社
車
能

台
(
の
可

1

、
員
用

器
て
会
併

載
せ
会

の

車
併
協
と

C
お

、
成

T
な
し
助

E
※

取扱店 め

鈴
騰

赫

@

ず
繃
鍬

蟷
勁

説
"

弘
圦灘賄

誇
玖

‘
議
事
0

1
舗

務
反
で
婚

の
と

い
能

店
｣

つ
可

プ
店
に
も

ッ
扱

い
と

ア
取
払
こ

ト

ー
支
る

ツ
タ
の
す

セ
ニ
等
択

器
モ
用
選

戦
C
費
を

車
T
器
い

C
E
載
払

T
｢

車
割

E
に
※

容
間
先

内
る
せ

施
す
わ

実
関
合

E鰈飜艇化霰弘圦
彌

鬱
漱

財

の

(
･

Z

蜘
帆

ガ
1
め

J4
【′!
○/

合

あ
の

い

一
日

問
方
曜

一
52
金

夕

一
ら

ニ
解
か

モ

日

C
話
曜

T
電
月

ド
ー

果
の
早
期
発
現
が
図
ら
れ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

5

民
間
企
業
の
取
組
み
状
況

E
T
C
車
載
器
の
市
場
価
格
に
つ
い
て
は
、
導
入
当
初

と
比
較
す
る
と
低
価
格
化
も
進
ん
で
き
て
お
り
、
販
売
店

等
に
お
け
る
価
格
競
争
が
激
化
し
て
い
ま
す
。
車
載
器
の

種
類
も
多
様
化
し
て
お
り
、
安
価
で
コ
ン
パ
ク
ト
な
ア
ン

テ
ナ
一
体
型
や
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
上
に
本
体
を
置
か
な
い

ア
ン
テ
ナ
分
離
型
に
加
え
、
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
E
T
C

車
載
器
を
貼
り
付
け
る
タ
イ
プ
、
車
両
へ
の
ビ
ル
ト
イ
ン

タ
イ
プ
、
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
一
体
化
し
た
タ
イ
プ

な
ど
、選
択
肢
は
幅
広
い
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
ほ
か
、

一
部
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
E
T
C
車
載
器
の
引

換
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て

い
る
な
ど
、
E
T
C
車
載
器
の
販
売
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
多
様

化
し
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
二
~
四
週
間
程
度
を
要
し
て
い
た
E

T
C
カ
ー
ド
の
発
行
に
つ
い
て
、

一
部
の
カ
ー
ド
会
社
で

は
申
込
か
ら
三
〇
分
で
カ
ー
ド
発
行
が
可
能
な
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
し
て
お
り
、
E
T
C
の
利
用
開
始
ま
で
の
時
間
短

縮
が
図
ら
れ
て
き
て
お
り
、
今
後
も
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の

展
開
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

五

自
動
三
輪
車
に
お
け
る
効
率
的
な
料
金
収

受
方
式
に
係
る
試
行
運
用
の
実
施

料
金
支
払
い
時
の
煩
わ
し
さ
か
ら
要
望
が
強
か
っ
た
も

の
の
、
E
T
C
レ
ー
ン
に
お
け
る
走
行
の
安
全
性
等
に
課

題
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
E
T
C
の
導
入
が
見
送
ら
れ
て
き

た
自
動
二
輪
車
に
つ
い
て
は
、
モ
ニ
タ
ー
約

一
、
0
0
0

名
を
選
定
し
た
上
で
平
成
一
五
年
度
に
二
つ
の
方
式
で
試

行
的
な
運
用
を
行
い
、
平
成
一
六
年
度
の
本
格
運
用
を
目

指
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。



1

E
T
C
方
式

所
で
の
一
旦
停
車
は
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
料
金
支
払
い

モ
ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
般
公
募
を
行
い
、
八
月

現
行
の
E
T
C
車
載
器
に
防
水

･
防
振
対
策
等
を
施
し

時
の
煩
わ
し
さ
は
大
き
く
改
善
す
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

途
に
試
行
運
用
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
o

た
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
二
輪
車
に
設
置
し
、
E
T
C
レ
ー
ン

を
走
行
す
る
方
式
で
す

(写
真
ー
)。
E
T
c
レ
ー
ン
走

六

お
わ
り
に

対距離-出口及び均一料金所

所
で
の
一
旦
停
車
は
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
料
金
支
払
い

モ
ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
般
公
募
を
行
い
、
八
月
頃
を
目

奴

行
時
の
安
全
性
や
通
信
の
確
実
性
等
に
つ
い
て
検
証
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
五
月
頃
よ
り
試
行
運
用
を
開
始
す
る

予
定
で
す
。

2

タ
ッ
チ
･
ア
ン
ド
･
ゴ
ー
方
式

専
用
の
非
接
触
I
C
カ
ー
ド
を
料
金
所
の
一
般
レ
ー
ン

に
設
置
し
た
読
取
機
器
に
か
ざ
す
こ
と
に
よ
り
料
金
の
決

済
を
行
う
方
式
で
す

(図
5
)。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
料
金

E T C 方式による二輪車の走行 (走行実験)

E
T
C
は
、
そ
の
普
及
に
よ
り
効
果
が
飛
躍
的
に
発
現

す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
方
に
利
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
官
民

が
互
い
に
連
携
を
図
り
、
普
及
促
進
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
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　 アンド ･ゴー方式のイメージ
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社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

道
路
整
備
緊
急
措
置
港
の
一
部
喚
正

楚
遭
安
全
聴
講
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
港
の
一
部
改
正

道
路
局
路
政
課

③

揮
発
油
税
等
の
充
当
の
措
置
を
講
ず
べ
き
五
箇

年
間
の

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣
に

つ
い
て
閣
議
決
定
す
る
こ
と
を
規
定

④

揮
発
油
税
等
の
充
当
を
講
ず
べ
き
対
象
に
、

｢道
路
の
整
備
に
密
接
に
関
連
す
る
環
境
対
策
事

業
等
｣
を
追
加

等
の
措
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
改
正
に
伴
い
、
法
律
の
題
名
が

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
｣
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

『道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
重
点
計
画
に
一
本
化
さ
れ
た

と
い
う
け
ど
、
重
点
計
画
と
財
源
特
例
法
は
ど
う
い
う
関

係
が
あ
る
の
?
』

道
路
整
備
の
た
め
の
計
画
は
、
そ
の
他
の
社
会
資
本

平
成
一
五
年
通
常
国
会
に
お
い
て
、
社
会
資
本
整
備
重

点
計
画
法

(平
成
一
五
年
法
律
第
二
〇
号
)
及
び
社
会
資

本
整
備
重
点
計
画
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律

(平
成
一
五
年
法
律
第
二
一
号
)
が
成
立

し
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
社
会
資
本
の
重

点
的
、
効
率
的
な
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す

る
こ
れ
ら
の
法
整
備
に
よ
り
、
道
路
関
係
で
は
、
道
路
整

備
緊
急
措
置
法

(昭
和
三
三
年
法
律
第
三
四
号
)
及
び
交

通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和

四
一
年
法
律
第
四
五
号
)
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
法
律
改
正
に
つ

い
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
説
明
中
の
法
律
名
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と

お
り
省
略
い
た
し
ま
す
。

｢社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
｣
↓
｢重
点
計
画
｣

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
｣
↓

｢財
源
特
例
法
｣

｢道
路
整
備
緊
急
措
置
法
｣
↓
｢道
路
緊
措
法
｣

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
｣

↓

｢交
安
推
進
法
｣

一
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正

『ど
ん
な
改
正
を
し
た
の
?
』

道
路
整
備
の
計
画
は
、
そ
の
他
八
分
野
の
社
会
資
本

整
備
の
計
画
と
併
せ
て
重
点
化

･
効
率
化
を
図
る
た

め
、
重
点
計
画
に
一
本
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、

①

従
前
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
廃
止

②

揮
発
油
税
等
の
充
当
や
国
の
負
担
割
合
の
特
例

等
の
措
置
を
五
年
間
延
長



整
備
の
計
画
と
あ
わ
せ
て
重
点
化

･
効
率
化
を
図
る
た

め
、
重
点
計
画
に
一
本
化
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴

い
、
従
前
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
は
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。し

か
し
、
財
源
特
例
法
で
は
、
前
述
③
の
と
お
り
、

揮
発
油
税
等
の
充
当
の
措
置
を
講
ず
べ
き
五
箇
年
間
の

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣
を
に
つ
い
て
、

別
途
閣
議
決
定
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣
は
、
重

点
計
画
と
の
整
合
を
図
る
た
め
、
同
計
画
に
即
し
て
作

成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『重
点
計
画
に

｢即
し
て
｣
作
成
す
る
と
は
、
具
体
的
に

は
ど
う
い
う
こ
と
?
』

重
点
計
画
で
は
、
事
業
の
実
施
に
関
す
る
重
点
目
標

が
、
ア
ウ
ト
カ
ム
目
標
で
明
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣
は
、
重
点
計
画

で
示
さ
れ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
講

ず
べ
き
対
象
事
業
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
具

体
的
な
数
値

(道
路
延
長
や
投
資
額
)
を
用
い
て
作
成

さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『な
ぜ
道
路
に
つ
い
て
だ
け
、
重
点
計
画
と
は
別
に

｢道

路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣
を
閣
議
決
定
を
す
る
必

要
が
あ
る
の
?
』

今
般
の
道
路
緊
措
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
揮
発
油

税
等
の
充
当
の
措
置
を
五
箇
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

こ
の
揮
発
油
税
等
は
、
受
益
者
負
担
の
考
え
方
に
基

づ
い
て

｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
｣
に
充
て
ら
れ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、政
府
と
し
て
は
、

そ
の
充
当
対
象
と
な
る
五
箇
年
間
の

｢道
路
の
整
備
に

関
す
る
事
業
の
量
｣
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
す
。

こ
の
た
め
、
他
の
事
業
と
は
異
な
り
、
道
路
に
つ
い

て
は
こ
れ
を
閣
議
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『『道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
量
｣ほ
ど
の
く
ら
い
?
』

平
成
一
五
年
度
予
算
内
示
で
は
、
道
路
特
定
財
源
の

暫
定
税
率
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
等
の
観
点
か
ら
、

五
箇
年
間
で
特
定
財
源
を
充
当
す
る
事
業
の
量
の
目
安

と
し
て
、
三
八
兆
円
と
い
う
額
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
三
八
兆
円
と
い
う
額
は
、
上
限
値
の
目
安
と
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
投
資

の
実
績
を
勘
案
し
つ
つ
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
の
議

論
な
ど
を
踏
ま
え
、
景
気
対
策
前
の
水
準
を
目
安
に
単

年
度
平
均
で
平
成
三
年
度
の
投
資
水
準
並
み

(七
･
五

兆
円
)
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
額
は
、
平
成

一
0
~

一
四
年
度
ま
で
の
投
資
実
績

(約
四
五
兆
円
)

か
ら
概
ね
一
五
%
削
減
し
た
水
準
に
相
当
し
ま
す
。

『な
ぜ
揮
発
油
税
等
の
充
当
措
置
を
五
年
間
延
長
し
た

の
?
』今

後
五
年
間
に
必
要
と
さ
れ
る
道
路
投
資
額
の
上
限

の
目
安
は
、
前
述
の
と
お
り
三
八
兆
円
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
国
費
は
約
一
八
兆
円
が
見
込
ま
れ
て
お

り
、
自
動
車
重
量
税
を
含
ん
だ
い
わ
ゆ
る
道
路
特
定
財

源

(
一
六
兆
円
)
を
も
っ
て
し
て
も
、
依
然
と
し
て
不

足
し
て
い
る
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
、
今
後
も
道
路
整
備
を
推
進
し
て
い
く
た

め
に
は
、
道
路
特
定
財
源
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
今
般
の
改
正
に
お
い
て
揮
発
油
税
等
の
充

当
措
置
を
五
箇
年
間
延
長
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

『揮
発
油
税
等
の
充
当
対
象
に

｢道
路
の
整
備
に
密
接
に

関
連
す
る
環
境
事
業
等
｣
が
加
え
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
?
』

い
わ
ゆ
る
道
路
特
定
財
源
の
使
途
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
受
益
者
負
担
と
い
う
原
則
を
踏
ま
え
た
上
で
、

納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
そ
の
た
め
の

検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

今
般
、
本
四
公
団
の
債
務
処
理
や
地
方
へ
の
税
源
移

譲
の
ほ
か
、
環
境
分
野
や
都
市
交
通
分
野
等
へ
の
活
用

に
よ
り
、
道
路
特
定
財
源
の
使
途
の
多
様
化
が
図
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
法
律
上
の

｢道
路
の
整
備
｣
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る

｢D
P
F
等
の
導
入
支
援
｣
や

｢E
T
C
車
載
器
リ
ー

ス
制
度
の
創
設
｣
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
揮
発
油
税
等



の
充
当
先
に
加
え
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
揮
発
油
税
等
の
充
当
対
象
で

あ
る

｢道
路
の
整
備
｣
に
、
｢密
接
に
関
連
す
る
環
境

対
策
事
業
等
｣
を
追
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
す
。

な
お
、
そ
の
他
に
使
途
の
多
様
化
が
図
ら
れ
た
と
こ

ろ
の
、
｢地
下
鉄
イ
ン
フ
ラ
整
備
｣
や

｢住
宅
市
街
地

関
係
整
備
｣
等
に
つ
い
て
は
、
揮
発
油
税
等
の
充
当
対

象
と
し
て
従
来
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
｢道
路
の
整
備
｣

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
特
段

追
加
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊

急
措
置
法
の
一部
改
正

『ど
ん
な
改
正
を
し
た
の
?
』

交
通
安
全
施
設
等
整
備
の
計
画
は
、
そ
の
他
の
社
会

資
本
整
備
の
計
画
と
併
せ
て
重
点
化

･
効
率
化
を
図
る

た
め
、重
点
計
画
に
一
本
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、

①

従
前
の
市
町
村

･
都
道
府
県
･
国
の
計
画
体
系

を
廃
止

②

交
通
管
理
者
と
道
路
管
理
者
が
連
携
し
た
重
点

的
な
事
業
実
施
の
仕
組
み
へ
の
変
更

等
の
措
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
改
正
に
伴
い
、
法
律
の
題
名
が

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
｣

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

『交
通
安
全
施
設
等
整
備
の
計
画
が
重
点
計
画
に
一本
化

さ
れ
た
と
い
う
け
ど
、
交
安
推
進
法
と
重
点
計
画
は
ど
う

い
う
関
係
が
あ
る
の
?
』

交
通
安
全
施
設
等
整
備
の
計
画
は
、
重
点
計
画
に
一

本
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
従
前
の
市
町
村

･
都
道
府

県

･
国
の
計
画
体
系
は
廃
止
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。し

か
し
、
交
安
推
進
法
で
は
、
前
述
②
の
具
体
的
な

内
容
と
し
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理

者
に
よ
る
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計

画
の
策
定
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
実
施
計
画
は
、
重
点
計
画
と
の
整
合
を
図
る
た

め
、
同
計
画
に
即
し
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

『特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
っ
て
同
?
』

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
は
、
交
通
安
全

施
設
等
整
備
事
業
で
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は

一
部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
で
す
。

国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
交
通
事

故
の
発
生
状
況
、
交
通
量
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
特
に

交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

道
路
に
つ
い
て
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を

実
施
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

『市
町
村
･
都
道
府
県
･
国
の
計
画
体
系
を
廃
止
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
交

通
安
全
施
設
等
の
整
備
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
?
』

今
回
の
改
正
で
は
、
市
町
村
レ
ベ
ル
か
ら
事
業
の
量

を
積
み
上
げ
、
国
レ
ベ
ル
の
計
画
に
総
事
業
量
を
明
記

す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
計
画
体
系
が
見
直
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
地
方
分
権
の
議
論
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団

体
に
長
期
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
適
切
で

は
な
い
と
の
考
え
方
に
立
っ
た
も
の
で
す
。

重
点
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
都
道
府
県
の
意
見
を

聴
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
実
施
計
画
の
策
定

に
当
た
っ
て
道
路
管
理
者
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が

協
議
を
行
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
地
方
の
実
情
に
応
じ
た

交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
は
充
分
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

『な
ぜ
市
町
村
や
都
道
府
県
に
よ
る
地
方
単
独
の
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
の
位
置
づ
け
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た

の
?
』平

成
一
三
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢今
後
の
経

済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基

本
方
針
｣
(い
わ
ゆ
る

｢骨
太
方
針
｣)
で
は
、
長
期
計

画
の
見
直
し
に
当
た
り
、
｢地
方
が
主
体
的
に
決
定
す

べ
き
地
方
単
独
事
業
は
、
国
の
各
種
公
共
事
業
関
係
計

画
の
目
標
と
は
位
置
づ
け
な
い
｣
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま



す
。地

方
単
独
交
通
安
全
事
業
を
法
律
中
に
位
置
づ
け
な

い
こ
と
は
、
地
方
単
独
交
通
安
全
事
業
に
つ
い
て
地
方

の
主
体
的
な
判
断
に
委
ね
る
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
地

方
分
権
の
趣
旨
及
び
基
本
方
針
に
通
う
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
地
方
単
独
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に

つ
い
て
は
、
国
に
よ
る
財
政
上
の
措
置
に
関
す
る
努
力

義
務
を
引
き
続
き
規
定
し
て
い
ま
す
。

〔参
考
〕

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

(抜
粋
)

第
二

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正

一

こ
の
法
律
の
題
名
を

｢道
路
整
備
緊
急
措
置
法
｣

か
ら

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法

律
｣
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
o

三

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
整
備
費
｣
と
は
、
高

速
自
動
車
国
道
及
び
一
般
国
道
並
び
に
政
令
で
定
め

る
都
道
府
県
道
そ
の
他
の
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維

持
並
び
に
修
繕
に
関
す
る
事
業

(こ
れ
に
密
接
に
関

連
す
る
環
境
対
策
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事

業
を
含
む
。)
の
実
施
に
要
す
る
国
が
支
弁
す
る
経

費
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

政
府
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
は
、
毎

年
度
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
金
額

を
道
路
整
備
費
の
財
源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
o

1

当
該
年
度
の
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額

2

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
揮
発
油
税
等
の
収
入

額
の
予
算
額
が
同
年
度
の
揮
発
油
税
等
の
収
入
額

の
決
算
額
に
不
足
す
る
と
き
は
、
当
該
不
足
額

五

政
府
は
、
四
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
十
五

年
度
以
降
五
箇
年
間
は
、
財
政
の
許
す
範
囲
内
に
お

い
て
、
道
路
整
備
費
の
財
源
に
つ
き
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

国
土
交
通
大
臣
は
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
資
本
整
備
重
点
計

画

(以
下

｢重
点
計
画
｣
と
い
う
。
)
に
即
し
て
、

四
及
び
五
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
て
平
成
十
五

年
度
以
降
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
の
整
備
に
関

す
る
事
業
の
量
の
案
を
作
成
し
て
閣
議
の
決
定
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

七

平
成
十
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
け
る
地
方
公

共
団
体
に
対
す
る
道
路
の
舗
装
そ
の
他
の
改
築
に
関

す
る
国
の
負
担
金
の
割
合
等
に
つ
い
て
、
特
別
の
定

め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

Q

(第
五
条
関
係
)

第
八

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

法
の
一
部
改
正

一

こ
の
法
律
の
題
名
を

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事

業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
｣
か
ら

｢交
通
安
全
施
設

等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
｣
に
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
o

二

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画
等

に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道

府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
い

て
、
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
を
実
施
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
o

四

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
重

点
計
画
に
即
し
て
、
重
点
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け

る
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計
画
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
の
国
の
負
担
又
は
補
助
に
つ
い
て
、
特
別

の
定
め
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
十
二
条
関
係
)



『道
路
構
造
物
◎
“
鬘
⑭
管
理
◎
襲
斯
鼈
⑭

騙
り
方
に
関
す
る
提
言
』
に
つ
い
て道

路
局
国
道
･
防
災
課

一

は
じ
め
に

1

検
討
の
背
景

我
が
国
は
、
急
激
な
道
路
交
通
需
要
の
増
大
に
対
応
し

て
高
度
成
長
期
に
大
量
に
建
設
さ
れ
た
道
路
構
造
物
の
高

齢
化
に
伴
い
、
補
修

･
更
新
が
必
要
な
道
路
構
造
物
が
飛

躍
的
に
増
大
し
て
お
り
、
既
に

｢更
新
時
代
｣
の
始
ま
り

に
あ
る
。
今
後
、
道
路
構
造
物
の
高
齢
化
が
よ
り
顕
在
化

し
、高
齢
化
し
た
道
路
構
造
物
の
補
修

･
更
新
費
の
増
大
、

補
修
･更
新
工
事
等
に
伴
う
交
通
規
制
等
の
社
会
的
影
響

の
増
大
等
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
昨
今
で
は
、
道
路

の
橋
梁
の
部
材
等
に
疲
労
に
よ
る
亀
裂
や
傷
が
報
告
さ
れ

る
等
、
道
路
の
管
理
･
更
新
に
対
す
る
社
会
的
関
心
も
高

く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
経
済
の
成
熟
化
と
少
子
高
齢
化
の
進
展
等
、
経

済
社
会
情
勢
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、
公
共
投
資
が
抑

制
さ
れ
る
中
で
、
合
理
的
･
効
率
的
な
道
路
構
造
物
の
管

理
･
更
新
は
、
道
路
行
政
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。

2

委
員
会
の
設
置

国
土
交
通
省
道
路
局
で
は
、
｢更
新
時
代
｣
の
始
ま
り

に
あ
た
っ
て
道
路
構
造
物
の
今
後
の
管
理
･
更
新
等
の
あ

り
方
を
幅
広
く
検
討
す
る
た
め
、
平
成
一
四
年
六
月
に
学

識
経
験
者
や
専
門
家
か
ら
成
る

｢道
路
構
造
物
の
今
後
の

管
理

･
更
新
等
の
あ
り
方
に
関
す
る
委
員
会
｣
(委
員

長
…
岡
村
甫

･
高
知
工
科
大
学
学
長
)
を
設
置
し
、
検
討

を
進
め
て
き
た

(表
1
)。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
各
委

員
の
知
識
･
経
験
を
結
集
し
、
今
後
の
管
理
･
更
新
等
に

お
け
る
総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向

け
た
キ
ッ
ク
オ
フ
と
な
る
も
の
を
目
指
し
、
広
範
な
検

討
･
議
論
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
一
五
年
四
月
二
三
日
ま
で

に
、
｢道
路
構
造
物
の
今
後
の
管
理
･
更
新
等
の
あ
り
方

に
関
す
る
提
言
三

が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
道
路
局
に
お
い

て
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
提
言
の
概
要
、

趣
旨
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

提
言
の
概
要

1

道
路
管
理
の
反
省
と
課
題

田

こ
れ
ま
で
の
道
路
管
理

こ
れ
ま
で
道
路
管
理
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
将
来
を

見
通
し
た
長
期
的
な
観
点
か
ら
予
算
配
分
が
行
わ
れ
て
き

た
と
は
言
え
ず
、
ま
た
、
道
路
構
造
物
を
ル
ー
チ
ン
作
業

と
し
て
点
検
し
、
劣
化
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
箇
所
に
お



い
て
対
症
療
法
的
に
修
繕
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た

(図
1
)。

②

高
齢
化
が
進
む
我
が
国
の
道
路
構
造
物

我
が
国
で
は
、
高
度
成
長
期
に
大
量
の
道
路
構
造
物
が

建
設
さ
れ
、
そ
の
割
合
は
橋
梁
で
は
全
橋
梁
数
の
約
四

0
%
、
ト
ン
ネ
ル
で
は
全
ト
ン
ネ
ル
数
の
約
二
五
%
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
建
設
後
五
〇
年
以
上
経
過
し
た
橋
梁

は
一
〇
年
後
に
は
現
在
の
約
四
倍
、
二
〇
年
後
に
は
約
一

七
倍
に
達
し
、
建
設
後
五
〇
年
以
上
経
過
し
た
ト
ン
ネ
ル

は
、
一
〇
年
後
に
は
現
在
の
約
三
倍
、
二
〇
年
後
に
は
約

表 1 道路構造物の今後の管理 ･更新等のあり方に関する
検討委員会委員名簿
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図 1 これまでの道路管理

三
一倍
に
達
す
る
な
ど
、
道
路
構
造
物
の
高
齢
化
が
今
後

集
中
的
に
進
む
こ
と
に
な
る
。

我
が
国
の
道
路
構
造
物
は
、
一
九
八
〇
年
代
の

｢荒
廃

す
る
ア
メ
リ
カ
｣
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
、

一
〇
年
後
に
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
を
上
回
る
道
路
構
造
物

の
高
齢
化
が
進
み
、
す
で
に
大
規
模
な

｢更
新
時
代
｣
の

入
り
口
に
立
た
さ
れ
て
い
る

(図
2
)。

◎

｢荒
廃
す
る
ア
メ
リ
カ
｣
の
示
唆

一
九
八
〇
年
代
当
初
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
三
〇
年

代
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
よ
り
大
量
に
建
設
さ
れ
た

道
路
構
造
物
の
高
齢
化
が
進
み
、
例
え
ば
、
橋
梁
の
約
三

七
%
が
建
設
後
四
〇
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
状
況
で
あ

っ
た
。
一
方
、
維
持
管
理
費
を
含
む
資
本
的
経
費
の
推
移

は
、
実
質
換
算
額
で
は
一
九
六
八
年
以
降
減
少
の
一
途
を

た
ど
り
、
一
九
七
九
年
に
は
最
大
で
あ
っ
た
一
九
六
八
年

の
ほ
ぼ
二
分
の
一
の
水
準
ま
で
減
少
し
た
。
こ
の
結
果
、

一
九
八
三
年
に
は
橋
梁
の
約
四
五
%
に
何
ら
か
の
欠
陥
が

存
在
す
る
な
ど
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
荒
廃
を
招
く
こ
と
と

な
っ
た
。

当
時
出
版
さ
れ
た

｢荒
廃
す
る
ア
メ
リ
カ
｣
で
は
、
道

議増
委
副
委

員 長 岡村 甫 高知工科大学学長
副委員長 渡邊 英一 京都大学大学院工学研究科土木工学専攻教授
委 員 藤野 陽三 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻教授

三木 千寿 東京工業大学理工学研究科土木工学専攻教授
(現 東京工業大学工学部長)

田村 武 京都大学大学院工学研究科土木工学専攻教授
魚本 他人 東京大学生産技術研究所教授
岩崎 辰郎 日本道路公団技術部調査役
西川 和廣 国土技術政策総合研究所企画部評価研究官

(現 独立行政法人土木研究所企画部長)
行政委員 南部 隆秋 国土交通省道路局国道課課長

(現 国土交通省四国地方整備局長)
金井 道夫 国土交通省道路局有料道路課長
大西 敏夫 日本道路公団保全交通部長
高津 和義 首都高速道路公団保全施設部長
松浦 健二 阪神高速道路公団保全施設部長
高澤 勤 本州四国連絡橋公団保全部長
中村 俊行 国土技術政策総合研究所道路研究部長

(現 国土技術政策総合研究所研究総務官)
岡原葵知夫 独立行政法人土木研究所研究調整官

(現 独立行政法人土木研究所理事)

(平成 14年 11月 14日現在、 敬称略、順不同)
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路
の
機
能
が
著
し
く
低
下
し
、
悪
路
や
欠
陥
橋
梁
の
増
加

に
よ
っ
て
、
経
済
的
･
社
会
的
に
大
き
な
損
失
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
し
、

道
路
の
機
能
の
改
善
を
図
る
た
め
、
全
米
橋
梁
点
検
基
準

が
策
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
悪
化
す
る
財
政
収
支
の
中
、

一
九
八
二
年
に
制
定
し
た
交
通
支
援
法
で
ガ
ソ
リ
ン
税
率

が超縛 ,解職を鱒二三
建設後の経年敢 建設後の鰻年数

出典:国土交通省資料、及び4公団資料

※4公団とは、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、日本道路公団、本州四国連鱗細公団を指す。以下同様。
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図2 高齢化が進む我が国の道路構造物

　　
　

　
坪(平威l3年)

の
引
き
上
げ
等
に
よ
り
道
路
投
資
額
の
拡
充
を
行
い
、
ま

た
、
一
九
九
八
年
の
｢
匁
世
紀
交
通
最
適
化
法
｣
に
よ
り
、

道
路
投
資
額
の
拡
充
と
と
も
に
、
欠
陥
橋
梁
数
が
減
少
す

る
な
ど
、
劣
化
し
た
道
路
施
設
の
再
生
が
進
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
我
が
国
は

｢荒
廃
す
る
ア
メ
リ
カ
｣
を
教
訓

と
し
て
、
｢荒
廃
す
る
日

本
｣
と
し
な
い
た
め
の
政

策
と
技
術
開
発
の
方
向
性

を
明
確
に
打
ち
出
す
シ
ス

テ
ム
が
必
要
で
あ
る

(図

3
)
0

2

提
言
の
要
旨

=

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
導
入
に
よ
る
総
合

的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
構
築

道
路
を
資
産
と
し
て
と

ら
え
、
構
造
物
全
体
の
状

態
を
定
量
的
に
把
握

･
評

価
し
、
中
長
期
的
な
予
測

を
行
う
と
と
も
に
、
予
算

的
制
約
の
下
で
、
い
っ
ど

の
よ
う
な
対
策
を
ど
こ
に

行
う
の
が
最
適
で
あ
る
か

を
決
定
で
き
る
総
合
的
な

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
技
術
者
が
こ
れ
ま

で
蓄
積
し
て
き
た
知
識
や
経
験
を
結
集
し
て
ま
ず
基
本
的

な
枠
組
み
を
つ
く
り
、
次
い
で
そ
の
精
度
を
向
上
さ
せ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
と
る
の
が
よ
い

(図
4

･
5
)
。
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道
路
構
造
物
の
建
設
費
、
供
用
後
の
維
持
費
、
修
繕
費
、

更
新
費
及
び
渋
滞
損
失
や
環
境
影
響
な
ど
を
費
用
化
し
た

法
(2) う 造 こ に 価 と

考 物 に 、 し ら ア
の ラ え を 行 予 、 え セ
確 イ 方 計 う 算 中 、 ッ
、 フ ℃ 面 の 的 長 道 ト

サ 、 ミ ー マ

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

"
｢道
路
を
資
産
と
し
て

と
ら
え
、
道
路
構
造
物
の
状
態
を
客
観
的
に
把
握

･
評

価
し
、
中
長
期
的
な
資
産
の
状
態
を
予
測
す
る
と
と
も

に
、
予
算
的
制
約
の
中
で
い
つ
ど
の
よ
う
な
対
策
を
ど

こ
に
行
う
の
が
最
適
で
あ
る
か
を
考
慮
し
て
、
道
路
構

造
物
を
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
管
理
す
る
こ
と

と
い

②
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
考
慮
す
る
設
計

･
施
工

　 　 　　 　 　
こ て な す に 資
　　　　　　
と 路 を と ･ し
い 構 ど も 評 て
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図 3 荒廃するアメリカの示唆

図 5 道路アセットマネジメントの考え方
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維
持
管
理
の
考
え
方
･
方
針
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システムの体系化 言
方 ン

晶 これによって
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重点的に進めるべき研究分野
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Iケースーの補修方法を選択｣

図6 アセットマネジメント導入による管理の効率化
(LC C最小化) のイメージ

外
部
費
用
を
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
対
象
と
し
、
あ

る
一
定
期
間
の
評
価
期
間
を
設
定
し
て
、
そ
れ
ら
の
合
計

費
用
を
最
小
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
設
計

･
施
工
法

の
確
立
が
重
要
で
あ
る

(図
6
)。

:予防的補修 (LCC最小化)
;補修限界になった時点で補修

ライフサイクルコスト
ケース1 < ケース2

健全度"錘年により構造物の健全度が劣化
繍修により健全度を確保

　 　　

③

構
造
物
の
総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
寄
与
す
る
点

検
シ
ス
テ
ム
の
構
築

構
造
物
の
点
検
は
構
造
物
の
健
全
度
評
価
や
劣
化
予
測

か
ら
対
策
工
事
に
至
る
一
連
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
結
び
つ
け

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

そ
の
場
合
、
膨
大
な
道
路
ス
ト
ッ
ク
を
効
率
的
に
点
検

す
る
た
め
に
、
環
境
条
件
、
交
通
特
性
、
構
造
物
の
劣
化

度
等
に
対
応
し
て
、
適
切
な
点
検

項
目
や
点
検
頻
度
を
定
め
る
こ
と

｢
叫
/

　
　
　
　

　　
　

　

溝
構
造
物
勿管
理
鰯
は
･
備
中

構
造
物
の
劣
化
を
、
構
造
体
と
し

行田Y

て
の
将
来
の
状
態
を
予
測
し
て
対

録

処
す
べ
き
も
の
と
、
表
面
的
な
は

枇
や

く
離

･
は
く
落
な
ど
日
常
の
点
検

点
デ

で
発
見
し
て
速
や
か
に
処
置
す
べ

、

も

き
も
の
に
区
分
し
て
構
築
す
る
必

ぁ

な

な

な

の

　
　
　
　

定

定

客

一

前
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で

の
知
見
と
経
験
を
も
と
に
行
う
予
測
と
全
構
造
物
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
を
有
効
活
用
す
る
体
制
が
必
要
で
あ
り
、
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
画
像
情
報
や
施
工
時
の
デ
ー
タ
を
含
め

た
点
検
結
果
を
全
構
造
物
に
つ
い
て
電
子
化
す
る
と
と
も

に
、
共
通
の
資
産
と
し
て
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る

(図
8
)
。

同

技
術
開
発
と
専
門
技
術
者
の
養
成

総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
基
本
フ
レ
ー
ム

が
構
築
さ
れ
る
と
、必
要
な
専
門
技
術
者
の
レ
ベ
ル
と
数
、

重
点
的
に
進
め
る
べ
き
研
究
分
野
や
技
術
開
発
の
方
向
性

な
ど
、取
り
組
む
べ
き
個
別
の
課
題
が
明
確
に
な
る
の
で
、

必
要
な
専
門
技
術
者
の
養
成
と
技
術
開
発
と
を
積
極
的
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
。

暑品

ン

　
　

　
　

　

　

き
蘂
対さ

ジ

　　　"総
ス

　
　　
　
　

　

　

ト̂

フ
′

　

　　

　　

　 総合的なマネジメントに寄与する点検

そ
の
際
、
技
術
の
ニ
ー
ズ
を
公
開
し
、
民
間
の
技
術
開

発
を
促
す
と
と
も
に
、
新
し
く
開
発
さ
れ
た
技
術
の
正
当

な
評
価
と
積
極
的
な
活
用
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

(図
9
)。

回

支
援
策
と
制
度
の
整
備

我
が
国
の
道
路
網
は
国
民
の
共
有
財
産
で
あ
り
、
基
本

的
な
社
会
資
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
か

ら
市
町
村
道
ま
で
が
一
体
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
っ
て

機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
別
の
道
路
に
つ
い

て
、
総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
た

め
の
新
た
な
支
援
策
と
制
度
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

の
情
報
提
供
と
住
民
参
加

道
路
構
造
物
等
の
現
状
、
道
路
管
理
に
関
す
る
予
算
や

　
　　
　

‐̂
浅
い
劣

　　　　　　

　　　　

　
　　　　

　
　
　
　



そ
の
使
わ
れ
方
、
道
路
管
理
体
制
の
現
状
、
道
路
管
理
に

対
す
る
今
後
の
取
組
み
、
道
路
管
理
の
効
果
、
維
持
修
繕

工
事
の
実
施
時
期
･
箇
所
等
の
予
定
等
に
つ
い
て
、
国
民

に
わ
か
り
や
す
く
情
報
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。さ

ら
に
、
住
民
が
道
路
管
理
の
計
画
策
定
、
実
施
、
評

価
な
ど
に
参
画
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ

り
、
一
層
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
国
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
向
上
さ
せ
る

取
組
み
は
、
い
わ
ゆ
る
道
路
愛
護
の
精
神
も
醸
成
す
る
こ

と
と
な
り
、
よ
り
適
正
な
管
理
を
推
進
す
る
上
で
有
効
な

手
法
に
な
る
。

化鱗鰡繃這

(纖 繞ま等
鯲雛
蝋

蹴黎
湖
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麹
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図 8 道路構造物の劣化予測

三

お
わ
り
に

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
こ
の
提
言
を
踏
ま
え
、
高
度

成
長
期
に
多
数
建
設
さ
れ
た
道
路
構
造
物
の
更
新
時
期
の

平
準
化
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
の
縮
減
等
を
目
指
し
て
、
道

路
の
管
理
手
法
に
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
早
期
に
導

入
す
る
等
、
更
新
時
代
に
対
応
し
た
効
率
的

･
効
果
的
な

道
路
の
維
持
管
理
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。具

体
的
に
は
、
平
成
一
五
年
度
に
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
主
要
道
路
構
造
物

(舗
装
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ

ル
)
を
対
象
と
し
て
、
直
轄
国
道
事
務
所
の
代
表
事
務
所

に
お
い
て
試
行
を
行
い
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
構
築
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
一
六
年
度
以
降
は
、
技

術
開
発
等
に
よ
り
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
精
度
の
向
上
等
を
図

る
と
と
も
に
、
全
国
の
直
轄
国
道
事
務
所
へ
展
開
を
図
る

予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
く
上

で
の
基
礎
と
な
る
、
道
路
構
造
物
の
点
検
、
健
全
度
評
価
、

劣
化
予
測
等
の
各
段
階
に
お
い
て
非
破
壊
点
検
手
法
を
含

め
た
高
精
度
で
効
率
的
な
技
術
開
発
と
新
た
な
技
術
の
積

極
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

[今後必要となる技術]

△ 環境や耐用年数に応じた設計を可能とする耐久設計の導入 ‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品質施工管理 ･検査技術の高度化
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施
策
の
必
要
性

路
上
工
事
は
、
舗
装
や
橋
梁
の
補
修
な
ど
、
道
路
本
体

の
維
持
修
繕
を
行
う
工
事

(道
路
工
事
)
の
み
な
ら
ず
、

道
路
上
も
し
く
は
地
下
の
空
間
を
占
用
し
て
い
る
電
力

線

･
電
話
線

･
上
下
水
道
･
ガ
ス
管
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
敷
設
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
に
行
わ
れ
る
工
事

(占

用
工
事
)
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
人
々
の
生
活
に
直
結
し

た
必
要
不
可
欠
な
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
路
上
工
事
に
対
し
て
は
道
路
ユ
ー
ザ
か
ら
の
不
満
の

声
が
高
く
、
｢
い
つ
も
同
じ
場
所
で
工
事
を
行
っ
て
い
る
。

｢年
末

･
年
度
末
に
な
る
と
路
上
工
事
の
数
が
多
く
な

る
。｣
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
状
を
見

る
と
、
東
京
二
三
区
の
場
合
、
平
成
四
年
度
に
比
較
し
て

平
成

一
三
年
度
の
路
上
工
事
の
件
数
は
半
減
し
て
い
る

(図
1
参
照
)。
さ
ら
に
、
路
上
工
事
の
内
訳
を
見
る
と
、

東
京
二
三
区
の
場
合
、
約
四
分
の
三
が
電
気

･
ガ
ス
･
上

下
水
道
な
ど
の
占
用
工
事
が
占
め
て
い
る

(図
2
参
照
)

路
上
工
事
も
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
決
し
て
同
じ
よ
う
な

工
事
を
繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
路
上
工
事
に
対
す
る
道
路
利
用
者
か
ら
の
不
満
の
声

は
、
な
お
依
然
と
し
て
大
き
い
の
は
、
路
上
工
事
が
都
市

部
の
道
路
交
通
に
工
事
渋
滞
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に

起
因
し
て
お
り
、
更
な
る
路
上
工
事
の
削
減
、
及
び
路
上

工
事
の
実
施
状
況
に
対
す
る
道
路
利
用
者
へ
の
適
切
な
情

報
提
供
の
実
施
等
に
対
す
る
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
路
上
工
事
縮
減
に

対
す
る
国
土
交
通
省
の
取
組
み
に
関
し
て
紹
介
す
る
。
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図 1 東京2 3区の路上工事件数の推移



図 2 東京2 3区の路上工事の内訳 (H 13 )

醜

施
策
の
ポ
イ
ン
ト
･
概
要

1

共
同
施
工
･
集
中
工
事
の
実
施

道
路
管
理
者
-
占
用
企
業
者
等
が
同
じ
ポ
イ
ン
ト
で
の

掘
り
返
し
を
、
同
一
時
期
に
一
斉
に
行
う
共
同
施
工
、
及

び
一
{疋
の
区
間
･
区
域
を
定
め
て
、
そ
の
範
囲
内
で
集
中

的
に
工
事
を
実
施
す
る
集
中
工
事
を
推
進
す
る
。
ど
ち
ら

も
、
工
事
期
間
を
集
中
し
、
何
度
も
掘
り
返
し
を
行
う
こ

と
を
抑
制
す
る
こ
と
で
全
体
と
し
て
の
施
工
期
間
の
短
縮

を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
関
係
者
間
の
調
整
が
必
要

で
あ
る
が
、
大
都
市
圏
で
は
実
績
が
あ
り
、
今
後
さ
ら
に

推
進
す
る
。

2

新
技
術
の
導
入

(非
開
削
工
法
の
導
入
)

路
上
工
事
実
施
に
伴
う
、
車
道
部
や
歩
道
部
へ
の
交
通

の
影
響
を
軽
減
す
る
よ
う
な
新
工
法
の
導
入
を
推
進
す

る
。
新
工
法
の
例
と
し
て
非
開
削
工
法
が
あ
る

(図
3
参

歩道のマンホ-ルから老朽管を補強

図 3 非開削工法のイメ

　　
　

り
き

　
　

　
　
　

照
)。
こ
れ
に
は
歩
道
の
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
工
事
を
行
う

こ
と
で
車
道
部
へ
の
交
通
規
制
を
行
わ
ず
に
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
等
の
整
備
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
う
工
法
等
が
あ
る
。

東
京
都
で
は
平
成
一
三
年
度
に
合
計
二
〇
七
件
の
導
入
実

績
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
新
工
法
の
導
入
を
更
に
促
進
す

る
。

共同溝蛙錨後

図 4 共同溝の整備イメージ

鑓持橇理ができ寮す ; 塗 ら

3

共
同
溝
整
備
の
推
進

共
同
溝
は
電
力
線
、
上
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
通
信
線

等
を
収
容
す
る
空
間
で
あ
り
、
共
同
収
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備

･
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
に
よ

る
路
上
工
事
を
恒
久
的
に
縮
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
災
害
等
に
対
す
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
保
護
や

ライフラインが
バラバラに地中に



そ
の
後
の
復
旧
を
早
期
に
進
め
る
上
で
も
有
効
で
あ
る

(図
4
参
照
)。
昭
和
三
人
年
に

｢共
同
溝
の
整
備
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
｣
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、
本
格
的
な
整

備
が
な
さ
れ
、
平
成
一
五
年
度
末
ま
で
に
全
国
で
約
五
一

〇
如
が
整
備
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
し
て
整

備
を
推
進
す
る
。

4

掘
削
規
制
区
間
の
拡
大

こ
れ
は
一
度
掘
削
を
行
っ
た
場
所
に
関
し
て
は
、
五
年

間
は
同
じ
場
所
の
掘
削
を
原
則
認
め
な
い
と
い
う
従
来
の

施
策
を
線
的
に
拡
大
し
、
路
上
工
事
を
行
っ
た
地
点
を
含

む
主
要
交
差
点
間
に
お
い
て
掘
削
規
制
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
施
策
実
施
に
よ
っ
て
、
同
じ
場
所
を
掘
削
し
て

い
る
と
い
う
従
来
の
路
上
工
事
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
払

拭
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
一
主
要
交
差
点
間
の
工
事
が
集

中
化
･
効
率
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
路
上
工
事
縮
減
を
も

図
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
四
年
度
内
に
東
京
都
内
で
試

行
的
に
実
施
し
、
平
成
一
九
年
度
ま
で
に
は
全
国
の
直
轄

国
道
で
実
施
す
る
方
針
で
あ
る
。

5

｢掘
り
返
し
対
策
重
点
エ
リ
ア
｣
(面
的
集
中
工

事
十
掘
削
規
制
の
一体
的
実
施
地
区
)
の
選
定

都
市
内
の
幹
線
道
路
等
に
囲
ま
れ
た
区
域
を
指
定
し
、

当
該
区
域
内
の
幹
線
道
路
に
関
し
て
は
、
面
的
集
中
工
事

を
実
施
し
た
後
、
緊
急
工
事
等
を
除
き
、
原
則
と
し
て
路

上
工
事
を
規
制
す
る
施
策
で
あ
る
。
集
中
的
に
実
施
す
る

指群区間内璽蟹舘工岬以外の工事の制限
(制限時に実施される工事については、

l " ‐　　　　　　L施策の効果 }
　　　　

　　　　

工事期間の短縮に伴う交通規制日数の舘 □',乱國れせき ‐ . , .. - -減、それによる路上工事渋滞の緩和

②掘削規制による掘り返しイメージの払拭

図 5 掘り返し対策重点エリア (名古屋での試行イメージ)

こ
と
に
よ
る
作
業
の
効
率
化
が
図
ら
れ
、
工
事
日
数
の
縮

減
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
よ
り
面
的
集
中
工
事
の

実
施
例
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
掘
削
規
制
期
間
を
設
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
路
上
工
事
の
効
率
化
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
同
じ
区
間
を
何
度
も
掘
り
返
し
て
い
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
改
善
す
る
こ
と
も
目
指
し
て
い
る
。
前
述
の

掘
削
規
制
の
拡
大
が
線
的
に
路
上
工
事
の
縮
減
を
図
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
｢掘
り
返
し
対
策
重
点
エ
リ
ア
｣

は
区
域
を
指
定
し
て
、
面
的
に
路
上
工
事
の
縮
減
を
図
る

こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
平
成
一
四
年
度
内
に
名
古
屋

市
で
試
行
的
に
実
施
し
た
。
(図
5
参
照
)
平
成
一
五
年

度
は
東
京
二
三
区
内
に
四
地
区
を
選
定
し
て
い
る
(表
1
、

図
6
参
照
)。
今
回
選
定
さ
れ
た
四
地
区
に
お
い
て
は
、

平
成
一
五
年
度
内
の
一
定
期
間
に
面
的
集
中
工
事
を
行
っ

た
後
、
平
成
一
六
年
度
か
ら
五
年
間
は
緊
急
工
事
以
外
の

掘
り
返
し
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
る
。
四
地
区
に
お
い
て

面
的
集
中
工
事
と
掘
削
規
制
の
対
象
と
な
る
幹
線
道
路
｢

(直
轄
国
道
及
び
都
道
)
は
合
計
一
四
路
線
、
約
二
二
m
、

対
象
エ
リ
ア
の
面
積
は
合
計
一
、
o
o
o
m

(日
比
谷
公

園
の
約
六
五
倍
)
と
な
る
。
そ
の
他
、
大
阪
市
及
び
名
古

屋
市
を
中
心
に
実
施
箇
所
を
拡
大
す
る
方
針
で
あ
る
。

6

路
上
工
事
実
施
日
時
管
理
の
徹
底

前
述
の
二
つ
の
施
策
は
路
上
工
事
の
数
を
縮
減
す
る
、

い
わ
ば

｢量
的
縮
減
｣
の
施
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
路

上
工
事
に
伴
う
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
有
効
に
推
進
す
る
た

め
に
は
、
交
通
量
の
多
い
日
時
に
お
け
る
路
上
工
事
を
特

に
厳
し
く
縮
減
す
る
、
い
わ
ば
施
策
の

｢質
的
向
上
｣
が

必
要
で
あ
る
。
道
路
管
理
者
と
占
用
企
業
者
等
が
行
う
協

議
会
等
の
場
を
活
用
し
て
、
一
定
以
上
の
交
通
量
を
示
す

日
時
に
お
け
る
路
上
工
事
の
縮
減
を
働
き
か
け
る
方
策
を

推
進
す
る
。
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表 1 平成15年度掘り返し対策重点エリア

番号 地区名 路線名 翻 延長(km)

① 区
区
地

川
延

品
中

国道1号 戸越三~松原橋 l.8
中原街道 平塚橋~南千束 l･7
環七通り 携 1.6

②
区
撻

畑
蹴
趾
継

国道1号
絶
鸚

国道1 5号 大森海岸駅前~大森町駅前 弱
環七通り 松原橋~大森東 3,3
池上通り 糊糠 穏

③ 区地
区
楯

東
草

台
浅

国道6号 謝溌 第
婿国通り 田神東~糒草淺 鰓
蔵前橋通り せ鮒 第
清洲橋通り せ鰔 第

④ 千代田区 .
外神田地区

国道1 7号 一湯町郷 u
蔵前橋通り 曄神~島湯 第
中央通り 欄獺 鰤

集中工事後は、緊急工事を除き、 6年間の掘り返し規制を実施

、急工事】
交通事故の防止等の観点から緊急に実施する必要のある工事
道路陥没、水 ･ガス漏れ等に対する緊急工事
住宅 ･ビル等への引き込み工事

は

防
水
等

後

の

、
ル

事
跿
故
没
ビ

　
　
　

　

　
　
　
　

急
蝸
圃
室

　
　
　
　

※
【
①
②
③

.-凡例一
鬮翻:醐約餓中工繃纂繃地圏
　　　　　　　　　　　　　　　

髀辱戴概竿震禦中北亭嬬瓣舘覇
　 　　 　 　

7

情
報
提
供
の
充
実

=

広
報
媒
体
を
通
じ
た
路
上
工
事
情
報
提
供
の
充
実

路
上
工
事
に
伴
う
工
事
渋
滞
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、

路
上
工
事
の
削
減
と
同
時
に
、
路
上
工
事
に
関
す
る
情
報

提
供
を
行
い
、
事
前
に
工
事
箇
所
を
回
避
す
る
よ
う
ド
ラ

イ
バ
ー
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
路
上
工
事

に
関
す
る
情
報
提
供
は
従
来
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
が
、
さ

ら
に
効
果
を
高
め
る
よ
う
、
テ
レ
ビ
･
ラ
ジ
オ
･
新
聞
広

告
等
を
通
じ
た
情
報
提
供
や
路
上
工
事
情
報
を
提
供
す
る

事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
や
す
く
改
良
す
る
な

ど
、
広
報
媒
体
を
利
用
し
た
情
報
提
供
の
充
実
を
行
う
。

平
成
一
四
年
度
に
お
い
て
は
、東
京
二
三
区
内
に
お
い
て
、

三
一月
~
三
月
の
年
度
末
の
期
間
中
、
毎
月
一
回
、
新
聞

紙
面
を
活
用
し
た
路
上
工
事
の
情
報
提
供
を
行
っ
た

(図

7
参
照
)。
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き
、
路

上
工
事
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
。

㈱

路
上
工
事
看
板
の
改
善

路
上
工
事
に
対
す
る
批
判
に
は
、
件
数
が
多
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
批
判
と
同
時
に
、
各
箇
所
に
お
け
る
路
上

工
事
の
内
容

･
実
施
理
由
･
実
施
期
間
が
不
明
確
で
あ
る

た
め
に
、
不
要
な
工
事
を
実
施
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
批
判
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
各
路

上
工
事
箇
所
に
設
置
さ
れ
る
路
上
工
事
看
板
を
改
良
し
、

上
記
内
容
を
明
確
か
つ
分
か
り
や
す
く
道
路
利
用
者
に
告

知
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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施
策
の
目
標

路
上
工
事
の
縮
減
を
徹
底
す
る
た
め
に
ア
ウ
ト
カ
ム
指

標
と
し
て

｢路
上
工
事
時
間
｣
を
設
定
し
た
。
こ
れ
は
年

間
一
如
あ
た
り
の
路
上
工
事
に
伴
う
交
通
規
制
時
間
を
表

し
て
い
る
。
な
お
、
現
況
値
は
直
轄
国
道
全
線
平
均
で
約

二
七
五
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
二
蹴
走
る
と
一
件
の
工

事
に
遭
遇
す
る
割
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
成
一
五
年
度
~

一
九
年
度
の
五
年
間
を
か
け
て
二
割
縮
減
す
る
。
前
述
の

よ
う
な
路
上
工
事
の
合
理
化
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、

路
上
工
事
に
よ
る
交
通
渋
滞
を
緩
和
し
、
現
在
の
道
路
イ

ン
フ
ラ
の
更
な
る
有
効
活
用
を
図
る
。

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　

藁薙離雛灘贓鱗護 総剛いい
　

0
1月奮5日@ ~ 2月2 8日◎
夜9:00 ~ 朝6 :00
国毬賤区亀戸地区織中工駐
　　　　　　　　　　　　

回餓戲区融鴎地区館中工事
　　　　　　　　　　　　　　

事
範

　
　　

　
　
　　

‘

㈲=日
義
a

ゞ
対
,

瞬
い

図 7 路上工事に関する情報提供例 (新聞紙上における情報提供 (平成15年 1月掲載))
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ダ
イ
ス
ケ
"路
政
課
･
先
輩
係
員

や
す
お

"路
政
課

･
後
輩
係
員

や
す
お

ダ
イ
ス
ケ
さ
ん
、
今
、
国
会
で
審
議
中
の
本
州

四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め

に
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
な
ん
で
す
が
、
今
ま
で
他
に
、
公
団

等
の
債
務
処
理
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は

あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
?

ダ
イ
ス
ケ

う
ん
、
他
に
公
団
等
の
債
務
処
理
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
法
律
と
し
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算

事
業
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
九

年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律

(平
成
九
年
法
律
第
七
十
三
号
)、
日
本
国
有
鉄

道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律

(平

成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
)
、
国
有
林
野
事
業
の
改

革
の
た
め
の
特
別
措
置
法

(平
成
十
年
法
律
第
百
三
十

四
号
)
、
石
油
公
団
法
及
び
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
廃

止
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
三
号
)

等
が
あ
る
よ
o

や
す
お

へ
ぇ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。
そ
れ
ら
は
具
体
的

に
ど
う
い
っ
た
債
務
処
理
の
内
容
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
法
律
と
同
様
、
政
府
が

公
団
等
の
長
期
借
入
金
及
び
債
券
に
係
る
債
務
を
承
継

す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

い
や
、
必
ず
し
も
、
こ
れ
ら
の
法
律
す
べ
て

が
、
政
府
が
公
団
等
の
長
期
借
入
金
及
び
債
券
に
係
る

債
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
、
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
。
で
も
、
条
文
の
書
き
ぶ
り

な
ど
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ね
。

や
す
お

ダ
イ
ス
ケ
さ
ん
、
今
回
政
府
が
公
団
か
ら
承
継

す
る
債
務
は
、
約
一
･
三
四
兆
円
が
予
定
さ
れ
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
法
は
承
継
額
に
つ
い
て
は
特
に

規
定
し
て
ま
せ
ん
が
。

ダ
イ
ス
ケ

う
ん
、
確
か
に
法
第
二
条
第
一
項
は
、
｢政

府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に

お
け
る
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
長
期
借
入
金
及
び
本

州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務
で
政
令
で
定
め
る
も

の
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。｣
と
し
て
お
り
、

特
に
そ
の
承
継
額
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
で
も
、

法
は
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
、
｢
政
令
で
定
め
る
債

務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、

そ
の
余
の
債
務
を
着
実
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
定
め
る
｣
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
公
団
の
債

務
を
確
実
に
償
還
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
条
件

(現

行
の
出
資
を
平
成
三
四
年
度
ま
で
一
〇
年
間
延
長
す

る
、
将
来
の
調
達
金
利
は
年
四
%
と
す
る
等
)
を
前
提

と
す
る
と
、
現
在
の
公
団
の
債
務
約
三
･
八
兆
円
の
う

ち
、
約
一
･
三
四
兆
円
の
有
利
子
債
務
を
切
り
離
す
必

要
が
あ
り
、
そ
れ
で
、
今
回
政
府
と
し
て
、
公
団
か
ら

有
利
子
債
務
約
一
･
三
四
兆
円
を
承
継
す
る
こ
と
と
し

た
ん
だ
。
昨
年

(平
成

一
四
年
)

三
一月
三

一目
の

｢政
府
･
与
党
申
し
合
わ
せ
｣
に
お
い
て
も
本
州
四
国

連
絡
橋
公
団
の
債
務
処
理
等
に
関
し
て
、
｢有
利
子
債

務
の
一
部

(約
一
･
三
兆
円
)
を
切
り
離
し
、
国
の
道

路
特
定
財
源
に
よ
り
早
期
に
処
理
す
る
｣
こ
と
が
決
定

さ
れ
て
い
る
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。
で
、

ダ
イ
ス
ケ
さ
ん
、
今
後
、
そ
の
一
･
三
四
兆
円
に
つ
い

て
は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
償
還
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
?

ダ
イ
ス
ケ

今
回
、
政
府
が
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
債
務

(約
一
･
三
四
兆
円
)
の
償

還
に
つ
い
て
は
、
道
路
特
定
財
源

(自
動
車
重
量
税
の
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債
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の
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を
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一
部
)
を
充
て
て
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
平
成
一
九
年

度
ま
で
の
五
箇
年
間
を
目
途
に
早
期
に
処
理
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
五
年
度
に
関
し
て
は
、

先
日
成
立
し
た
平
成
一
五
年
度
予
算
に
お
い
て
、約
二
、

二
四
五
億
円
が
債
務
の
償
還
に
充
て
る
経
費
と
し
て
計

上
さ
れ
て
い
る
よ
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
で
ダ
イ
ス
ケ
さ
ん
。
今
回
、

利
息
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

ダ
イ
ス
ケ

う
ん
、
利
息
に
つ
い
て
は
、
長
期
借
入
金
に

係
る
も
の
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
も
の
両

方
に
つ
い
て
、
法
の
施
行
日
前
に
既
に
そ
の
支
払
期
限

が
到
来
し
て
い
る
も
の
は
承
継
し
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
ん
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
ま
だ
支
払
期
限
が
到
来
し
て

い
な
い
利
息
に
つ
い
て
は
政
府
が
承
継
す
る
こ
と
に
な

る
ん
だ
。

や
す
お

あ
と
、
第
三
条
第
一
項
に
つ
い
て
お
伺
い
し
た

い
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
複
雑
な
規
定
に
な
っ
て
ま
す

よ
ね
。

ダ
イ
ス
ケ

そ
う
だ
ね
。
除
い
た
り
除
か
な
か
っ
た
り
ち

ょ
っ
と
複
雑
か
も
ね
。
こ
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
な

ん
だ
け
ど
、
政
府
が
承
継
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券

に
つ
い
て
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
を
通
じ
て
償

還
す
る
こ
と
、
事
務
の
取
扱
い
を
日
本
銀
行
に
一
元
化

す
る
こ
と
な
ど
、国
債
と
同
様
の
取
扱
い
を
行
う
た
め
、

原
則
と
し
て
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
、
本
州
四

国
連
絡
橋
公
団
法
は
適
用
し
な
い
こ
と
が
必
要
な
ん

だ
。
け
れ
ど
も
、
債
権
者
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
一
部

の
事
項
に
つ
い
て
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
せ
ず
、

ま
た
は
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
の
規
定
を
適
用
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
ん
だ
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
。

ダ
イ
ス
ケ

そ
う
い
え
ば
、
や
す
お
君
は
今
度
、
国
会
に

研
修
に
行
く
ら
し
い
ね
。
こ
の
法
律
案
が
、
国
会
に
お

い
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
審
議
さ
れ
て
い
る
か
、
し
っ

か
り
見
て
く
る
と
い
い
よ
。

や
す
お

は
い
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
き
た
い
と
思
い
ま

す
!(※

そ
の
後
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て

緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
は
、
や

す
お
の
研
修
中
で
あ
る
四
月
二
五
日
に
可
決

･
成

立
、
五
月
一
日
に
公
布
、
五
月
十
二
日
に
施
行
さ
れ

た
。)

○
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律

(趣
旨
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

(以
下
｢公
団
｣
と
い

う
。)
の
危
機
的
な
財
務
状
況
に
か
ん
が
み
、
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽

減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置
と

し
て
、
政
府
に
ょ
る
公
団
の
債
務
の
承
継
に
関
す
る
特
別
措
置
に
つ
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
一
般
会
計
に
ょ
る
債
務
の
承
継
)

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に
お
け

る
次
に
掲
げ
る
公
団
の
債
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
一
般
会
計
に

お
い
て
承
継
す
る
。

一

長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
息

(こ
の
法

律
の
施
行
の
日

(以
下

｢施
行
日
｣
と
い
う
。)
以
前
に
発
生
し
て
い

る
利
息
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。)
に
係
る
債
務

二

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務

(施
行
日
前
に
支
払
期
が
到

来
し
た
利
息
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

2

前
項
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽

減
に
よ
り
、
そ
の
余
の
債
務
を
着
実
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ょ

う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(国
債
に
関
す
る
法
律
の
適
用
等
)

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
承
継
す
る
債
務
に
係
る
本
州
四
国

連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法

(明
治
三
十

九
年
法
律
第
六
号
。
第
二
条
第
二
項
を
除
く
。)、
国
債
に
関
す
る
法
律

(明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
。
第
六
条
及
び
第
八
条
を
除
く
。)

そ
の
他
の
法
令
中
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
、
本
州
四
国
連
絡
橋

公
団
法

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
三
十
八
条

(第
四
項

及
び
第
五
項
を
除
く
。)
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

前
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
で
あ
っ
て
前
条
の
規
定
に

よ
る
承
継
の
際
現
に
社
債
等
登
録
法

(昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
)



こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
継
の

時
に
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
機
関
は
、
当
該
登
録
の
抹
消
を
行
う
と

と
も
に
、
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
事
項
を
日
本
銀
行
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

3

日
本
銀
行
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け

た
事
項
の
登
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
国
債
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

登
録
と
み
な
す
。

5

第

一
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
承
継
の
日
以
後
二
週
間
、
国
債
の
登
録

(相
続
、
遺
贈
、

合
併
、
強
制
執
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
る
移
転
の
登
録

を
除
く
。)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
債
の
登
録
の
除
却
に
つ

･ 驚 い を 合 規
5

登
4

た
3

の と
て 除 併 定 第 録 前 事 日 と も

、 も く 、 に - と 項 項 本 す に
、 J 強 よ 項 み の の 鋳 る

該
は 理を聟ゑ嶺奪墾獲得 o 当

　 　　　　　　　　　　 　

蘂 孑 そ の す よ け 前

平成14年12月12日(木)
｢道路関係四公団の民営化について｣ 政府 ･与党申し合わせ (抄)

2 . 平成馬年度予算に関連する事項
の 本州四国連絡橋公団の債務処理等

有利子債務の一部(約1. 3兆円)を切り離し、国の道路特定財源
により早期に処理するとともに、 国及び地方による出資の期間を

平成34年度まで10年間延長することにより、将来における国民負
担の膨張を避けるとともに、現行料金の引上げを前提とせずに本
四架橋としての自立的経営を可能なものとする。 (後略)

債 務 約 3 . 8 兆円
出資金 約 0 . 9 兆円
計 約 4 . 7 兆円

債務の切り離し

国翹臨月会計鱈瞳 離れ朧隠 秘洲
H 1 5出資金 8 0 0 億円

　　　　　
　　 　　　　

全体予算額 約 1 , 4 7兆円 (利払い含む)
H 1 5 年度予算額 2 , 2 4 5億円

本州四国連絡橋公団債務の処理スキーム



道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

あ
そ
こ
の
交
差
点
に
で
す
ね
、
広
告
を
設
置
し
た
い

と
い
う
相
談
が
来
て
る
ん
で
す
が

!

坂
上
係
員

ど
ん
な
内
容
な
の
?

大
野
係
員

な
ん
か
、
交
差
点
全
体
を
ふ
さ
ぐ
よ
う
な
感
じ
で
広

告
塔
を
建
て
た
い
と
の
こ
と
な
ん
で
す
。

(と
あ
る
日
の
夕
方
ー

。)

渡
邊
課
長

大
野
君
も
来
て
か
ら
二
年
目
に
な
っ
た
ん
だ
ね
え
。

一
年
間
の
慰
労
も
兼
ね
て
、
今
日
は
仕
事
が
終
わ
っ
た

ら
食
事
で
も
行
こ
う
か
。

大
野
係
員

本
当
で
す
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
い
で

と
言
っ
て
は
何
で
す
が

!

渡
邊
課
長

分
か
っ
て
い
る
よ
。
御
馳
走
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

ま
あ
、
あ
ま
り
高
い
も
の
は
無
理
だ
け
ど
ね
。
例
の
多

国
籍
料
理
の
店
に
す
る
か
な
。
ど
う
か
な
、
大
野
君
。

坂
上
係
員

課
長
!

三
年
目
の
私
は
、
誘
っ
て
く
れ
な
い
ん
で

す
か
。
私
も
一
年
間
が
ん
ば
っ
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
ひ

ど
い
で
す
。

渡
邊
課
長

当
然
、
誘
う
つ
も
り
で
い
た
よ
。
坂
上
さ
ん
も
一
年

間
、
大
野
君
の
指
導
、
ご
苦
労
様
で
し
た
。

坂
上
係
員

坂
上
係
員

交
差

あ
っ
、
す
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
話
を
最
後
ま
で
聞
か

な
く
て
。

渡
邊
課
長

分
か
っ
た
な
ら
、
今
あ
る
仕
事
を
さ
っ
さ
と
か
た
づ

け
て
な
い
と
、
お
い
て
行

っ
ち
ゃ
う
ぞ
。
急
い
で
急
い

で
。

坂
上
係
員
･
大
野
係
員

は
い
!

(食
事
が
終
わ
っ
て
、
そ
の
帰
り
道
)

坂
上
係
員
･
大
野
係
員

課
長
、
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。

渡
邊
課
長

お
粗
末
様
で
し
た
。
ん
っ
、
ど
う
し
た
ん
だ
い
、
大

野
君
。

大
野
係
員

交
差
点
全
部
?

渡
邊
課
長

ま
あ
ま
あ
、
今
日
は
、
楽
し
い
食
事
会
だ
っ
た
し
、

こ
ん
な
場
所
で
は
、
ち
ゃ
ん
と
話
も
聞
け
な
い
だ
ろ
。

大
野
君
も
明
日
、
ち
ゃ
ん
と
坂
上
さ
ん
に
相
談
し
た
ら

ど
う
か
な
?

坂
上
係
員

明
日
ち
ゃ
ん
と
相
談
に
く
る
の
よ
。
分
か
っ
た
大
野

君
。

大
野
係
員

(何
か
、
張
り
切
っ
て
い
る

!
)
分
か
り
ま
し

た
。
明
日
相
談
し
ま
す
。

(次
の
日
)

大
野
係
員

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

渡
邊
課
長



お
は
よ
う
。

大
野
係
員

あ
っ
、
坂
上
さ
ん
、
お
は
:

o

坂
上
係
員

待
っ
て
た
わ
よ
、
大
野
君
!

昨
日
の
話
の
続
き
!

大
野
係
員

は
い

(目
が
燃
え
て
る

!

)。
え
っ
と
、
昨
日
、

交
差
点
で
広
告
塔
を
建
て
た
い
と
言
う
相
談
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
ま
で
話
し
ま
し
た
よ
ね
。
そ
れ
も
交
差
点
を
全

て
覆
う
よ
う
な
形
で
。

坂
上
係
員

そ
れ
は
、
昨
日
聞
い
た
わ
。
そ
れ
で
大
野
君
は
、
ど

う
考
え
て
い
る
の
?

大
野
係
員

ま
ず
は
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第
百
万
の
広
告
塔
に

は
該
当
す
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
路
上
広

告
物
の
占
用
許
可
基
準
に
よ
っ
て
、
道
路
が
交
差
す
る

場
所
や
連
結
す
る
場
所
は
、
路
上
広
告
物
の
禁
止
場
所

に
な
り
ま
す
か
ら
、占
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
断
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

坂
上
係
員

い
い
と
こ
ろ
ま
で
行

っ
て
い
る
わ
ね
。
で
も
、
も
う

ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
。

大
野
係
員

色
々
な
通
達
を
見
た
ん
で
す
が
ー

坂
上
係
員

し
ょ
う
が
な
い
わ
ね
。
ヒ
ン
ト
を
あ
げ
る
わ
。
い

い
?

道
路
法
第
三
十
三
条
第
一
項
は

｢政
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
｣
道
路
管
理
者
は
占

用
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の

よ
。
関
係
政
令
は
ち
ゃ
ん
と
見
た
の
?

大
野
係
員

そ
っ
か
、
基
本
に
帰
れ
と
言
う
こ
と
で
す
ね
。
す
い

ま
せ
ん
。
早
速
見
て
み
ま
す
。

坂
上
係
員

初
歩
よ
、
初
歩
!

(ま
だ
ま
だ
ね
。
こ
の
子
も
)

(し
ば
ら
く
し
て
)

大
野
係
員

あ
り
ま
し
た
。
道
路
法
施
行
令
第
十
条
第
二
項
で
す

ね
。

坂
上
係
員

正
解
よ
。
こ
の
場
合
、
占
用
を
予
定
し
て
い
る
場
所

が
道
路
の
交
差
点
を
予
定
し
て
こ
と
に
な
る
か
ら
、
道

路
施
行
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
の
で
、

占
用
許
可
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
。

(こ
の
項
続
く
)

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可

基
準
に
つ
い
て
(昭
和
四
十
四
年
八
月
二
十
日
付
け
建
設
省
道
政
発

第
五
十
二
号
)

道
路
法
施
行
令

第
十
条

(略
)

2

道
路
が
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所
の
地
上
に

は
、
占
用
物
件
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
線
及
び

電
柱
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



倉
敷
市
道
街
路
樹
自
動
車
衝
突
事
故
損
害
賠
償
請

求
事
件

〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
三
年
八
月
二
三
日

岡
山
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

1

事
件
の
概
要

原
告
の
被
用
者
が
普
通
貨
物
自
動
車

(以
下
｢本
件
車

両
｣
と
い
う
。)
を
運
転
し
て
市
道
を
走
行
中
、
対
向
車

を
や
り
過
ご
そ
う
と
し
て
車
道
左
側

(路
肩
側
)
に
寄
っ

た
と
こ
ろ
、
街
路
樹
の
枝
が
車
道
に
張
り
出
し
て
い
た
た

め
、
本
件
車
両
の
荷
台
ア
ル
ミ
箱
が
こ
れ
に
衝
突
し
、
さ

ら
に
本
件
車
両
が
前
方
の
街
路
樹
に
衝
突
し
て
損
傷
し

た
。原

告
は
、
本
件
事
故
は
、
本
件
市
道
上
の
街
路
樹
の
設

置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
被
告
市
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
。
(請
求
額
…
四
三
六

万
九
、
三
五
〇
円
)

2

被
告
市
の
主
張

街
路
樹
の
枝
が
車
道
に
張
り
出
し
て
い
た
こ
と
は
な
く
、

過
去
五
年
間
に
街
路
樹
の
枝
が
通
行
の
邪
魔
に
な
る
と
の

苦
情
を
受
け
た
こ
と
も
な
い
。
本
件
事
故
は
、
本
件
車
両

が
街
路
樹
に
一
方
的
に
衝
突
し
た
た
め
に
発
生
し
た
も
の

で
あ
り
、
運
転
者
の
一
方
的
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
被
告
市
に
は
、
街
路
樹
の
設
置
又
は
管
理
に
つ

き
瑕
疵
は
な
く
、国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
責
任
は
な
い
。

3

事
実

①

本
件
市
道
は
、
北
東
方
面
か
ら
南
西
方
面
へ
走
る
道

路
中
央
線
の
表
示
の
な
い
ほ
ぼ
直
線
の
道
路
で
あ
り
、

東
側
に
は
用
水
路
、
西
側
に
は
工
場
敷
地
が
あ
り
、
制

限
速
度
は
時
速
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
規
制
さ
れ
て
い

る
o

②

本
件
車
両
の
荷
台
ア
ル
ミ
箱
が
衝
突
し
た
箇
所
の
車

道
幅
員
は
、
約
三
･
八
二
メ
ー
ト
ル
、
道
路
東
側
の
路

肩
の
幅
は
、
約
一
･
四
六
メ
ー
ト
ル
、
街
路
樹
は
外
側

線
か
ら
約
一
･
0
二
メ
ー
ト
ル
隔
て
た

路
肩
上
に
植

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
車
両
が
衝
突
し
た
箇
所

の
車
道
幅
員
は
、
約
三
-
九
〇
メ
ー
ト
ル
、
路
肩
幅
及

び
外
側
線
か
ら
街
路
樹
ま
で
の
距
離
に
つ
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ

一
･
四
三
メ
ー
ト
ル
、
0

･
九

一
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
。

③

街
路
樹
は
、
本
件
市
道
の
東
側
の
路
肩
上
に
約
一
五

メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
植
え
ら
れ
て
お
り
、
高
さ
は
五
~

七
メ
ー
ト
ル
、
幹
は
二
0
~
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

枝
も
相
当
程
度
の
太
さ
が
あ
る
。

本
件
事
故
現
場
付
近
の
街
路
樹
に
は
、
幹
が
車
道
側

に
傾
い
て
い
る
も
の
や
、
枝
が
車
道
の
方
に
向
か
っ
て

突
き
出
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
道
路
東
側

の
外
側
線
上
に
か
か
り
そ
う
な
も
の
も
み
ら
れ
る
。

被
告
は
、
年
二
回
な
い
し
三
回
、
業
者
に
委
託
し
て

街
路
樹
の
剪
定
を
し
て
い
た
が
、さ
ら
に
本
件
事
故
後
、

歩
行
者
や
車
両
の
通
行
の
邪
魔
に
な
る
よ
う
な
枝
を
切

除
す
る
よ
う
業
者
に
指
示
し
た
。

④

本
件
車
両
は
、
長
さ
四
･
九
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
･

八
九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
･
七
人
メ
ー
ト
ル
の
普
通
貨

物
自
動
車
で
、
本
件
事
故
当
時
、
ハ
ン
ド
ル
、
ブ
レ
ー

キ
に
異
常
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
車
両
は
、
時
速
三
0
~
三
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
本
件
市
道
を
走
行
中
、
本
件

事
故
現
場
に
さ
し
か
か
っ
た
際
、
対
向
車
を
や
り
過
ご

そ
う
と
し
て
道
路
左
側

(東
側
)
に
寄
り
、
そ
の
ま
ま

進
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
荷
台
の
左
前
部
を
街
路

樹
に
衝
突
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
ハ
ン
ド
ル
の
自
由
が
効

倉
敷
市
道
街
路
樹
自
動
車
衝
突
事
故

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



か
な
く
な
っ
た
状
態
で
さ
ら
に
左
前
方
の
街
路
樹
に
衝

い
て
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
被
告
市
と
し
て
は
、
交
通

突
し
、
停
止
し
た
。

量
も
考
慮
し
て
路
肩
部
分
に
つ
い
て
も
そ
の
通
行
の
安

4

判
決
の
要
旨

性
を
窪
呆

こ
と
ミ

･

本
件
市
道
に
お
い
て
本
件
車
両
の
よ
う
な
貨
物
自
動
車

が
対
向
車
を
や
り
過
ご
す
た
め
に
路
肩
上
を
通
行
す
る
こ

と
は
、
社
会
通
念
上
十
分
予
測
で
き
る
事
柄
で
あ
り
、
管

理
者
で
あ
る
被
告
市
と
し
て
は
路
肩
部
分
に
つ
い
て
も
走

行
の
安
全
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
け
る
本
件
市
道
の
街
路
樹
の
設

置
･
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
被

告
市
に
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
原
告
が

被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
責
任
が
あ
る
。
た
だ
し
本
件

車
両
の
運
転
者
に
も
前
方
不
注
意
の
過
失
が
あ
る
た
め
、

七
割
の
過
失
相
殺
を
す
る
。

5

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

①

被
告
の
責
任
に
つ
い
て

本
件
市
道
は
、
車
道
幅
員
が
四
メ
ー
ト
ル
前
後
と
比

較
的
狭
く
、
反
対
方
向
へ
の
通
行
車
両
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
本
件
車
両
の
よ
う
な
貨
物
自
動
車
は
、
ド
ア
ミ

ラ
ー
が
接
触
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
で
き
る
限
り
路

肩
に
寄
る
か
、
又
は
路
肩
上
を
走
行
す
る
状
況
に
あ
る

こ
と
が
推
認
さ
れ
る
の
で
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
車

両
が
対
向
車
を
や
り
過
ご
す
た
め
に
路
肩
上
を
通
行
す

る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
、
十
分
予
測
で
き
る
事
柄
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

量
も
考
慮
し
て
路
肩
部
分
に
つ
い
て
も
そ
の
通
行
の
安

全
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
街
路
樹
に
は
、

認
定
事
実
の
と
お
り
幹
が
車
道
側
に
傾
い
て
い
る
も
の

や
、
枝
が
車
道
に
突
き
出
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
本
件

車
両
の
よ
う
な
貨
物
自
動
車
が
こ
れ
ら
に
接
触
す
る
危

険
性
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道

路
管
理
者
と
し
て
は
、
街
路
樹
の
枝
が
外
側
線
上
に
か

か
ら
な
い
よ
う
切
除
し
、
外
側
線
上
に
か
か
っ
て
な
い

場
合
で
も
車
道
の
方
に
向
か
っ
て
突
き
出
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
等
の
通
行
の
障
害
と
な
ら

な
い
よ
う
に
剪
定
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
処
置
が

で
き
な
い
程
度
に
幹
が
車
道
側
に
傾
い
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
の
植
栽
を
や
め
る
な
ど
の
方
法

を
採
る
べ
き
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
市
は

こ
れ
を
十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

道
路
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
市
道
は
、
被
告
市
が
年
二
回
な

い
し
三
回
街
路
樹
の
剪
定
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮

し
て
も
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い

う
ほ
か
な
く
、
被
告
市
は
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基

づ
き
、
本
件
事
故
で
原
告
が
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
べ

き
責
任
が
あ
る
。

②

過
失
相
殺
に
つ
い
て

本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
は
、
ほ
ぼ
直
線
で

見
通
し
が
良
い
こ
と
、
本
件
事
故
の
発
生
時
刻
は
午
前

三

時
二
〇
分
で
あ
り
、
当
時
の
天
候
は
晴
れ
で
あ
っ

た
こ
と
、
本
件
車
両
の
運
転
席
は
普
通
乗
用
車
よ
り
も

高
い
位
置
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
街
路
樹
の
枝
の
様
子

は
比
較
的
真
近
に
見
え
る
こ
と
、
本
件
車
両
の
運
転
者

は
、
対
向
車
を
や
り
過
ご
そ
う
と
す
る
に
際
し
、
道
路

左
側
に
寄
っ
て
そ
の
ま
ま
進
行
し
よ
う
と
し
た
た
め
本

件
事
故
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
停
止
し
て
い
れ
ば

本
件
事
故
の
発
生
を
回
避
で
き
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、本
件
車
両
の
運
転
者
は
、

普
通
貨
物
自
動
車
の
運
転
者
と
し
て
、
前
方
注
意
義
務

を
怠
っ
た
過
失
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の

割
合
は
七
割
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
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ねゞ,がUr

悠
久
の
歴
史
を
鞠
歩
で
き
る
町
爺
地

昨
年
の
四
月
に
東
京
事
務
所
勤
務

と
な
り
、
い
つ
の
間
に
か
一
年
が
過

ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
図
ら

ず
も
今
年
度
、
伝
統
あ
る
と
ん
び
会

の
会
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

私
生
ま
れ
も
育
ち
も
奈
良
県
で
す

が
、
地
元
に
帰
る
と

｢も
う
慣
れ
た

や
る
。｣
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
東
京
の
都
心
で
の
生
活
環
境

(便
利
だ
け
れ
ど
ほ
こ
り
っ
ぽ
く
、

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
人
が
い
る
。

は
私
の
地
元

(田
舎
)
と
は
違
い
す

ぎ
て
、
慣
れ
よ
う
も
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
一
人
暮
ら
し
に

は
慣
れ
て
し
ま
い
、
今
の
生
活
を
な

ん
と
な
く
楽
し
ん
で
い
る
毎
日
で

す
。
実
は
、
奈
良
に
い
る
家
族
も
私

の
い
な
い
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
、
だ
ん
だ
ん
奈
良
で
の
自
分

の
居
場
所
が
な
く
な
っ
て
来
つ
つ
あ

る
よ
う
で
少
々
心
配
し
て
い
ま
す
。

(こ
の
ま
ま
別
居
生
活
に
な
っ
た
り

し
て
?
?
?
)

そ
ん
な
地
元
、
私
の
生
ま
れ
育
っ

た
町
を
案
内
し
ま
し
ょ
う
。そ
れ
は
、

京
都
駅
か
ら
約
一
時
間
、
新
大
阪
駅

か
ら
で
も
約
一
時
間
で
着
く
奈
良
県

の
中
部
に
位
置
す
る
橿
原
市
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
。
鉄
道
と
し
て
は
、
J

R
と
近
鉄

(近
畿
日
本
鉄
道
㈱
)
が

走
っ
て
い
ま
す
が
、
速
さ
と
便
利
さ

で
断
然
私
鉄
の
近
鉄
を
利
用
す
る
人

が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
時
間
に

余
裕
が
あ
っ
て
旅
の
気
分
を
味
わ
い

た
い
方
は
、
京
都
駅
か
ら
J
R
を
利

春震
県
東
京
事
務
所

茸
村

好
高

用
し
て
み
て
下
さ
い
。
京
都
か
ら
奈

良
に
か
け
て
の
長
閑
な
風
景
を
眺
め

つ
つ
、
豊
か
な
旅
情
気
分
を
満
喫
で

き
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す
。
(私

自
身
利
用
し
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ま
り
自
信
を
持

っ
て
言
え
な
い
の
で
す
が
?
?
?
)今井町街並み

◆
中
世
の
ま
ま
時
が
流
れ
る
町
今
井

ま
ず
最
初
に
お
す
す
め
の
場
所
は

近
鉄
八
木
西
口
駅
か
ら
徒
歩
一
〇
分

ほ
ど
の
今
井
町
で
す
。
今
井
町
に
一

歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
そ
こ
に
は
江

戸
時
代
か
ら
続
く
街
並
み
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
全
国
各
地
に
あ
る
土
産

屋
さ
ん
な
ど
の
商
店
ば
か
り
の
街
並

み
で
は
な
く
、
人
が
実
際
に
生
活
し

て
い
る
江
戸
時
代
の
雰
囲
気
を
持
っ

た
家
々
が
表
通
り
だ
け
で
な
く
町
全

体
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
豪
邸
が
重
要

文
化
財
と
し
て
修
築
さ
れ
誰
で
も
中

を
見
学
で
き
る
邸
宅
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
街
並
み
が
好

き
で
よ
く
散
歩
に
出
か
け
ま
す
が
、

　　 　 　　　　　　　

江戸時代から続く今井町街並み

西から東から



普
段
は
観
光
客
も
少
な
く
静
か
で
、

本
物
の
空
間
だ
け
に
あ
る
歴
史
の
重

み
を
噛
み
し
め
て
歩
け
ば
、
ま
る
で

昔
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ

う
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。
(お

土
産
屋
さ
ん
等
の
店
舗
は
何
店
か
あ

り
ま
す
が
、
探
さ
な
い
と
わ
か
り
ま

せ
ん
。
騒
々
し
い
呼
び
込
み
は
一
切

あ
り
ま
せ
ん
。)

近鉄橿原神宮駅

◆
橿
原
神
宮
の
神
々
し
さ
の
中
で
森

林
浴
を

続
き
ま
し
て
、
八
木
西
口
駅
か
ら

二
駅
南
の
橿
原
神
宮
駅
で
下
車
、
徒

i

殿

≦

本
で
轄

し

賊
　
　

歩
五
分
で
神
武
天
皇
の
橿
原
宮
跡
に

創
建
さ
れ
た
橿
原
神
宮
に
到
着
し
ま

す
。
大
和
三
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
畝

傍
山
の
麓
に
位
置
し
鬱
そ
う
と
し
た

木
々
に
包
ま
れ
た
広
大
な
神
域
を
も

ち
、
神
聖
な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る

神
社
で
す
。
祭
神
は
も
ち
ろ
ん
神
武

天
皇
と
そ
の
皇
后
で
あ
り
、
私
が
小

学
生
当
時
、
建
国
記
念
日
が
紀
元
節

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
市
内
の
小
学
生

は
校
旗
を
先
頭
に
楽
器
を
演
奏
し
つ

つ
、
馬
に
乗
っ
た
市
長
さ
ん
を
先
頭

に
市
役
所
か
ら
橿
原
神
宮
ま
で
行
進

し
た
も
の
で
し
た
。
(な
ん
と
こ
の

市
長
さ
ん
は
教
育
勅
語
を
各
家
庭
に

配
布
し
た
の
で
す
。)
今
も
、
建
国

記
念
日
に
は
多
数
の
街
宣
車
が
集
ま

り
ま
す
。

◆
古
代
人
の
夢
が
蘇
る
飛
鳥

最
後
に
橿
原
市
の
隣
に
な
り
ま
す

が
、
私
が
小
学
生
の
頃
よ
く
遊
び
に

行
っ
た
飛
鳥
の
里
を
紹
介
し
ま
す
。

橿
原
神
宮
駅
か
ら
二
駅
南
に
飛
鳥
駅

が
あ
り
ま
す
。
駅
前
に
は
、
レ
ン
タ

サ
イ
ク
ル
が
あ
り
チ
ャ
リ
ン
コ

(自

転
車
)
に
乗
れ
る
方
は
こ
れ
を
利
用

す
る
の
が
一
番
便
利
で
す
。
子
供
の

頃
の
印
象
は
タ
ダ
田
畑
と
山
だ
け
の

静
か
な
村
で
、
有
名
な
石
舞
台
も
周

り
に
は
何
も
な
く
近
く
に
小
学
校
が

あ
っ
た
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
、
今

で
は
発
掘
調
査
が
進
み
、
約
百
年
間

部
と
し
て
栄
え
た
飛
鳥
の
里
が
至
る

と
こ
ろ
で
復
元
さ
れ
た
り
、
観
光
施

設
と
し
て
整
備
さ
れ
た
り
し
て
い
ま

す
。
飛
鳥
と
と
も
に
繁
栄
を
極
め
た

蘇
我
氏
や
こ
れ
に
対
抗
し
て
勢
力
争

い
を
お
こ
な
っ
た
中
大
兄
皇
子
、
藤

原
鎌
足
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
で
飛

鳥
の
里
を
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て

見
学
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
歴

史
資
料
館
や
奈
良
万
葉
文
化
館
な
ど

も
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
そ
の
風
景

の
中
で
千
数
百
年
も
前
の
時
代
に
身

を
置
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

長閑かな飛鳥の里

石舞台古墳

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
世
界
を
散
策

で
き
る
私
の
故
郷
を
、
一
度
訪
ね
て

み
て
く
だ
さ
い
。
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佐
賀
の
『週
｣
と
｢ま
か
と
こ
ろ
｣

道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
ご
愛
読
の
皆

さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
佐
賀
県
の
三
橋

と
申
し
ま
す
。

国
土
交
通
省
を
は
じ
め
と
す
る
霞

が
関
周
辺
を
、
情
報
を
求
め
て
飛
び

回
っ
て
三
年
目
に
な
り
ま
し
た
。

初
め
て
の
一
人
暮
し
も
残
す
こ
と

あ
と
一
年
か
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で

す
。東
京
は
地
方
か
ら
の
集
合
の
場
、

仕
事
面
で
も
生
活
の
面
、
文
化
の
面

で
も
、
た
く
さ
ん
の
方
々
と
知
り
合

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
一
年

を
こ
れ
ま
で
以
上
に
頑
張
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
故
郷

｢佐
賀
県
｣
を

紹
介
し
ま
す
。

佐
賀
県
は
、
県
土
の
面
積
二
、
四

三
九
蟷
で
、
全
国
の
○
･
六
%
を

佐
賀
県
東
京
事
務
所

三
橋

武
芳

占
め
全
国
で
四
二
番
目
の
広
さ
で

す
。
人
口
は
約
八
八
万
人
(四
二
位
)

で
四
九
市
町
村
(七
市
三
七
町
五
村
)

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

地
理
的
に
は
、
九
州
の
北
西
部
に

位
置
し
、
東
は
福
岡
県
、
西
は
長
崎
県

に
接
し
、
北
は
、
荒
波
で
知
ら
れ
る

玄
界
灘
、
南
は
穏
や
か
で
干
満
差
が

大
き
な
有
明
海
に
面
し
て
い
ま
す
。

◇
道
路
の
現
況

こ
こ
で
、
私
が
東
京
に
赴
任
し
て

か
ら
話
題
に
な
っ
て
い
る
高
速
自
動

車
道
に
つ
い
て
三
日
。
他
県
の
皆
さ

ん
か
ら

｢佐
賀
は
高
速
道
路
が
整
備

さ
れ
て
い
て
い
い
で
す
ね
｣
と
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。

佐
賀
県
内
の
高
速
自
動
車
道
は
、

南
北
に
九
州
縦
貫
自
動
車
道
、
東
西

4車線拡幅工事が進む国道3号
(基山町内)

に
九
州
横
断
自
動
車
道
が
平
成
二
年

ま
で
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

言
わ
れ
る
と
お
り
、
遠
く
に
ド
ラ

イ
ブ
す
る
時
な
ど
は
大
変
便
利
で
あ

り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
県
内
の
道
路
状
況
は
便
利
な
ば

か
り
で
あ
り
ま
せ
ん
。

生
活
に
使
う

一
般
道
路
の
現
状

は
、
主
要
国
道
三
号
の
場
合
で
は
、

現
在
四
車
線
の
拡
幅
工
事
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
三
号
の
全
線

改
良
は
い
っ
に
な
る
の
か
わ
か
ら
な

い
状
態
で
、
朝
夕
の
交
通
渋
滞
は
日

常
茶
飯
事
と
な
っ
て
い
る
状
況
で

す
。九

州
の
交
通
の
要
衝
で
あ
る
佐
賀

県
東
部
に
位
置
す
る
鳥
栖
に
は
、
こ

の
三
号
か
ら
分
岐
し
た
三
四
号
が
通

っ
て
い
ま
す
が
、
分
岐
点
か
ら
県
都

｢佐
賀
市
｣
ま
で
は
ま
だ
二
車
線
で

す
。
こ
こ
も
現
在
拡
幅
工
事
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
主
要
国
道
だ
け
で

も
、
早
く
改
良
が
で
き
な
い
も
の
か

願
っ
て
い
る
一
人
で
す
。

国道3 4号 (鳥栖市内)

西から東から



◇
佐
賀
県
の
観
光
地

佐
賀
は
、
鍋
島
三
六
万
石
の
城
下

町
｢佐
賀
市
｣、
邪
馬
台
国
伝
説
を
街

徘
さ
せ
る

｢吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
｣

｢虹
ノ
松
原
｣
｢唐
津
く
ん
ち
｣
や
｢唐

津
焼
｣
で
知
ら
れ
る
｢唐
津
｣
、
四
〇

〇
年
の
伝
統
を
誇
る
日
本
磁
器
発
祥

の
地

｢有
田
｣
｢伊
万
里
｣
、
由
緒
あ

る
出
場
の
里
｢武
雄
温
泉
｣
｢嬉
野
温

泉
｣
、
日
本
三
大
稲
荷
の
一
つ
｢祐
徳

稲
荷
神
社
｣
日
本
一
の
干
満
差
で
有

名
な
｢有
明
海
｣
で
行
わ
れ
る
｢ガ
タ

リ
ン
ピ
ッ
ク
｣
、
広
大
な

｢佐
賀
平

野
｣
で
行
わ
れ
る

｢バ
ル
ー
ン
フ
ェ

ス
タ
｣
な
ど
、
佐
賀
は
、
自
然
と
歴
史

と
文
化
が
見
事
に
と
げ
あ
い
、
ほ
ん

も
の
を
体
験
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。

一
度
佐
賀
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

佐賀県広域道路網マスタープラン

日本三夫稲荷のひとつ、祐徳稲
荷神社

◇
最
後
に

近
年

｢島
お
こ
し
｣
の
一
環
か
ら

脚
光
を
浴
び
て
い
る
と
こ
ろ
を
紹
介

し
ま
す
。

玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
人
口
約
四
〇
〇

人
の
｢高
島
｣
に
あ
る
『宝
当
神
社
』

の
こ
と
で
す
。

約
四
〇
〇
年
前
に
島
民
の
手
に
よ

り
奉
献
さ
れ
た
神
社
で
す
が
、
近
年

『宝
当
』
の
二
文
字
か
ら
宝
く
じ
当

選
に
御
利
益
の
あ
る
神
社
と
し
て
有

名
に
な
っ
て
い
ま
す
。

島
が
発
展
す
る
よ
う
願
い
を
込
め

作
り
上
げ
た

『宝
当
袋
』
。
こ
の
袋

製
作
に
あ
た
っ
た
者
の
身
内
か
ら
宝

く
じ
一
等
当
選
者
の
出
現
、
袋
を
縫

っ
て
も
ら
っ
て
い
た
人
た
ち
に
も
宝

く
じ
当
選
者
が
現
れ
は
じ
め
た
と
の

こ
と
。
そ
の
話
が
広
ま
り
、
御
利
益

を
い
た
だ
こ
う
と
島
を
訪
れ
る
方
が

増
え
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
一
度
宝
く
じ
を

『宝
当

袋
』
に
い
れ
て
、
祈
願
し
て
み
て
は

如
何
で
す
か
。

宝当神社の宝当袋

推す"〒ヤ うnn食く 召7
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鬮
朧
薹
テ
ビ
ゲ
醐
シ
醐
レ
シ
ス
テ
▲
に
つ
い
て

近
畿
地
方
整
備
局
奈
良
国
道
事
務
所

富
永

安
弘

一

概
要

飛
鳥
地
域
は
、
約
四
蝿
四
方
に
歴
史
的
な
観
光
資
源
を

豊
富
に
有
す
る
、
年
間
数
百
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
る
観

光
地
で
あ
る
。
当
地
を
訪
れ
る
観
光
客
の
多
く
は
、
徒
歩

ま
た
は
自
転
車
で
地
域
内
を
周
遊
す
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
地
区
の
指
定
に
よ
り

土
地
利
用
が
規
制
さ
れ
て
い
る
区
域
で
は
、
目
印
と
な
る

建
物
が
少
な
く
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
案
内
を
求
め
る
声

も
聞
か
れ
る
。
ま
た
、
道
路
網
も
発
達
し
て
お
ら
ず
、
観

光
客
の
自
動
車
が
集
中
す
る
時
間
帯
に
は
駐
車
場
付
近
を

中
心
に
交
通
混
雑
が
発
生
す
る
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
光
地
で
は
、
歩
行
者
I
T
S
の
技
術
を

活
用
し
た
経
路
案
内
や
歴
史

･
文
化
情
報
提
供
に
よ
る
快

適
な
観
光
の
実
現
と
観
光
地
の
魅
力
度
向
上
が
期
待
さ
れ

る
。
更
に
自
動
車
か
ら
徒
歩

･
自
転
車
へ
の
周
遊
手
段
の

変
更
に
よ
る
交
通
環
境
改
善
の
可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
奈
良
国
道
事
務
所
は
平

成
一
三
年
度
、
奈
良
県
飛
鳥
地
域
を
対
象
に
、
奈
良
県

･

橿
原
市

･
明
日
香
村
と
共
同
で
、
P
D
A

(:
Hのo口
DM

A冶
熱国

pの総
言
ひ邑

を
用
い
た
経
路
案
内
や
観
光
案
内

(飛
鳥
ナ
ビ
)
の
有
効
性
、
普
及
の
た
め
の
課
題
を
検
証

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
社
会
実
験
を
実
施
し
た
。
そ
の

結
果
、
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
、
七
八
%
の
利
用

者
が

｢飛
鳥
ナ
ビ
を
有
効
｣
、
六
八
%
が

｢便
利
｣
と
回

答
し
、
飛
鳥
ナ
ビ
に
よ
る
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
が
有
効
で

あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。

平
成
一
四
年
度
に
は
平
成
一
三
年
度
の
社
会
実
験
結
果

を
踏
ま
え
、
貸
出
の
有
料
化

(
一
日
一
回
五
〇
〇
円
/
台
)

を
行
い
、
事
業
性
や
普
及
の
た
め
の
課
題
を
検
証
す
る
こ

と
を
目
的
に
試
行
運
用
を
行
っ
た
。

二

平
成
一
四
年
度
に
お
け
る
試
行
運
用
の
実

施
平
成
一
四
年
度
の
取
組
み
は
、
前
年
度
行
っ
た

｢飛
鳥

地
域
に
お
け
る
歩
行
者

･
自
転
車
支
援
I
T
S
社
会
実

験
｣
に
お
い
て
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
P
D
A
シ
ス
テ
ム

を
用
い
て
橿
原
市
、
明
日
香
村
、
橿
原
市
観
光
協
会
、
飛
鳥

京
観
光
協
会
が
共
同
で
、
事
業
性
や
普
及
の
た
め
の
課
題

を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
試
行
運
用
及
び
利
用
者

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
、
国
土
交
通
省

近
畿
地
方
整
備
局
奈
良
国
道
事
務
所
は
こ
れ
を
支
援
し
た
。

以
下
に
そ
の
結
果
を
示
す
。



1

試
行
運
用
の
実
施
概
要

=

実
施
時
期

平
成

一
四
年

一
〇
月
三
一
日

(月
)
~
一
二
月

一
日

(日
)

延
べ
四
二
日
間

(雨
天
は
貸
出
を
中
止
)。

②

実
施
機
関

主
催
"橿
原
市
、
明
日
香
村
、
橿
原
市
観
光
協
会
、
飛
鳥

京
観
光
協
会

後
援
"
国
土
交
通
省

近
畿
地
方
整
備
局
、
関
西
I
T
S

推
進
協
議
会
、
近
畿
日
本
鉄
道
株
式
会
社

③

実
施
内
容

D
P
D
A
に
よ
る
情
報
提
供

①

観
光
客
に
対
し
、
情
報
携
帯
端
末

(写
真
1
･

2
)
に
よ
る
情
報
提
供
を
行
い
、
観
光
目
的
地
ま
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き

歌

頴

さ

1

3

重

0

O

　
　

　
　鰡ば

写真 2

で
の
ル
ー
ト
を
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
(経
路
案
内
)
す
る
。

②

情
報
提
供
の
内
容
は
、
G
P
S
に
よ
る
自
己
位

置
情
報
、
経
路
情
報
、
分
岐
点
情
報
、
目
標
物
情

報
、
観
光
施
設
ガ
イ
ド
情
報
等
を
地
図
や
写
真
、

文
字
、
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
。

③

利
用
者
は
観
光
ポ
イ
ン
ト
を
任
意
に
選
択
す
る

こ
と
が
可
能
で
、
周
遊
す
る
経
路
は
、
徒
歩
･自
転

車
利
用
の
別
に
応
じ
て
自
動
的
に
検
索
さ
れ
る
。

④

あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
モ
デ
ル
観
光
コ
ー
ス

を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
。

@

利
用
方
法

り
利
用
要
件

　
　
　
　

まし
*ず
乱

@観光スポット

･
徒
歩
又
は
自
転
車
で
観
光
さ
れ
る
方

･
一
五
歳
以
上
の
方

(中
学
生
は
除
く
)

.
身
分
証
の
提
示
(運
転
免
許
証
パ

ス
ポ
ー
ト
な
ど
)

の
利
用
料
金

.
一
日
一
回
五
〇
〇
円
ノ
ムロ

2

利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
概
要

【ア
ン
ケ
ー
ト
概
要
】

調
査
期
間
…試
行
運
用
中
(
一
〇
月
三
一
日
~
三
一月
一
日
)

調
査
方
法
…
P
D
A
利
用
者
に
対
し
、
貸
出
時
に
ア
ン
ケ

配
布
数
…飛
鳥
=
八
三
票
、
橿
原
=
二
六
票
、
計
=
一

-
ト
用
紙
配
布
、
返
却
時
に
回
収

　 　　　　 　　　　　　 　　
　　　

図 1 対象地域



○
九
票

(P
D
A
利
用
者
数
)

回
答
者
数
…飛
鳥
=
六
九
票
、
橿
原
=
二
五
票
、
計
=
九

四
票

回
答
率
…
八
六
%

【回
答
者
属
性
】
(図
2
~
4
)

･
男
女
別

男
性
七
割
、
女
性
三
割

･
年
齢
層

二
0
歳
代
~
五
〇
歳
代
で
九
割
を
占
め
る
。

3

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

主
な
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
以
下
に
記
す
。

の

利
便
性

(図
5
･
6
)

平
成
一
四
年
度
よ
り
有
料
化
を
行
っ
た
が
、
｢非
常
に

便
利
｣
、
｢ま
あ
便
利
｣
と
の
回
答
が
八
割
強
を
占
め
、
平

成
一
三
年
度
よ
り
一
割
強
増
加
し
て
お
り
、
｢飛
鳥
ナ
ビ
｣

の
利
便
性
を
再
確
認
し
た
。

こ
れ
は
、
機
能
の
絞
り
込
み
、
操
作
説
明
ビ
デ
オ

の
作
成
の
効
果
と
考
え
ら
れ
る
。

｢非
常
に
便
利
｣
と
回
答
さ
れ
た
率
に
つ
い
て
は
、

男
女
別
に
見
る
と
、
女
性
が
男
性
の
約
半
数
、
年
齢
層
別

で
は
、
四
〇
歳
代
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
る

(六
〇
歳
以
上

は
モ
ニ
タ
ー
数
が
少
な
く
傾
向
が
つ
か
め
な
か
っ
た
)。

｢や
や
不
便
｣
と
回
答
し
た
理
由
に
は
、
｢ナ
ビ
で
指
示

す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
｣
等
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能

に
関
す
る
も
の
が
多
く
、改
良
す
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
。
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三

一~l
40籔代 50銭代 60班代 70跛以上 未回答

の
利
用
料
金
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
七
六
%
は

｢ち
ょ
う

ど
良
い
｣
と
回
答
し
て
お
り
、
有
料
化
へ
の
理
解
及
び
本

格
実
施
へ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
①
利
便
性
と
の
関
係
で
は
、
｢非
常
に
便
利
｣

｢ま
あ
便
利
｣
｢ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
｣
と
回
答
し
た
モ

ニ
タ
ー
の
う
ち
、
八
割
強
が
利
用
料
金
を

｢ち
ょ
う
ど
良

い
｣
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
、
｢や
や
不
便
｣
と
回

ぬイ .湿すクニレレ うnnつく

②
利
用
料
金

(図
7
)

平
成
一
三
年
度
に
行
っ
た
料
金
設
定
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
で
は
、
利
用
者
の
四
一
%
が

｢無
料
に
す
べ
き
｣
五

一
%
が

｢有
料
で
も
良
い
｣
と
回
答
。

ま
た
、
｢有
料
で
も
良
い
｣
と
回
答
し
た
モ
ニ
タ
ー
の

う
ち
約
六
割
が
五
〇
〇
円
以
下
を
希
望
し
て
い
た
。

平
成
一
四
年
度
に
有
料
化
を
行
っ
た
結
果
、
五
〇
〇
円

鐵　旧

図 2 男女別割合
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図 7 利用料金 (5 0 0円) につい
てはどのように感じたが?

答
し
た
モ
ニ
タ
ー
で
は
約
五
割
に
な
っ
て
お
り
、
利
便
性

を
高
く
評
価
す
る
利
用
者
ほ
ど
、
設
定
料
金
を
適
正
と
評

価
す
る
割
合
が
高
い
。

③
広
報
に
つ
い
て

(図
8
)

利
用
者
の
約
三
割
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
入
手

し
て
い
る
。

ポ
ス
タ
ー
及
び
チ
ラ
シ
で
情
報
を
得
た
者
が
二
四
%
い

る
の
に
対
し
、
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
知
ら
な
か
っ
た

(来
て

か
ら
知
っ
た
)
者
の
利
用
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
広
報
活
動
に
お
い
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
広
報
及
び
現
地
で
の
広
報
活
動

が
、利
用
者
数
増
加
に
よ
り
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

今
後
の
方
針

平
成
一
三
年
度
の

｢社
会
実
験
｣
、
平
成
一
四
年
度
の

｢試
行
運
用
｣
を
通
じ
て
飛
鳥
ナ
ビ
が
提
供
す
る
経
路
案

内
シ
ス
テ
ム
、
歴
史
･
文
化
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
が
有
効

で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。

試
行
運
用
を
終
え
、
関
係
者
の
間
で
シ
ス
テ
ム
の
改
善

点
や
運
営
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
会
を
重
ね
た
が
、
改
善

可
能
な
項
目
も
少
な
く
な
い
。

今
年
度
に
お
い
て
も
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
増
加
及
び
操

作
手
順
の
簡
略
化
に
よ
り
、
利
便
性
を
高
め
、
飛
鳥
ナ
ビ

広
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
に
よ
る
広
報
の
充
実
な
ど
を

行
い
、
地
元
自
治
体
を
中
心
と
し
た
試
行
運
用
を
継
続
し

て
い
る
。

熟




